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－ 3 － 

令和７年第３回大崎町議会定例会会議録（第１号） 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ３ 日 

午前１０時００分開会 

於 会 議 議 場 

１．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名（１番，２番） 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

          閉会中の町内事務調査報告 

           総務厚生常任委員長報告 

           文教経済常任委員長報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 報告第 ３号 請願書に対する処理の経過及び結果の報告について 

(総) 日程第 ６ 議案第３４号 土地の処分について 

(総) 日程第 ７ 議案第３５号 町有財産（建物）の無償譲渡について 

日程第 ８ 議案第３６号 大崎町議会議員及び大崎町長の選挙における選挙運

動の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第 ９ 議案第３７号 大崎町特別会計条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

(総) 日程第１０ 議案第３８号 令和７年度大崎町一般会計補正予算（第３号） 

(総) 日程第１１ 議案第３９号 令和７年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号） 

(総) 日程第１２ 議案第４０号 令和７年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算 

（第２号） 

(文) 日程第１３ 議案第４１号 令和７年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号） 

(文) 日程第１４ 議案第４２号 令和７年度大崎町公共下水道事業会計補正予算 

（第１号） 

(文) 日程第１５ 議案第４３号 令和７年度オオサキポイント事業特別会計予算 

日程第１６ 議案第４４号 菱田中学校跡地残置物撤去等工事請負契約の締結に

ついて 

日程第１７ 議案第４５号 中央分団消防詰所新築工事請負契約の締結について 

日程第１８ 議案第４６号 大崎町立小中学校ＧＩＧＡスクール構想第２期対応
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端末の購入契約の締結について 

日程第１９ 議案第４７号 大崎町総合体育館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

日程第２０ 議案第４８号 大崎町水道事業給水条例及び大崎町公共下水道条例

の一部を改正する条例の制定について 

日程第２１ 議案第４９号 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

(総) 日程第２２ 陳情第 １号 消費税率５％以下への引き下げとインボイス制度の

廃止を求める陳情 

(総) 日程第２３ 陳情第 ２号 企業立地雇用促進補助金の対象業種から小売業等を

除外することを求める陳情書 

(総) 日程第２４ 陳情第 ３号 町長の退職手当の廃止を求める陳情書 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

   １番 藤 田 香 澄            ７番 神 﨑 文 男 

   ２番 草 原 正 和            ８番 宮 本 昭 一 

３番 岡 元 修 一            ９番 中 倉 広 文 

   ４番 富 重 幸 博           １０番 中 山 美 幸 

   ５番 児 玉 孝 德           １１番 鷲 東 慎 一 

   ６番 稲 留 光 晴           １２番 吉 原 信 雄 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

町 長 東   靖 弘 農林振興課長 鎌 田 洋 一 

副 町 長 千 歳 史 郎 建 設 課 長 美 戸 博 明 

教 育 長 穗 園 正 幸 農委事務局次長 西 村 孝 志 

会 計管理者 岡 留 和 幸 水 道 課 長 川 越 龍 一 

総 務 課 長  宮 本 修 一 教委管理課長 相 星 永 悟 

企画政策課長  渡 邊 正 一 社会教育課長 西 竹 信 也 

商工観光課長 上 野 明 仁 税 務 課 長 谷 迫 利 弘 

町 民 課 長 本 松 健一郎 

環境政策課長  竹 本 忠 行 

保健福祉課長  岩 元 貴 幸 
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５．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

事 務 局 長 久 保 健一朗 

次長兼調査係長 上 橋 孝 幸 

次長兼議事係長 松 元 幸 紀 

庶 務係主任 西 ゆ か り 
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開会 午前１０時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） これより、令和７年第３回大崎町議会定例会を開会いたしま

す。 

これより、本日の会を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１番、藤田香澄議員、及

び２番、草原正和議員を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 今期定例会の会期は、お手元に配付してある日程案のとおり、本日から９月１８

日までの１６日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から９月１８日までの１６日間と決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（吉原信雄議員） 日程第３「諸般の報告」を行います。 

閉会中の各常任委員会における町内事務調査の報告を求めます。 

まず、総務厚生常任委員長に報告を求めます。 

○総務厚生常任委員長（宮本昭一議員） 町内事務調査の報告について、総務厚生常任

委員会の報告をいたします。ろれつがまわらないところもありますけれども、よろ

しくお願いします 

 令和７年第２回定例会本会議において総務厚生常任委員会に付託されました閉会

中の町内事務調査の経過と結果について報告をいたします。 

当委員会は、去る７月２日、全委員出席のもと、町内事務調査を実施いたしまし

た。調査項目として、総務課所管の旧明日葉加工場災害復旧修繕、中央分団詰所災

害復旧工事、消防団詰所壁掛けエアコン購入、交通安全施設工事、庁舎窓口用カウ

ンター一式購入、申請書記入サポート機器購入、集草機付乗用芝刈り機購入につい

てであります。現地において関係職員から説明を受け、実施いたしました。 

はじめに、旧明日葉加工場災害復旧修繕について報告をいたします。 
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この修繕は令和６年４月６日に株式会社都食品に貸し付けている建物内の建物内

からの出火によるものでございます。修繕内容は、乾燥室の解体、内装塗装、電気

設備、排水設備、換気扇整備となっており、事業費は２,６６９万７,０００円で、

財源内訳は公有建物共済基金２,６６９万４,４８８円と、一般財源２,５１２円と

なっており、完成は令和７年２月２６日です。乾燥機３台のうち１台を火災による

焼失したとのことだが製造に影響はあるのか。また乾燥機の稼働率はとの問いに製

造量は減少しているが取引先と打ち合わせを行い、問題が生じないよう製造販売し

ているとのことであります。また、乾燥機は１年を通して稼働しているとのことで

ありました。 

次に、中央分団詰所災害復旧工事について報告をいたします。 

この工事は令和６年８月８日に発生した日向灘沖地震によるものであり、事業費

は６８７万９,０００円で、財源内訳は災害復旧事業債の６００万円と一般財源の

８７万９,０００円となっており、完成は令和７年２月１０日です。 

次に、消防団詰所壁掛けエアコン購入について報告をいたします。 

この設備は、エアコンが設置されていない野方、持留、大丸、中沖分団詰所の４

箇所に整備するもので、事業費は２９７万円。納入日は令和６年８月３０日です。

財源はすべて一般財源となっております。今回は中沖分団詰所を調査いたしました

が、エアコンはメーカー型指定で入札により購入されていました。 

次に、交通安全施設工事について報告をいたします。 

この工事は、道路標識や道路区画線、ガードレール、ロードミラー等の交通安全

施設を整備するもので、事業費は３００万円。完成は、令和７年３月２６日です。

財源内訳は、交通安全対策特別交付金の１２６万１,０００円と、一般財源の１７

３万９,０００円となっております。今回は、複数あった工事の中から町道宇都口

正和線のロードミラー設置工事を抽出し、調査を行いました。 

次に、庁舎窓口用カウンター一式購入について報告いたします。 

この設備は、住民サービスの利便性の向上を図るために、庁舎１階の税務課及び

町民課の窓口カウンターを、座ったままで接客が可能なローカウンターに変更する

もので、事業費は３８５万円。納入日は令和７年２月２５日です。財源は、一般財

源となっております。庁舎１階には保健福祉課や建設課もあるが、そこはローカウ

ンターにしないのかとの問いに、今回は庁舎１階にある部署の意向も踏まえ、モデ

ル的にローカウンターにしました。現課の要望があれば検討したいとのことであり

ました。 

次に、申請書記入サポート機器購入について報告をいたします。 

この設備は、各種申請書の作成支援を行い、住民の負担軽減を図ることを目的に
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導入されたもので、税務課、町民課及び保健福祉課の窓口に１３台設置されていま

す。事業費は４７８万４９０円で、その２分の１の２３９万２４５円が補助金とし

て充当されており、納入日は令和６年１０月１７日です。この整備は、マイナンバ

ーカード等の情報を活用して申請書の作成支援を行っているとのことだが、更なる

住民サービスの向上を図るためにワンストップ申請ができるような仕組みづくりを

検討するよう要望しました。 

次に、集草機付乗用芝刈り機購入について報告をいたします。 

この設備は、公共用地の維持管理のための除草作業用として導入されたもので、

事業費は１０３万１,０９６円。納入日は令和６年７月８日で、財源は一般財源で

す。この機械は、町民も借りることができるのかとの問いに、公共用地で使用する

もので貸し出しは想定しないとのことでありました。 

以上で、総務厚生常任委員会における町内事務調査の報告を終わります。 

○議長（吉原信雄議員） 次に、文教経済常任委員長に報告を求めます。 

○文教経済常任委員長（中山美幸議員） 令和７年第２回定例本会議において、文教経

済常任委員会に付託されました閉会中の町内事務調査の経過と結果について報告い

たします。 

当委員会では、去る７月１１日、関係所管の建設課、教育委員会管理課に関係す

る９件、永吉菱田路線改修工事（６の１）緊急対策事業、神領池尻２区地区排水工

事（６の２）農地耕作条件改善事業、大崎・菱田小学校遊具新設工事、大丸小学校

屋内運動場床改修工事、大丸小学校特別教室棟空調設備設置工事、大丸小学校特別

教室棟空調設置電気設備工事、大崎中学校１・２年生校舎屋上防水改修工事、大崎

中学校シャワー室設備設置工事、大崎小学校図書室棟雨漏り改修繕工事について、

現地において、担当課長及び関係職員に説明を受け調査を行いました。 

はじめに、永吉菱田線道路改良工事６の１緊急対策事業について。 

工事の請負額は３,０００万円で、財源内容は国庫補助金１,７６５万５,０００

円、一般財源１,２３４万５,０００円となっております。 

工事延長は４３メートル、水路側溝及びＬ型擁壁の布設工事等を行われ、令和６

年１２月１１日に完成しております。 

現地調査の際に、大きな枡や側溝に歩行者が転落する可能性がある箇所が見受け

られるため、担当者に確認したところ、ガードパイプを本年度中に設置するとのこ

とでありました。このような危険箇所について、今後は工事設計の段階で十分に検

討していただき、安全対策を講じるよう要望しておきます。 

次に、神領池尻２区地区排水路工事（６の２）農地耕作条件改善事業について。 

工事請負金額は３,１６３万１,０００円で、財源内容は国庫補助金１,６７６万
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９,３２１円、一般財源１,４８６万１,６７９円となっており、工事延長は８４メ

ートルで、Ｌ型水路やボックスカルバート布設等の工事が行われ、令和７年２月２

８日に完成しております。このような排水路布設は集中豪雨のとき水害に対して非

常によい対策であるため、今後も範囲を拡大し工事を進めるよう要望いたします。 

次に、大崎・菱田小学校遊具新設工事については、工事請負金額は３１５万７,

０００円で、財源内容はふるさと応援基金繰入金３１０万円、一般財源５万７,０

００円となっており、工事概要は大崎小学校、菱田小学校それぞれ１基ずつ登り棒

が設置され、令和６年８月２８日に完成しております。 

次に、大丸小学校屋内運動場床改修工事について。 

工事請負金額は１,８５６万８,０００円で、財源内容はふるさと応援基金繰入金

１,８５０万円、一般財源６万８,０００円となっており、工事概要は既存の床面を

研磨して、その上に厚さ６.４ミリメートルの屋内スポーツ用強弱弾性塩ビピニー

ルを張りつけたもので、令和６年８月１９日に完成しております。今後、同様の工

事がある場合は、シートの継ぎ目がコートの中心に来ないよう配慮し、施工される

よう要望します。 

次に、大丸小学校特別教室棟空調設備設置工事について。 

工事請負金額は１,６２２万５,０００円で、財源内訳は国庫補助金１０５万１,

２００円、一般財源１,５１７万３,８００円となっており、工事概要は理科室、図

書室、家庭科室、音楽室への空調設備設置となっております。令和６年１２月２日

に完成しており、室内機と室外機の接続配管パイプ保護カバーにスリムダクトが使

われており、ステンレス製のラッキングカバーが保護、耐久性によかったのではな

いかと意見もありました。 

次に、大丸小学校特別教室空調設置電気設備工事についてですが、工事請負金額

は２,８２１万円で、財源内容は国庫補助金１８６万８,８００円、一般財源２,６

３４万１,２００円となっており、工事概要は、受電設備及び空調電源工事となっ

ております。令和６年１２月２日に完成しております。 

次に、大崎中学校１年生校舎防水改修工事についてですが、工事請負金額は１,

８７７万８,０００円で、財源内訳はふるさと応援基金繰入金１,６００万円、一般

財源２７７万８,０００円となっており、令和７年２月２８日に完成しております。 

次に、大崎中学校シャワー設備設置工事について。 

工事請負金額は２３７万６,０００円で、財源内容は全額一般財源となっており

ます。武道館の一室にシャワー設備を設置したもので、令和７年３月２８日に完成

しており、シャワー室は既製品で、内側の寸法が幅１５０センチ、奥行き７８セン

チとのことでありましたが、奥行きがあと５０センチほど長ければよかったのでは
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ないかと感じられ、今後は既製品にとらわれず、利用者にとってどのようなものが

適しているかを考慮し設計するように要望しておきます。 

最後に、大崎小学校図書室ほか雨漏り修繕について。 

工事請負金額は３３５万５,０００円で、財源内容は全額一般財源となっており、

図書室屋根部分及び保健室外部のコーティング劣化補修が主な工事内容で、令和７

年３月７日に完成しております。図書室の天井にカビが生えており、健康上におい

て様々な悪影響を及ぼす可能性があるため、早急に改善していただきたいと思いま

す。また、保健室の前の辺りは工事完成後も雨漏りが確認されているとのことであ

ったので、これらについても早急に対応していただくよう要望いたします。 

以上で、文教経済常任委員会における町内事務調査の報告を終わります。 

○議長（吉原信雄議員） これで、「諸般の報告」を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 行政報告 

○議長（吉原信雄議員） 日程第４「行政報告」を行います。これを許可します。 

○町長（東 靖弘君） 令和７年第３回議会定例会に当たり諸般の行政報告をいたしま

す。 

 保健福祉課関係でございます。 

医療確保プロジェクトの進捗状況につきまして御報告いたします。開業医並びに

サテライト診療所の設置運営に係る支援としまして、最大２億円の補助制度を創設

しておりますが、これまでに問い合わせのあった医師や法人をはじめ、県医師会な

どと通じ多方面に周知を行いました。また、より実現性を高めるために、本年６月

９日から７月１８日までの４０日間の事前応募期間を設け、開業を希望する医師、

法人を募集したところであります。 

その結果、開業医希望が１件、サテライト診療所希望が１件の合計２件の応募が

ございましたことを御報告いたします。 

現在、それぞれの応募者と面談の機会を設けさせていただき、それぞれと情報共

有を行いながら、また、町内の先生方の御意見も伺いながら事前申請に向けての調

整を行っているところです。そのため、今後のスケジュールや補助金の必要額など

については確定しておりませんので、詳細については１２月議会以降での御説明並

びに予算案の提出になると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

なお、応募者を特定する情報等については現時点では開示しないことをお約束し

ているため、控えさせていただきます。 

次に、教育委員会管理課関係でございます。 

中学校スクールバス停の移設についてでございます。現在の菱田中学校跡地から
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スタートしているバス停を、１０月１日から、菱田農村環境改善センターに移設し、

運行予定でございます。 

以上で報告を終わります。 

○議長（吉原信雄議員） これで、行政報告は終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 報告第３号 請願書に対する処理の経過及び結果の報告について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第５、報告第３号「請願書に対する処理の経過及び結果

の報告について」を議題といたします。 

町長より報告を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、令和６年３月２７日付、大議発第１２２号で議会議長から請求がありま

した、菱田中学校跡地の地域活性化のための活用に関する請願書に対する処理の経

過及び結果について御報告するものでございます。 

書面の１、結果をお願いいたします。請願の内容は、菱田中学校跡地に地域活性

化のための菱田コミュニティ協議会センター（仮称）等を設立することでございま

したが、本件については、近隣に類似の機能を備えた公共施設があることから、実

施が困難であると判断いたしました。その代替措置として、企業誘致により菱田公

民館及び大崎町民の生活に係る利便性の向上と活性化に寄与する商業施設の整備を

推進いたします。 

続きまして、２、処理の経過でございます。本件につきましては、令和６年２月

以降、菱田中学校跡地の活用について協議してまいりました。また、請願を受けた

以降は、令和６年１０月２３日、跡地活用のための意見交換を実施し、請願内容に

対して、行政がすべての機能を実現することは困難であり、施設の整備に当たって

は民間資金の活用や企業誘致の手法を優先して推進する考えを御説明いたしました。 

続いて、令和６年１１月１８日、株式会社トライアルカンパニーから、跡地に対

する問い合わせを受けたことを契機として、誘致に向けた協議を開始いたしました。

その後、約６か月の協議機関を経て、令和７年５月２６日、株式会社トライアルカ

ンパニーとの協議において、跡地の売買について承諾をしております。 

最終的に、令和７年６月１０日、大崎町議会定例会に菱田中学校跡地に係る土地

の処分についてを議案として上程し、６月２５日に大崎町議会の議決があったこと

をもって活用の方向性について決定されたところでございます。 

書面は以上でございますが、請願された菱田公民館への対応でございます。 

令和７年７月１７日に、本内容と同様の趣旨を持って文書により回答いたしまし

た。公民分館の皆様の御理解は得られたものと認識しておりますが、そのほか、本
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件を通しての私の所感を述べさせていただきます。 

コミュニティセンターの設立から民間商業施設の誘致に至った背景として、この

土地は菱田公民分館長から請願を受けている土地でありながらも、同時に大崎町全

体の土地でもあるという考え方にあります。この概念に基づき、菱田公民館と大崎

町民のニーズが重なる部分がどこにあるかを考え、多数の賛同が得られるものが、

この結論であったと認識しております。 

振り返りますと、平成２６年３月の菱田中学校の閉校から早１１年が経過いたし

ました。この期間と土地の活用状況を考えたとき、菱田公民分館長からの請願は、

地域の発展と活性化を心から希望する行動であったと理解し、深く敬意を表するも

のでございます。 

また、このことが、本町の政策について活発な議論の呼び水となり、一定の方向

性を得るきっかけとなったことに対しまして、菱田公民分館及び議会の皆様に深く

感謝いたしますとともに、心からのお礼を申し上げ、請願に対する報告といたしま

す。 

以上で終わります。 

○議長（吉原信雄議員） これで、報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第３４号 土地の処分について 

日程第７ 議案第３５号 町有財産（建物）の無償譲渡について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第６、議案第３４号「土地の処分について」、日程第

７、議案第第３５号「町有財産（建物）の無償譲渡について」、以上２件を一括議

題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

議案第３４号、土地の処分について御説明いたします。本案は、本町が所有して

おります土地の売払処分について、地方自治法第９６条第１項第８号、並びに議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき

議会の議決をお願いするものでございます。 

この土地は、令和２年１０月１日から５年間、カラル株式会社へ普通財産貸付契

約をしている旧大崎第一中学校敷地でございます。令和７年９月３０日をもちまし

て貸付契約が終了しますことから、令和７年６月議会で御可決いただきましたＳａ

ｌアセット株式会社が行う一体的事業として利用したいとのことから、売払処分を

するものでございます。 

以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 
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続きまして、議案第３５号につきまして御説明いたします。 

本案は、本町が所有しております建物について、地方自治法第９６条第１項第６

号及び第２３７条第２項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

この建物は、令和２年１０月１日から５年間、カラル株式会社へ普通財産貸付契

約をしている旧大崎第一中学校の建物でございます。令和７年９月３０日をもちま

して貸付契約が終了しますことから、令和７年６月議会で御可決いただきましたＳ

ａｌアセット株式会社が行うとして同グループ企業体であるカラル株式会社が引き

続き利用したいとのことから無償譲渡するものでございます。 

よろしく御審議賜り御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（宮本修一君） それでは、御説明いたします。 

本案は、平成２７年から、松本商会株式会社に貸付を行い、平成３０年に破産し

た後、破産後の事業及び機械の譲渡を受け、農業用ビニールの処分許可を得たカラ

ル株式会社が事業を引き継ぎ、令和２年１０月１日から令和７年９月３０日までの

５年間、普通財産貸付契約を締結している旧大崎第一中学校敷地の土地でございま

す。 

先ほど町長から提案理由でありましたとおり、令和７年９月３０日をもちまして

５年間の貸付契約を終了しますことから、令和７年６月議会で御可決いただきまし

た同グループ企業内のＳａｌアセット株式会社から提案のあった感動体験型みんな

の農業公園おおさき内のプラスチックケミカル区域のリサイクル事業の場として、

同土地を譲り受けて提案事業を安定的に行いたいとのことから、払下げ申請があっ

たものでございます。 

議案書の１つ目、土地の所在及び地目でございますが、大崎町野方５９６０番１

０、地目は学校用地でございます。 

次に、処分面積でございますが、７,８４５平方メートルでございます。 

次に、土地代金でございますが、１,４３５万６,３５０円でございます。なお、

土地の代金は６月議会で御可決いただきました大崎第一中学校跡地の土地と同額の

単価で、大崎町町有地払下げ価格の運用基準を基に評価額から算定した額が１平方

メートル当たり１,８３０円となりまして、面積を掛けた額となっております。 

次に、処分の相手方でございますが、鹿児島県曽於郡大崎町野方５９５６番地１

６、Ｓａｌアセット株式会社、代表取締役、澤村恵子でございます。 

次に、２枚目をお願いいたします。参考資料１として位置図を添付してございま

す。前回御可決いただきました大崎第一中学校跡地の残置部分となっております。

斜線の部分が該当部分でございます。 
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次に、３枚目をお願いいたします。参考資料２として、計画図面でございます。

これまで貸し付けされていた場所で、対象地は右側の旧体育館、旧武道館部分とな

り、プラスチックケミカル区域になります。 

次に、４枚目をお願いいたします。参考資料３として、ゾーニング計画でござい

ます。表の部分を御覧いただきたいと思います。これは、大崎第一中学校跡地活用

プロジェクトの提案書にありました２つのエリアのうち、今回の処分対象地でござ

いますプラスチックケミカル区域での主たる事業内容をお示ししてあります。武道

館、プールにおきましては、引き続き、カラル株式会社が既存施設での農業用ポリ

フィルムのリサイクル事業を、体育館におきましては環境エネルギー株式会社が行

う油化事業を展開する予定となっております。今般、当該土地につきましては、カ

ラル株式会社がリサイクル事業を行っているところでございますが、本プロジェク

トの主体となるＳａｌアセット株式会社が、みんなの農業公園おおさきとして全体

の敷地管理を行っていきたいとの申出があったことから、土地につきましてはＳａ

ｌアセット株式会社へ払い下げとなっております。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

引き続き、議案第３５号について御説明いたします。 

本案は、議案第３４号、土地の処分についてと同じく、普通財産貸付契約を締結

している旧大崎第一中学校敷地の建物につきまして、令和７年９月３０日をもちま

して５年間の貸付契約が終了することから、令和７年６月議会で御可決いただきま

した同グループ企業内のＳａｌアセット株式会社が行う感動体験型みんなの農業公

園おおさき内のプラスチックケミカル区域の農業用ポリフィルムのリサイクル事業

の場として、これまで貸付を受け事業を展開してきたカラル株式会社が、同建物を

譲り受けて事業を安定的に行いたいとのことから無償譲渡するものでございます。 

また、無償による譲渡する理由でございますが、議案に記載の建物は国庫補助の

対象施設で、補助事業完了後１０年以上が経過した建物でございます。建物の取り

扱いについて、無償による譲渡の場合は国庫への納付金が不要であることから、財

政的な負担を伴わない無償譲渡とさせていただいた次第でございます。 

それでは、議案書の説明をさせていただきます。 

まず、議案書の１つ目、建物の所在でございますが、大崎町野方５９６０番地１

０でございます。 

次に、建物の名称でございますが、旧大崎第一中学校の屋内運動場、武道館、更

衣室、シャワー室、プールで、敷地内にある付属物や建物等でございます。 

次に、面積でございますが、建物の面積は１,２２８.４平方メートルでございま

す。 
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次に、譲渡の相手方でございますが、これまで貸付を受けておりました鹿児島県

曽於郡大崎町野方５９５６番地１６、カラル株式会社、代表取締役、平田信昭でご

ざいます。 

譲渡物件の用途でございますが、農業用ポリフィルムのリサイクル事業と油化事

業でございます。 

２枚目をお願いいたします。参考資料１として位置図を添付してございます。こ

こから以降のページにつきましては、さきの議案第３４号で御説明いたしました同

様の内容であり、参考資料も同様のものを添付してございますので御覧いただきた

いと思います。 

なお、建物につきましては、前会社が倒産した後、事業及び機械の譲渡を受け、

農業用ビニールの処分許可を経たカラル株式会社が事業を引き継ぎ、その後、５年

間、同事業を行ってきておりますことから、建物につきましては、事業提案のあり

ましたＳａｌアセット株式会社と同グループ内のカラル株式会社へ無償譲渡を行う

ものでございます。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。 

まず、議案第３４号「土地の処分について」、何か質疑はありませんか。 

○１１番（鷲東慎一議員） 本案件に関しましては、審査特別委員会の折に要請を最後

のほうにですね議会のほうからしておりますが、内容等についてもう一回言います

けれども、本件に対してはですね、後の物件の審議にも関わるんですが、契約後の

不確定要素が多く、要は売買が確定しないと計画ができませんとかそういう内容が

確かあったので、その部分を含めて不確定要素が多く、引き続き事業干渉の徹底、

進捗状況の義務化や情報開示の拡充、立地協定や補助金関連等の議会事前報告、契

約履行の担保、違約金条項などを徹底していくよう要請したんですが、これにつき

ましては執行部としてはどのような対応をされたのかお聞きいたします。 

○企画政策課長（渡邊正一君） お答えします。 

大きな意味での進捗状況というような意味でも捉えております。議決の内容、そ

れから御質問のあった特別委員会での質疑事項、要望事項、こういったものにつき

ましては、先方にしっかりとお伝えさせていただきました。ですので、今回の上程

した議案とも関連いたしますけれども、引き続き、御意見、御要望、それから事業

の進捗状況、こういったものについても随時、担当課のほうで打ち合わせや、その

結果、またしかるべきときに議会との場を持ちまして御報告させていただきたいと

いうふうに考えております。 

以上でございます。 
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○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３５号「町有財産（建物）無償譲渡について」何か質疑はありませ

んか。 

○１０番（中山美幸議員） カラル株式会社に建物だけですね、これは。屋内運動場、

武道場、更衣室、シャワー室、プール、この議案書に書いてございますが、確認で

す。 

まず、建物だけを無償譲渡ということでよろしいですね。 

○総務課長（宮本修一君） 今、議員がおっしゃるとおり、カラル株式会社への譲渡に

つきましては建物のみとなっております。 

以上です。 

○１０番（中山美幸議員） 確認しました。建物だけがカラル株式会社、土地について

は、５９６０番１０についてはＳａｌアセット株式会社ですね。こうした場合にグ

ループ企業とはいえ、別企業なんですね。企業体系が異なった場合、おかしくなっ

た場合とかいろいろあると思いますが、建物だけをカラル株式会社。今までの業績

を加味した場合、これは疑義が生じるんじゃないんですか。同僚議員が先ほど質問

しましたのも関係がございますが、非常にこれはおかしいんじゃないのかな。もし

くは、地上権の設定をした場合、アセットとカラルとの間に、同グループではあり

ますけれども、問題が発生する可能性が多分にある。５９６０番１０の土地につい

てはアセットに売買しますが、建物、地上権についてはカラル株式会社です。こう

いったところの疑義の払拭といいましょうか、それはどのように行政としては考え

ているんですか。 

○総務課長（宮本修一君） お答えさせていただきます。 

今、土地の部分につきましてはＳａｌアセット株式会社への売り払いというとこ

ろでございますけれども、この理由につきましては、先ほど御説明しましたけれど

も、事業提案のあった大崎第一中学校の跡地の土地の利用につきましては、敷地全

体すべてをＳａｌアセット株式会社が今後運用していきいたいというところで払下

げ申請がＳａｌアセット株式会社から提出されたことによりまして、このような措

置をとったところでございます。 

我々といたしましても、同じグループ企業内ということもありまして、問題はな

いというところで認識しているところでございます。 

○１０番（中山美幸議員） 問題はないということを認識しているということですが、

私が聞いたのは、もし問題が発生した場合はどうするのかということですよ。地上
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権設置等がなされた場合は、これはどうしようもないですよね。 

例えば、グループ企業なんですけども、アセットとカラルの問題なんですけども、

アセット側はこの土地を十分に活用したいと、しかし、建物の地上権設置、建物の

権利はカラルにあると。こういうことを考えたときにおかしいと思われませんか。 

○議長（吉原信雄議員） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５６分 

再開 午前１０時５７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 再開いたします。 

○企画政策課長（渡邊正一君） 先ほどの御質問に対して、総務課長のほうから答弁が

ございました。同様に問題ないだろうという認識でおります。 

ただ、今御質問がありましたとおり、もし何らかの問題があった場合の対応でご

ざいます。企業としては別々の企業でございますが、グループ内が一緒ということ

でもございまして、先方の責任者と申しますか、グループの最高責任者、ＣＥＯさ

んが同一の方でございますので、もし問題点等があった場合は、その方、最高経営

責任者等を通じて直接に協議させていただきたいと考えております。 

以上でございます。 

○１０番（中山美幸議員） 総務課長と企画課長は同じような答弁なんですが、これは

非常に不自然なんですね。なぜ、同一の企業、例えばＳａｌアセット株式会社に無

償譲渡しないのか、するとすればですよ。そのほうが同一企業であり、アセットの

事業内容、感動体験型みんなの農業公園おおさきの中に入っているわけですから、

そういったことを行政としては考えて、問題の発生するような事案について予防策

を講じていく必要がありかなと思うんですけども。 

そうすることによって、この土地が、建物が有効に使われて、野方地区の活性化

もしくは大崎町の活性化、産業の振興に寄与できるんじゃないのかなというふうに

考えているんですが。そういう１つ１つの疑義を解決するための対策、そういった

ものは思考されなかったんですか。 

○総務課長（宮本修一君） 御指摘のところはごもっともだと思っております。 

今後、土地の部分、建物の部分につきましては、売買契約等を結ばさせていただ

く予定にしておりますけれども、その中で、前回御審議いただいたときにいろいろ

御質問、御指摘をいただいた内容、１０年間の用途の制限、転売の禁止等があった

場合は契約解除ができる条項等も盛り込む形、あるいは買戻し特約なども盛り込む

形で契約を結ばさせていただく予定にしておりますので、今後、その成り行きにつ
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きましては慎重に状態を見極めたいと思っております。 

以上です。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

○１番（藤田香澄議員） 前回の感動型体験のエリアのほうに関しては公募を行って、

その公募の募集要項に基づいてこういった事業をしてもらうということで、その中

に地域の活性化に資することというところも条件としてあったと思うんですけれど

も、今回の土地の処分と建物の無償譲渡については、こういった目的に使ってほし

いといったところの制限はどのように設ける予定でしょうか。 

○総務課長（宮本修一君） 先ほどから答弁させていただいているんですけれども、以

前、Ｓａｌアセット株式会社のほうから事業提案を受けまして審査を行ったところ

でございますけれども、その事業提案の内容というのが大崎第一中学校跡地敷地全

部を活用した提案内容となっておりました。 

その中で、現在、カラル株式会社に貸付を行っている土地も含めた事業提案とい

うところであったところから、今回、９月末をもって契約期間が終了しますので、

同じ提案内容の中でカラル株式会社あるいはＳａｌアセット株式会社のほうへ、そ

れぞれ譲渡等をする契約を結ばさせていただく予定にしているところでございます 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第３４号及び議案第３５号は、会議規則第３

９条第１項の規定により、総務厚生常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第３６号 大崎町議会議員及び大崎町長の選挙における選挙運動の公

営に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第８、議案第３６号「大崎町議会議員及び大崎町長の選

挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を

議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポ

スターの作成等の公営に要する経費の上限額を改正するため、大崎町議会議員及び

大崎町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正するものでござ

います。 



 

－ 19 － 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（宮本修一君） 御説明いたします。 

本案は、最近における物価の変動や選挙の施行状況等を考慮し、公職選挙法施行

令の一部が改正されたことに伴い、本町においても選挙運動用ビラ及び選挙運動用

ポスターの作成等の公営に要する経費の上限額を国の基準に合わせるため、大崎町

議会議員及び大崎町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正す

るものでございます。 

具体的な改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明させていただきますの

で、議案書に添付してございます新旧対照表の１ページをお願いいたします。 

右側が現行、左側が改正案で、アンダーラインで引いてある箇所が改正部分でご

ざいます。 

まず、第８条につきましては、選挙運動用ビラの作成について規定してございま

すが、選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価を現行の「７円７３銭」を「８円３

８銭」に、第１１条につきましては選挙運動用ポスターの作成について規定してご

ざいますが、選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単価の算定基準額を、現行の

「５４１円３１銭」を「５８６円８８銭」に、それぞれ改めるものでございます。 

なお、改正後の条例は、交付の日から施行することとしております。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○１番（藤田香澄議員） 今回の条例で金額が変わるということなんですけど、確認な

んですけど、今回の補正予算で上がっている町長選挙の金額の増加もこれに付随す

るものでしょうか。 

○総務課長（宮本修一君） おっしゃるとおりで、今回の改正によりまして増額する部

分がそのまま今回の補正予算で計上されているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第３６号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第３６号「大崎町議会議員及び大崎町長の選挙における選挙

運動の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可

決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３６号「大崎町議会議員及び大崎町長の選挙における選挙運動の

公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第３７号 大崎町特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第９、議案第３７号「大崎町特別会計条例の一部を改正

する条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、オオサキポイント事業特別会計を設置するに当たり、大崎町特別会計条

例の一部を改正する条例を制定するものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（宮本修一君） 御説明させていただきます。 

本案は、オオサキポイント事業特別会計を設置するに当たり、大崎町特別会計条

例の一部を改正するものでございます。 

具体的な改正内容につきましては、新旧対照表で御説明させていただきますので、

議案書に添付してございます新旧対照表をお願いいたします。 

右側が現行、左側が改正案で、アンダーラインを引いてある箇所が改正部分でご

ざいます。 

まず、改正案の（１）オオサキポイント事業特別会計、オオサキポイント事業に

つきましては、地域経済の活性化及び地域住民の交流促進を目的として地域通貨を
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導入するに当たり、関連する収支を明確に管理するために設置するものでございま

す。 

また、現行の国民健康保険事業特別会計、国民健康保険事業につきましては、国

民健康保険法第１０条の規定により設置が義務づけられている特別会計であり、地

方自治法以外の他の法律において特別会計の設置が義務づけられている場合には、

改めて特別会計の設置を制定する必要がないとする行政実例に基づき、今回条例の

整理を行うものでございます。 

なお、改正後の条例は、交付の日から施行することとしております。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○１０番（中山美幸議員） 本条例は昭和４３年４月１日に変更されて改定されたこと

になるようですが、特別会計の目的、自治法の２０９条は地方公共団体が事業を行

う場合、特定の歳入を持って特定の歳入に充てるということが記載してございます

が、特定の事業ということになりますが、国民保険事業特別会計、国民健康保険事

業、これは両括弧で記載してございますよね。この事業について、これは特別会計

を設置したものと私は認識しているんですが、これがすべてオオサキポイント事業

特別会計に名前が変わった場合、現在までに行われている国民健康保険事業特別会

計で行われている事業の内容、国民健康保険事業について、令和７年８月８日、例

月出納検査帳簿を見てみると、２１億１,７３０万４,９３８円あるようですね。こ

れはすべてがこの特別会計に移るのか、オオサキポイント事業特別会計のほうに移

行されるのかどうか。ましてや、国民健康保険事業特別会計で今まで行われた事業

について、今後どのような形で行うのか、その点についてお示しをください。 

○総務課長（宮本修一君） お答えさせていただきます。 

国民健康保険事業の特別会計につきましては、上位法でございます国民健康保険

法第１０条の規定の中に特別会計という項目がございます。読み上げさせていただ

きます。 

都道府県及び市町村は国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定め

るところによりそれぞれ特別会計を設けなければならないという規定でございます。

したがいまして、上位法の国民健康保険法の中で特別会計を設置する義務が法律の

中でも定められている関係上、改めて地方自治法の規定の中で設置する必要はない

というような解釈が行政実例でも出ておりますので、この実例に基づきまして、今

回条例を整理させていただくものでございます。 

あくまでも、国民健康保険からオオサキポイント事業へ変わるものではなくて国

民健康保険事業を上位法の規定に倣った形で、今回、地方自治法の設置条例からは
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外すというような意味合いで御理解いただければと思います 

以上でございます。 

○１０番（中山美幸議員） 私は若干そこら辺が理解できないんですけども。条例の名

称を変える、じゃあ今までやっていた特別会計における国民健康保険事業特別会計

を財源として行われた事業はどういったものがあったのか。そして、今後は、今ま

で行われていた事業はどのような形になるのか。その点について詳しくお示しをく

ださい。 

○総務課長（宮本修一君） 国民健康保険事業の中で今まで行ってきた取り扱いにつき

ましては、法律の中で設置条例、特別会計を設置する規定がございますので、そこ

らへんは今までと何ら変わらないと認識しております。 

以上です。 

○１０番（中山美幸議員） 私の質問は、その特別会計からの歳出による事業の内容に

ついて問うているわけですね。それが、今後、名前は変わったけども全然変わらな

いと。どういった事業が今までなされているのか。特別会計から出ている事業につ

いてお示しをくださいと質問したはずです。 

○議長（吉原信雄議員） 暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１４分 

再開 午前１１時１４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 再開いたします。 

○副町長（千歳史郎君） ただいまの特別会計、国民健康保険の部分については大崎町

の特別会計の条例に入っているということで、これは３９年につくって４３年に改

正をしている状況なんですけども、国民健康保険事業がそのまま、今度のオオサキ

ポイント事業に変わるということじゃなくて、国民健康保険の事業については国民

健康保険の上位法律で、これは特別会計にしなければならないとなっているという

ことで、当時、３９年にこれをつくった状態なんですけど、今後のオオサキポイン

ト事業が出てきた中でこの条例を見直しをしようとしたとき、これが本当ならば条

例に上げなくてもよかったということがわかったということです。もともと国保や

介護、後期高齢者は法律で特別会計になっているということなんですので、この条

例がたまたまあったものだから、国民健康保険のところをオオサキポイント事業に

変わるとしたんですけれども、オオサキポイント事業は新たな目的の事業というこ

とで、それを特別会計にするということです。国保の特別会計が新しいポイントに

変わるということではないというのを御理解いただければと思うんですけれども。 
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以上です。 

○１０番（中山美幸議員） これを抹消して国民健康保険事業特別会計、それから国民

健康保険事業を抹消して、このポイント事業に変えるわけでしょう。そうした場合

には、法律があるから、法律があるからということを今、副町長も説明されたんで

すが、じゃあポイント事業を加えるのであれば、健康保険事業の特別会計のそのま

までも実施できたんじゃないのかなというふうに理解できるんですよね。ポイント

事業は健康保険事業の中の１つの事業としてやるんであれば、名前を変える必要も

ないんじゃないですか、両括弧のところを全部変える必要もないじゃないですか。

いずれなんですか。私は若干、この特別会計は設置しなければいけないというのは

わかるんですよ、わかってお伺いしているんですよ。 

○副町長（千歳史郎君） 当面は一緒になると思いますけども、国民健康保険事業自体

は上位法で特別会計になるということでなっていますよね。だから、大崎町の条例

をつくった時点が間違っていたということで、今、これはお詫びをしないといけな

いことなんですけども、当時のことですけども。 

今度、オオサキポイント事業が出てきた中で調べた場合、この特別会計、国民健

康保険事業はわざわざ町の条例にうたわなくてもいいというのがわかったものです

から、今回、ポイント事業は特別会計を新しくつくる事業の目的ですので、そうい

うことでおわかりと思います。 

以上です。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

○１番（藤田香澄議員） 休憩をお願いします。 

○議長（吉原信雄議員） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１９分 

再開 午前１１時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 再開いたします。 

ほかに質疑はありませんか。 

○６番（稲留光晴議員） 今の議案ですが、オオサキポイント特別会計、オオサキポイ

ント事業のは一般会計の商工振興費の中で拠出をされている。だから、これは中身

なんですが、どういう中身かというのは一般会計で聞いたほうがいいですか。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 
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よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第３７号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第３７号「大崎町特別会計条例の一部を改正する条例の制定

について」は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３７号「大崎町特別会計条例の一部を改正する条例の制定につい

て」は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１０ 議案第３８号 令和７年度大崎町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１０、議案第３８号「令和７年度大崎町一般会計補正

予算（第３号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８億９,７２２万１,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を１５４億４,１８７万４,０００円にするものでご

ざいます。歳出の主なものは、防災行政無線親機の設備更新に係る経費、オオサキ

ポイント事業実施に係る経費、ふるさと納税事業に係る経費、６月の梅雨前線の大

雨による災害復旧費などでございます。歳入は、国・県支出金、ふるさと納税寄附

金、財産収入及び地方債の増が主なものでございます。 

 よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（宮本修一君） それでは、御説明いたします。 

はじめに、歳出から御説明いたしますので、補正予算書の１３ページをお願いい
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たします。 

なお、人件費につきましては、人事異動等に伴う増減でございますので説明を省

略させていただきます。 

款２総務費、項１総務管理費、目６財産管理費、節１０需用費２３２万６,００

０円は、庁舎内や賃貸住宅に係る修繕料の補正でございます。目１０企画費、節１

８負担金，補助及び交付金３,０８７万６,０００円は、空き家等リフォーム促進補

助金の申し込みの増加に伴う９５４万円の増と、民間賃貸住宅等建設補助金の実績

見込みに伴う２,１３３万６,０００円の増でございます。目１４諸費、節２２償還

金，利子及び割引料３２３万９,０００円は、令和６年度に実施した低所得者層や

定額減税に係る給付金の実績に伴う物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の返

還金でございます。 

１４ページをお願いいたします。項３戸籍住民基本台帳費、目１戸籍住民基本台

帳費、節１２委託料８５万７,０００円は、中長期在留者事務用の端末導入に係る

設定委託料でございます。 

１６ページをお願いいたします。款３民生費、項１社会福祉費、目７障害者福祉

費、節１９扶助費１,３１０万３,０００円は、利用者増加に伴う障害児入所施設給

付費１,３００万円の増が主なものでございます。 

１７ページをお願いいたします。款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総

務費、節７報償費２５０万円の減は、事業組替えに伴う健康促進ポイントの減でご

ざいます。目２予防費、節１２委託料７８０万円の減は、見込み数の見直しに伴う

新型コロナウイルスワクチン予防接種委託料の補正でございます。目５保健指導費、

節１８負担金，補助及び交付金１８９万２,０００円は、子ども医療費助成のオン

ライン資格確認のためのシステム改修事業負担金でございます。 

１９ページをお願いいたします。款５農林水産業費、項１農業費、目６園芸振興

費、節１８負担金，補助及び交付金１,１８７万７,０００円は、活動火山周辺地域

防災営農対策事業補助金の補正でございます。目７畜産業費、節１４工事請負費２,

４００万円は、家畜伝染病発生に備えた車両消毒を行うための畜産関係車両消毒場

整備工事でございます。目９土地改良事業費、節１２委託料６６０万円は、宮園地

区の雨水排水対策のための測量設計委託料でございます。節１３使用料及び賃借料

１,１５０万円は、農道のり面の草木伐採作業等に係る機械借上料でございます。

目１０農業研修施設管理費、節１０需用費１８０万円は、各農業研修施設の修繕料

でございます。目１２営農推進費、節１８負担金，補助及び交付金２２２万３,０

００円は、スマート農業・農業支援サービス事業補助金でございます。 

２０ページをお願いいたします。款６商工費、項１商工費、目２商工業振興費、
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節７報償費から節１２委託料と節２４積立金につきましては、ふるさと納税の寄附

額実績見込みに伴うものと、ふるさと納税感謝祭の中止に伴う補正でございます。

節１８負担金，補助及び交付金６,３１１万円の減は、実績見込みに伴う空き店舗

対策事業補助金３００万円の増、オオサキポイント事業の実施に伴う地域応援商品

券発行事業補助金１億３,２５３万円の減、地場産品創出等支援事業補助金６,６０

２万円が主なものでございます。節２７繰出金１億３,９６４万８,０００円は、オ

オサキポイント事業特別会計への事務費繰出金２,１６４万８,０００円と、事業費

繰出金１億１,８００万円でございます。目３観光費、節１２委託料４４０万円は、

次のページにかけてになりますが、スポーツ観光事業に係る企業版ふるさと納税推

進業務委託料３００万円と、スポーツ観光ビジョンマップ作成業務委託料１４０万

円でございます。節１８負担金，補助及び交付金１,０００万円は、大崎町観光Ｐ

Ｒの店舗改修に係る新たな観光地づくり補助金でございます。 

款７土木費、項２道路橋りょう費、目１道路維持費、節１３使用料及び賃借料９

００万円は、町道の高木伐採等に係る機械借上料でございます。節１４工事請負費

４,４００万円は、町道の舗装、側溝改修及びメンテナンスに係る道路維持工事で

ございます。目２道路改良費、節１４工事請負費１,２００万円は、在郷線の道路

改良について、事業を追加で実施するための補正でございます。 

２２ページをお願いいたします。項３河川費、目１河川維持費、節１３使用料及

び賃借料１,１００万円は、町内の準用河川の維持管理に係る機械借上料でござい

ます。項４都市計画費、目２公園費、節１３使用料及び賃借料５００万円は、ふれ

あいの里公園、中央公園の外構整備に係る機械借上料でございます。 

款８消防費、項１消防費、目２非常備消防費、節１８負担金，補助及び交付金１

１０万円は、現在行われている町道南中組中村線の道路改良工事に伴う消火栓移設

負担金でございます。目３防災対策費、節１２委託料７,５８８万８,０００円は、

役場庁舎に設置している防災行政無線設備（親局）更新業務委託料でございます。 

２３ページをお願いいたします。節１４工事請負費４２６万４,０００円は、当

初予算にて要求しておりました防災倉庫整備について、工事請負費に組替えを行う

ものでございます。節１７備品購入費４７６万７,０００円は、現在整備されてい

る電柱用標高標識について、経年劣化により色あせなどが生じているため更新を行

うものでございます。 

款９教育費、項１教育総務費、目２事務局費、節１８負担金，補助及び交付金１

３５万円は、台湾のタートン中学校との交流に伴う大崎町立学校教育交流事業実行

委員会補助金でございます。 

２４ページをお願いいたします。項２小学校費、目１学校管理費、節１０需用費
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１５０万円は、小学校の複式学級対応に向けた修繕料でございます。節１２委託料

１,７７２万５,０００円は、小学校無線ネットワークの環境更新に係る業務委託料

でございます。節１３使用料及び賃借料３１０万円は、小学校の外周等整備のため

の機械借上料でございます。項３中学校費、目１学校管理費、節１０需用費３１９

万円は、施設の営繕等に係る修繕料でございます。節１２委託料６４７万円は、小

学校費でも御説明しました学校無線ネットワークの環境更新に係る業務委託料でご

ざいます。 

２５ページをお願いいたします。項４社会教育費、目２公民館費、節１０需用費

３５８万２,０００円は、施設の修繕等に係る修繕料３４６万２,０００円が主なも

のでございます。 

２６ページをお願いいたします。款１０災害復旧費、項１農林水産施設災害復旧

費、目１農林水産施設災害復旧費、節１３使用料及び賃借料１,０３０万円は、農

道災害や水路災害の復旧作業等に係る機械借上料でございます。節１４工事請負費

３,６００万円は、６月の梅雨前線の大雨に伴う大雨による災害復旧工事でござい

ます。 

歳出の最後に予備費を載せてございますが、これは財源の調整によるものでござ

います。 

以上で歳出の説明を終わりまして、次に歳入について説明いたしますので、９ペ

ージをお願いいたします。款１５国庫支出金、及び、次の１０ページをお願いいた

しまして、款１６県支出金につきましては、総じて説明欄に記載してございます各

事業等の実績見込み等に伴いまして補正をお願いするものでございます。 

１０ページをお願いいたします。項２県補助金、目４農林水産業費補助金１,４

１０万円は、活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金１,１８７万７,０００円と

スマート農業・農業支援サービス事業補助金２２２万３,０００円でございます。

目６災害復旧費補助金１,９８０万円は、本年度発生しました災害復旧に係る農

地・農業施設災害復旧費補助金でございます。 

款１７財産収入、項２財産売払収入、目２不動産振り払い収入１,４３５万６,０

００円は、旧大崎第一中学校の敷地払い下げに伴う土地売払収入でございます。 

款１８寄附金、項１寄附金、目１一般寄附金１５億２,４９９万９,０００円は、

それぞれ、ふるさと納税、企業版ふるさと納税寄附金のうち、スポーツ観光支援に

係る部分について、実績見込みにより補正を行うものでございます。 

１１ページをお願いいたします。款１９繰入金、項１基金繰入金、目４ふるさと

応援基金繰入金７,８０５万円は、歳出で計上しました空き店舗対策事業補助金な

どの財源とするものでございます。 
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款２０繰越金、項１繰越金、目１繰越金１億３,５００万円は、財源の調整によ

るものでございます。 

款２１諸収入、項５雑入、目１雑入８３０万円の減は、６５歳以上の新型コロナ

ウイルスワクチン接種に係るワクチン生産体制等緊急整備基金助成金を補正するも

のでございます。 

款２２町債、項１町債、目３土木債１,１４０万円は、歳出の款７土木費で申し

上げました在郷線の道路改良工事の財源として予定しております。目４消防債７,

２００万円は、歳出の款８消防費で申し上げました防災行政無線親局の更新作業の

財源として予定しております。目６災害復旧債１,３８０万円は、歳出の款１０災

害普及費で申し上げました事業費に係る財源として予定をしております。 

次に、５ページをお願いいたします。第２表債務負担行為補正でございます。表

内に記載しております２つの業務委託について、現在の債務負担行為期間が今年度

をもって終了することから、新たに令和８年度から債務負担行為限度額としてお願

いするものでございます。 

まず、大崎町益丸プール管理運営業務委託料でございますが、令和８年度から令

和１２年度までの５年間で９５０万円。各年それぞれ１９０万円となっております。 

次に、大崎町くにの松原キャンプ場管理運営業務委託料でございますが、令和８

年度から令和１２年度までの５年間で１,５２５万円、各年それぞれ３０５万円と

なっております。 

次に、６ページをお願いいたします。第３表地方債補正でございます。 

（１）追加でございますが、災害復旧事業でございます。これは、歳出の款１０

災害復旧費で申し上げました事業費に係る地方債で、限度額を１,３８０万円とす

るものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては御覧いただき

たいと思います。 

次に、（２）変更でございます。 

まず、過疎対策事業ハード分でございますが、これは歳出の款７土木費で申し上

げました在郷線の道路改良工事について、本年度中に完了させるため、限度額を８

億９,４９０万円へ増額するものでございます。 

次に、緊急防災・減災事業債でございますが、これは歳出の款８消防費で申し上

げました防災行政無線親局の更新作業に伴うもので、限度額を２億７,５１０万円

へ増額するものでございます。 

以上で説明を終わりますが、２７ページ以降に給与費明細書を添付してございま

すので御参照いただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 
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○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○５番（児玉孝德議員） まず、２０ページの商工費、節２７のオオサキポイント事業

費繰出金、これの詳しい説明と、それから次のページの節１８、新たな観光地づく

り補助金、これはどこにどのような形で補助するのかというのと、あと２３ページ

の消防費、節１４工事請負費、防災倉庫設置工事、これはどちらにつくられて、ど

のような内容なのかも教えていただきたいと思います。 

そして、１４ページの小学校費、節１０の修繕料ですね、複式学級になるという

ことですけど、これはどちらの小学校なのか、人数を教えていただきたいと思いま

す。 

以上です。 

○商工観光課長（上野明仁君） まず、２０ページの節２７繰出金１億３,９６４万８,

０００円の内訳ですけれども、まず、オオサキポイント事業事務費につきましては、

ポイント事業に係る消耗品費や関連する経費の２,１００万円ほど計上しておりま

す。 

それと、オオサキポイント事業費繰出金１億１,８００万円ですけども、これは

令和７年度当初、地域応援商品券を人口１万２,３００人で計上しておりまして、

１人当たり１万円で計上しておりましたが、オオサキポイント事業費の１億１,８

００万円につきましては、本年度の１０月１日現在で恐らく１万１,８００人程度

であろうということで１万１,８００人掛ける１万円ということで１億１,８００万

円ということで計上しております。 

続いて、新たな観光地づくり１,０００万円でございますが、これにつきまして

は、現在、大崎町ＰＲ大使が１人いらっしゃるんですけども、その方に地域資源を

活用していただいて新たな観光地づくりを展開するということで、地域への誘客を

促進しまして観光振興につなげるものでありまして、事業内容につきましては、池

辺事務所の隣に、前、お店があったんですけども、そこをＰＲ大使の方にギャラリ

ーとかアトリエに店舗を改造していただいて誘客につなげるものでございます。こ

ちらの財源につきましては、ふるさと納税制度の仕組みを活用したクラウドファン

ディングによる資金調達で実施するものでございまして、事業費に達しなかった場

合には自己負担ということで、町の持ち出しはないということで今のところ条件を

付けて実施することとしております。 

○総務課長（宮本修一君） お答えさせていただきます。 

防災対策費の中の防災倉庫設置工事の件についての御質問だったかと思いますけ

れども、コンテナを準備をする予定にしております。場所につきましては、役場敷

地内。今、分別をしている場所があるんですけど、車庫と車庫の間に、あの一画を
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予定しているところでございます。 

内容につきましては、コンテナの入口のシャッターを設置したり、断熱工事、あ

とはスロープ、あとは三段ラック等も準備をする予定でございます。そのほか電気

工事なども予定をしております。 

以上でございます。 

○教委管理課長（相星永悟君） お答えいたします。 

２４ページの項２小学校費、節１学校管理費の中の節１０需用費の修繕費１５０

万円でございますけども、大丸小学校におきまして、来年度から複式学級になる児

童・生徒の数でございます。現状では、新たに黒板を持ってくるものではございま

せんで、菱田小学校が今、校舎の改修をやっておりますけども、程度のいい黒板が

ございますので、そちらのほうを３台活用いたします。と申しますのが、今の児童

数におきましては、９年度以降も大丸小におきましては複式学級になる可能性があ

るラインでの児童・生徒数ですので、そこを含めまして３クラス分設置をするもの

でございます。 

人数につきましては、令和８年度予定されておりますのが大丸小の３年生と４年

生で複式になろうかと思います。３年生が６名、４年生が９名でございます。 

以上でございます。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

○１１番（鷲東慎一議員） ３点ほど質問させていただきますので、１６ページの目７

の障害者福祉費、節１９扶助費ですね。この部分の障害児入所施設給付費１,３０

０万円ありますが、この人数とこの施設の場所、内容等を含めた詳細な説明を教え

ていただきたい。 

続きまして、１９ページ、目１２営農推進費、節１８負担金のスマート農業の事

業内容と件数を御説明いただきたいのと、次のページの２０ページ、目３観光費、

節１２委託料、企業版ふるさと納税推進業務委託の委託金を排出している企業はど

こなのかを教えていただきたいと思います。 

○保健福祉課長（岩元貴幸君） １６ページの障害者福祉費の扶助費でございます。障

害児入所施設給付費についてでございますが、対象となる児童等に関しましてのサ

ービスとしましては、障害児の相談支援、それから未就学児の児童発達支援、それ

から就学児童の放課後等デイサービス等がございますけども、それぞれ、昨今、対

象者が増えておりまして、特に放課後等デイサービスにおきましては、６年度末時

点では５６名の対象だったものが６４名というふうに対象者が多くなっております。

児童発達支援につきましては４９名から４９名ということで現状は変わっておりま

せん。 
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そのような形で利用者数が増えたということでサービスを使う機会が増えたとい

うこともありまして、特に夏休み中は利用も多いこともありまして、そのような状

況を受けまして、今後の見込み、これまでの月々の状況を鑑みて試算しましたとこ

ろ、当初の金額では不足するということから、今回補正させていただくということ

になります。 

施設等については、それぞれいろんな施設を利用していただいておりますので、

ここでどの施設に何名がということは、申し訳ございませんが、資料が手元にござ

いませんのでよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○農林振興課長（鎌田洋一君） １９ページの負担金，補助及び交付金のスマート農業

支援サービス支援事業補助金の２２３万８,０００円でございますが、事業内容に

つきましてはスマート農業技術の導入、それから生産、流通の販売方式の転換を支

える農業新サービス事業体の育成や活動の促進となっております。 

事業体につきましては、町内１事業体の申し込みでございます。 

以上でございます。 

○商工観光課長（上野明仁君） 観光費の委託料、企業版ふるさと納税推進業務委託料

についてでございますが、こちらにつきましては、これまで陸上競技の聖地づくり

プロジェクトや一般社団法人スポーツ観光おおさきの設立など、個人版のふるさと

納税で活動しておりましたけども、今後は企業と連携しまして新たな財源の確保と

共同事業を推進することでさらなるスポーツを通じたまちづくりを発展させていき

たいということで、今回委託料を計上しております。 

委託料につきましては成功報酬型を考えておりまして、寄附額の２０％を予定し

ておるところでございます。 

以上です。 

○１１番（鷲東慎一議員） 今のはどこの企業に支払っているのかを聞きたかったんで

すけど、そこを教えてもらいたいのと、もう１つ、福祉課長が今、言いましたけど、

人数がデイサービスが増えたと、１３名増えたんですよね、５６名から６９名とい

うことだったんですが、１３名増えたこの部分だけで１,３００万円増えたのかと

いうような答弁に聞こえたんですが、１人当たり１３０万円かかるという、そうい

う意味合いですか。それとも全体的な部分がまだ膨らんでいくからということなの

かというのと、あと、施設があちこちに行っているので把握が言えないということ

だったんですが、本町の施設が足りているのかどうか、そのへんの状況も含めて本

町としてはどのように考えていらっしゃるのかを含めた答弁をお願いします。 

○保健福祉課長（岩元貴幸君） それでは、先に障害者福祉のほうから御説明いたしま
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す。 

人数のほうを先ほど申し上げましたけれども、やはり１人当たりの利用の増とい

うのもございまして、月々の請求状況を見たところ、年間で考えましたら今回の補

正額が必要であるということですので、１人当たりそれだけ増えたというわけでは

なくてトータルで考えさせていただきたいと思います。 

事業所につきましては、本町は今のところ１箇所でございまして、我々としまし

ても新しい事業所の誘致を考えてはいるところなんですが、相談はいただいている

ところなんですが、なかなか場所の確保とかということで進んではないところで、

そういう意味では近隣の自治体の事業所を使っていただいておりまして、志布志市

なども昨年あたりから新しい事業所もできたりしておりまして、そちらのほうを利

用していただいたりというような状況でありまして、本町としましても、町外まで

行くということで不便は感じていらっしゃるかもしれませんけれども、誘致につい

ては今後も情報を提供させていただきたいと思っております。 

以上です。 

○商工観光課長（上野明仁君） 委託先について、まだ現段階では決まっていないとこ

ろですけれども、幾つか候補がありますので、公募を掛けて業者を選定したいと考

えております。 

以上です。 

○１１番（鷲東慎一議員） 保健福祉課長の答弁だったんですが、人数の把握がされて

いないということで積算根拠がいまいちわからないですよね。金額がもうちょっと

低ければわかるんですけども、１,３００万の大枠で若干取っておいて、人数的な

部分がまだ膨らむ可能性があるからと、ある程度はっきりした数字を出していかな

いと積算根拠というのは出てこないんじゃないかなということがありますので、そ

こは今は多分答弁できない部分があると思いますので、また調べてきちんと報告し

ていただきたいなと思います。そこは念を押しておきます。 

スマート農業で１社ということだったんですが、これは物品を出したということ

なんですか、それとも物を購入したとかそういう意味合いなのか。先ほど言った、

関連する事業体に研修か何かをしたのか。そのへんの意味合いがよくわからなかっ

たので、そこを再度、最後にもう一回答弁をお願いします。 

○農林振興課長（鎌田洋一君） 事業自体が国の事業で、そして県のほうで取りまとめ

を行っているという状況であります。申し込みが町内の事業体が１社あって、それ

を町を通じて申し込みをした結果、採択されるということで今回予算化させていた

だいております。 

事業実施の内容は、８条の乗用田植機を１台となっております。 
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以上です。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

○１番（藤田香澄議員） ２０ページの、先ほどからあります企業版ふるさと納税推進

業務委託なんですけれども、これは私の認識では、もう既に企業版ふるさと納税自

体は始まっていて、歳入としても頭出しで計上されていて、今までは役場の職員で

やっていたけれども、今回、新たに外部に業務を委託して、さらなる推進を図って

いくという認識で合っているのかというところと、あと、もう１点が、その次のペ

ージの新たな観光地づくり補助金で、財源についてはガバメントクラウドファンデ

ィングを使用されるということだったんですけれども、あそこの場所で１,０００

万円も今見込んでる積算の根拠を教えていただければ。 

○商工観光課長（上野明仁君） まず、１点目につきましては藤田議員のおっしゃると

おりでございます。 

２点目の観光地づくりにつきましては、今店舗を構えているところ、空き店舗に

なっていますけども、そちらの内装、外装等で、あと空調、電気設備等を整備する

ということで約１,０００万円程度ということでございます。 

以上です。 

○１番（藤田香澄議員） 今の１,０００万円の中にはＰＲ大使への活動費みたいなも

のとかは特に含まれずに、単純に、あそこの場所を改修するのにこれだけ使うとい

うことでしょうか。 

○商工観光課長（上野明仁君） 改修費のみです。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

○１０番（中山美幸議員） たびたび質問いたしますが、２０ページの商工振興費、２

７繰出金のポイント事業についてお伺いいたします。 

先ほど１億１,８００人について１万円というようなことの発言がございました

が、特に多い本町の高齢者、こういった方々がポイント事業に対しての理解度、そ

れから使えないという方も出てくるんじゃないか、かなり多く出てくると思います

が、そういったところの対策はどういうふうな対策を講じるのか。 

そしてまた、既存のお店の中でも高齢者の方々が経営者としてやっていらっしゃ

ると思うんですよ。これは使えない、利用できないということを既におっしゃって

いる方がいらっしゃるんですね。それから、先ほど言った高齢者の方々も、私たち

はどうするの、見捨てられたのという発言もありました。いろんな部分で高齢者と

接する関係でそういうことを言われておりますけれども、デジタルを使える方はい

いんですよ、ところがなかなか使えない、知識が薄い、そういった方々をどういう

形で救っていくのか。均等に１万円ずつ配付されたにしても、以前のペーパーの場
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合は、孫にあげるとかいろんな方法があったと思います。そして、自分の親しい方

にお願いするということもあったはずです。そういったところをどのような解決策

を考えていらっしゃるのか。これは非常に大きな問題だと考えているんですが、ど

のような対策を考えていますか 

○商工観光課長（上野明仁君） 議員のおっしゃるとおりで、住民の方々につきまして

は町の職員に今は集落担当制度を設けておりまして、その集落担当の方々に各集落

に入っていただいて個別に利用の仕方等を説明してもらおうと考えております。 

それと、事業者さんにつきましては、後ほど出てくるんですけども、商工会に業

務委託で、店舗等につきましては加盟しているところ、加盟されていないところに

ついて、支援やサポートをしていただきたいと考えております。 

それと、今までは紙だったんですけども、今度からカード式になります。カード

式を携帯に取り組んでアプリで決済していただくとか、カードにつきましてはカー

ドのままでも店舗で使えますので、もし、高齢の方で使い方がわからないという方

がいらっしゃれば、お孫さんとかお子さんとかにそのカードを持っていって決済し

ていただくという形になりますので、使い方がわからないという方が結構いらっし

ゃると思いますので、そこは丁寧に説明会なり、特別に窓口を設けるなりして対応

していきたいと考えております。 

以上です。 

○１０番（中山美幸議員） 対応としてはよくわかりましたが、カードということで私

も理解はしているんですが、今度はそのカードです、個人名はわからないわけです

よ。そして、今まで商品券についてはナンバーをすべて購入者が販売経路が記録さ

れておりますね、不正があった場合はすぐわかるようになっています。そういった

ことはないということですよ、今度はデジタルであるから。 

そして、高齢者の方がお願いされた場合に、そのポイントがどの程度使われてい

るか、本人は確認できないわけです。例えば１万円もらって、誰かに２,０００円

分商品券を使ってポイントを使ってやってくれと言われた場合に、それは５,００

０円使われようが、満額使われようが、本人は確認のしようもない。そうじゃない

ですか。そういったところの対策はどういうふうにしていくのか。非常にこれは、

高齢者の方々はですね直接話を聞くと厳しい発言があります、私たちを見捨てたの

か。四十何パーセントになろうとする高齢者の方々はそうおっしゃっていますよ。

私は直接高齢者と接していますので、小学生とも接しますけども、高齢者の方々は

かなり、私も高齢者ですけれども、かなりそういったところを危惧されているんで

す。そういった対策を商工会に委託でされようとしているんですが、それは一つの

対策でしょうけども、私はもっと何かいい方法、高齢者のそういう社会になろうと
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しているときにもう少し考える余地があったんじゃないか。例えばポイントにして

も半分は商品券にするんだとか。一気にポイントに切り替えるんじゃなくて徐々に

切り替えていく方法というのもありかなと理解していたんですが、そういったとこ

ろは検討されなかったのか。高齢者、そういう人たちの弱者、特に施設に入院して

いらっしゃる方々も、大崎町民であればいただけるわけですよ。そういったところ

まで深く考えていらっしゃったのかどうか、ちょっと疑問なんですが、いかがです

か。 

○総務課長（宮本修一君） 今の質問の中で幾つか応えさせていただきたいと思います。 

まず、カードの残高の確認のことになりますけれども、確かにカードを持っただ

けでは残高が幾ら入っているかというのは確認ができないところです。それにつき

ましては、事業所に買い物をしに行ったときに、買い物をした際に事業所の方に対

しては残高を確認できますので、その折りに、今残高が幾らありますかというお尋

ねをしていただければ確認はできると認識しております。 

あと、そのカードについて、個人が特定ができないのではないかという御質問も

あったかと思いますけれども、カードには一連の番号を付番してお配りする予定に

しております、すべての方に対してですね。ですので、万が一カードを紛失された

場合、届出をしていただくと、すぐ利用をストップできます。その際、紛失したカ

ードが残高が幾ら残っているかというのは事務局のほうで確認できますので、新た

に発行する際は、残りの残高分をカードに入れた形で再発行という形で、カードと

個人とは確認ができるように、そういう仕組みになっているところでございます。 

以上です。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第３８号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務厚生常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） ここで、皆さんにお諮りします。昼食のため暫時休憩したい

と思います。よろしいでしょうか。午後は１時１５分から再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時１５分 

再開 午後１時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○議長（吉原信雄議員） 再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第３９号 令和７年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第１号） 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１１、議案第３９号「令和７年度大崎町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１２２万８,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を１８億８,７０４万１,０００円とするものでございます。 

補正の主なものは、子ども・子育て支援金制度の円滑な施行に向けたシステム改

修費負担金及び、それに伴う国からの補助金でございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○保健福祉課長（岩元貴幸君） それでは、御説明いたします。 

今回の補正は、制度改正に伴い改修いたします各種システムに対応するために必

要な事務費等の補正が主なものでございます。 

まず、歳出から御説明いたしますので、補正予算書の７ページを御覧ください。 

款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、節１０需用費３万９,０００円

の増は、標準化システムに対応した資格確認書発行のための専用台紙の印刷製本費

でございます。節１８負担金，補助及び交付金１１３万３,０００円の増は、子ど

も・子育て支援金制度創設に伴うシステム改修負担金でございます。項２徴税費、

目１賦課徴収費、節１０需用費１万１,０００円の増は、先ほどと同様、標準化シ

ステムに対応した納付書等の印刷製本費でございます。 

款４保健事業費、項１保健事業費、目１保健衛生普及費は、社会補償・税番号制

度システム整備費等補助金の確定に伴う財源変更でございます。 

款８予備費２万６,０００円の減は、財源の調整でございます。 

以上で歳出を終わりまして、次に歳入を御説明いたします。６ページを御覧くだ

さい。 

款３国庫支出金、項１国庫補助金は、合計で１１７万８,０００円でございます

が、歳出で御説明いたしました事業費に対する国庫補助金でございます。 

款６繰入金、目１一般会計繰入金５万円の増は、歳出の款１総務費の事務費分に

対しまして、一般会計から繰り入れるものでございます。 

以上で説明を終わります。 
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よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第３９号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務厚生常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第４０号 令和７年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算 

（第２号） 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１２、議案第４０号「令和７年度大崎町介護保険事業

特別会計補正予算（第２号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３７０万９,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を２０億１,２７６万９,０００円とするものでございます。 

補正の主なものは、大崎町地域包括支援センターの業務委託料及び介護保険料の

過年度還付金の増額補正でございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○保健福祉課長（岩元貴幸君） それでは、御説明いたします。 

補正予算書の６ページ及び７ページをお開きください。 

はじめに、７ページの歳出から御説明いたします。 

款３地域支援事業費、項３包括的支援事業・任意事業費、目１包括的支援事業費、

節１２委託料１１８万８,０００円の増は、地域包括支援センター運営事業におけ

る事業費の見直しに伴う増でございます。 

款７諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目１第１号被保険者保険料還付金２

５２万１,０００円の増は、６５歳以上の第１号被保険者介護保険料の過年度分の

還付金のうち、適用除外者等に対する還付金の今後を見込みまして増額するもので

ございます。 

次に、６ページの歳入を御説明いたします。 

款３国庫支出金、項２国庫補助金、目３地域支援事業交付金４６万３,０００円

の増と、次の款５県支出金、項２県補助金、目２地域支援事業交付金２３万１,０

００円の増は、歳出で説明いたしました地域支援事業費の増額に係る国及び県の補
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助相当分でございます。 

款８繰越金、目１繰越金３０１万５,０００円の増は、財源調整でございます。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第４０号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務厚生常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第４１号 令和７年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号） 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１３、議案第４１号「令和７年度大崎町水道事業会計

補正予算（第１号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、収益的収入の予定額を１,９４１万７,０００円増額し、２億４,７７５

万円に、収益的支出の予定額を３,０７６万８,０００円増額し、２億４,１７０万

６,０００円とするものでございます。 

補正内容としましては、４月の定期異動に伴います人件費と、施設の維持管理に

係る修繕費が主なものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○水道課長（川越龍一君） それでは、御説明いたします。 

補正予算の１ページをお願いします。今回の補正は、第２条に記載してあります

とおり、収益的収入及び支出に係る補正でございますが、収入、第１款水道事業収

益を１,９４１万７,０００円増額し、２億４,７７５万円とし、支出、第１款水道

事業費を３,０７６万８,０００円増額し、２億４,１７０万６,０００円とするもの

でございます。 

補正の主な要因は、支出が人事異動及び職員による夜間の本管漏水調査に係る人

件費と施設の修繕費が主なもので、収入は落雷による設備の修繕に係る水道機器設

備損害保険金収入の補正増でございます。 

なお、第３条には議会の議決を経なければ流用することのできない経費について

記載されておりますが、今回の人件費に係る補正予定額が８３万８,０００円であ
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ることから補正するものでございます。 

次に、補正の内訳につきまして御説明いたしますので、１０ページの補正予算参

考資料をお願いします。 

支出から、要因ごとに御説明いたします。 

まず、４月の定期異動に係る人件費の補正として、目３総係費、節１給料を２６

万７,０００円、節２手当２２万４,０００円の合計４９万１,０００円を計上して

おります。 

次に、職員による夜間の本管漏水調査に係る人件費として、目１原水及び浄水費、

節４報酬で、会計年度任用職員１名分の１６万８,０００円と、目２配水及び給水

費、節２手当で、職員２名分の時間外手当として１７万９,０００円を計上してお

ります。これにより、人件費の補正は定期異動分と合わせて８３万８,０００円と

なります。 

次に、修繕費でございますが、落雷や経年劣化による修繕費を、水源地関係は目

１原水及び上水費、節１８修繕費に５９０万３,０００円を計上し、配水池関係は

目２配水及び給水費、節１８修繕費に２,３４３万９,０００円を計上し、修繕費合

計で２,９３４万２,０００円の計上でございます。このうち、落雷被害に係る修繕

費が合計で１,９４１万８,０００円で、その他経年劣化による修繕費が９９２万４,

０００円を、これまでの実績と今後の見込みを考慮し、計上したものでございます。 

次に、目２配水及び給水費、節２賃借料５８万８,０００円の補正でございます

が、水源地や配水池の稼働状況や異常警報を事務所内の監視システムで監視してい

ますが、事務所以外の現場でも把握できるよう水道課工務係２名がタブレットの貸

与を帯びておりますが、タブレットを使用する際のモバイル回線利用料等の補正で

ございます。 

次に、収入ですが、先ほど説明しました落雷被害の修繕費に係る損害保険の保険

金収入を、款１水道事業収益、項２営業外収益、目３雑収益、節２その他雑収益に

１,９４１万７,０００円を計上しているものでございます。 

以上で説明を終わりますが、２ページ以降に補正予算実施計画、キャッシュフロ

ー計算書、給与費明細書及び予定貸借対照表が添付してございますので御参照くだ

さいますようお願いします。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 
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ただいま議題となっております議案第４１号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、文教経済常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第４２号 令和７年度大崎町公共下水道事業会計補正予算 

（第１号） 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１４、議案第４２号「令和７年度大崎町公共下水道事

業会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、収益的収入の予定額を３５万８,０００円増額し、２億４２８万５,００

０円に、資本的支出の予定額を７００万円増額し、１億４,１９７万６,０００円と

するものでございます。 

補正の内容としましては、４月の定期異動に伴います給料等と汚水管の建設工事

による補正増でございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○水道課長（川越龍一君） それでは、御説明いたします。 

今回の補正は、４月の定期異動に伴います給料等と、汚水管建設工事に係る工事

請負費の補正が主なものでございます。 

補正予算書の１ページをお願いします。 

第２条の収益的収入及び支出のうち、収入、第１款水道事業費用、第１項営業費

用を３５万８,０００円増額し、２億４２８万５,０００円とするものでございます。

この内訳は８ページの参考資料に記載してありますが、４月の定期異動に伴います

給料の増額１５万８,０００円と、水道使用料及び督促納付書の印刷製本費の増額

２０万円でございます。 

次に、第３条の資本的収入及び支出のうち、支出、第１款資本的支出、第１項建

設改良費を７００万円増額し、１億４,１９７万６,０００円にするものでございま

す。この内容も、同じく８ページの参考資料に記載してありますが、丸尾地区枝線

建設工事に係る工事請負費７００万円の増額でございます。また、今回の資本的支

出の補正により資本的収入額が資本摘出額に不足する額も７００万円増額すること

になりますので、不足分の補填額の内訳も、第３条に記載のとおり補正するもので

ございます。 

２ページをお願いします。第４条には議会の議決を経なければ流用することので

きない経費について記載してございますが、今回の職員給与の補正に伴い補正する
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ものでございます。 

なお、３ページから７ページにかけて、予算説明書といたしまして補正予算実施

計画、予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表を添付してご

ざいますので御参照ください。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第４２号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、文教経済常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第４３号 令和７年度オオサキポイント事業特別会計予算 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１５、議案第４３号「令和７年度オオサキポイント事

業特別会計予算」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

オオサキポイント事業特別会計予算でございますが、予算総額は６億９,１６７

万円でございます。本事業は、住民の健康、経済の地域内循環、デジタルデバイド

情報格差対策などの課題解決を目指し、これまで紙で発行していた地域応援商品券

をデジタル地域通貨に移行するもので、健康促進ポイントとデジタル地域通貨を連

携させ、住民の皆様が健康で生き生きと暮らし、地域経済が活性化する仕組みを構

築することを目的とするものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○商工観光課長（上野明仁君） それでは、オオサキポイント事業特別会計の主なもの

につきまして御説明いたします。 

予算書の７ページをお願いいたします。款１総務費、項１総務管理費は２,１６

５万円を計上いたしました。節１報酬から節８旅費までは、会計年度任用職員に係

る人件費でございます。節１０需用費２６１万３,０００円の主なものは、のぼり

旗や広告チラシなどの印刷製本費であります。節１１役務費１,５９８万７,０００

円の主なものは、地域通貨利用手数料はチャージ手数料でございます。節１２委託

料１９３万円は、町内の事業者向けのサポートや本事業の導入促進業務を商工会に
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お願いするものでございます。 

款２地域通貨事業費、項１地域通貨事業費、節７報償費６億７,００２万円は、

地域通貨オオサキポイントの利用のあった町内の事業者へ支出するものでございま

す。 

以上で歳出を終わりまして、次に歳入を御説明しますので６ページをお願いいた

します。 

款１繰入金、項１繰入金、目１一般会計繰入金は１億３,９６４万８,０００円を

計上いたしました。目２ふるさと応援基金繰入金は８,００２万円を計上しており

ます。 

款２諸収入、項２雑入、目１地域通貨チャージ料に４億７,２００万円を見込ん

で計上いたしました。 

以上で歳入の説明を終わります。 

なお、８ページ行こうに給与費明細書を添付しておりますので御参照いただきた

いと思います。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○１番（藤田香澄議員） 歳出のオオサキポイント利用料と、これは歳入のほうにも関

わってくるんですけれども、これの利用料の算出はどのように、何件または何人が

３月までのどのくらい使うということを算出して出された数字でしょうか。 

○商工振興課長（上野明仁君） オオサキポイント利用料ですけれども、内訳につきま

しては地域応援ポイント発行事業、１人に１万円発行しますので１万１,８００人

掛ける１万円で１億１,８００万円、それと、あと地域活性化ポイントチャージと

いたしまして、１人当たり５万円を上限としてチャージできるものでございます。

積算につきましては、人口１万１,８００人が５万円チャージした場合、それの１.

１％の約８割の方々がチャージした場合に、チャージがつくということでこちらの

ほうに５億１,０００万円ほど積算しております。 

あと、地域通貨導入ポイントに大崎町の公式アプリや健康アプリ、地域通貨のア

プリを導入した場合に、１人３,０００ポイントを付与するということで積算して、

そのほか健康促進ウォーキングポイント、それからスマートフォン購入促進ポイン

トを計画しておりまして、合計で６億７,０００万円ということにしております。 

以上でございます。 

○１番（藤田香澄議員） もう一度確認なんですけれども、大崎町民がチャージする金

額として想定されているのが１万２,０００人の人口の８割が５万円を３月までに
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チャージすると見込んで算出されたということですか。 

○商工振興課長（上野明仁君） はい、そうです。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第４３号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、文教経済常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第４４号 菱田中学校跡地残置物撤去等工事請負契約の締結につい

て 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１６、議案第４４号「菱田中学校跡地残置物撤去等工

事請負契約の締結について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、菱田中学校跡地残置物撤去等工事の請負契約に関するものでございます。

令和７年６月議会定例会において議決をいただいた菱田中学校跡地にある残置物の

撤去等工事に係る請負契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号並

びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条令第２条の規定

により議会の議決をお願いするものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（宮本修一君） それでは御説明いたします。 

議案の説明に入ります前に、仮契約に至るまでの経緯について御説明申し上げま

す。 

本案につきましては、８月６日に指名委員会を開催いたしまして、設計額、工事

内容等を考慮し、町内の工事実績のある建設業者格付け建築Ａを有する３者及び鹿

児島県建設工事入札参加資格者格付け建築Ａを有する志布志市内の業者２者を選定

いたしました。その後、８月２０日に入札を執行し、入札の結果、久徳建設株式会

社が落札し、同日、仮契約を締結したところでございます。 

以上が経緯でございます。 

それでは、議案書に添って御説明申し上げます。 

１、契約の目的は、菱田中学校跡地残置物撤去等工事でございます。 

２、契約の内容は、既存部及び既存フェンス等の撤去でございます。 
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３、契約の金額は、１億１,８８０万円でございます。 

４、契約の方法は、指名競争入札による契約でございます。 

５、契約の相手方は、鹿児島県曽於郡大崎町神領２１５６番地１、久徳建設株式

会社、代表取締役、吉留祐介でございます。 

なお、２枚目以降に参考資料として入札執行調書及び図面を添付しておりますの

で御参照いただきたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○１０番（中山美幸議員） 確認をさせていただきます。本入札におきまして、菱田中

学校跡地の処分の撤去について、いろいろ説明がありましたけども、杭の数につい

て、１８８本、それとフェンスもろもろ、ブロック解体等が調書の中にあるんです

が、これについて見積もりをいただき、入札をされたということでよろしいですか。

確認いたします。 

○建設課長（美戸博明君） 見積もりにつきましては、議員のおっしゃったとおり、そ

のまま１８８本と残置物の花壇等の撤去等で見積もりをしてございます。 

以上です。 

○１０番（中山美幸議員） 前回の議会で、本案のおおよその予算、これは議決したわ

けですが、説明の折に支柱埋設の杭については減少する可能性があるというような

説明も受けております。今後の工事実行においてそういうことがあり得るか、あり

得ないのか確認いたします。 

○建設課長（美戸博明君） 杭の本数につきましては、今後、建設する上で撤去が不用

になるものがあり得るということで御理解いただきたいと思います。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４４号は、会議規則第

３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 



 

－ 45 － 

○１０番（中山美幸議員） 私は先ほど確認しましたように、この見積もりは１８８本

ですね。それと、付随するフェンス、ブロック塀等々、花壇そういったもろもろな

んですが、先ほど確認しましたところ、本数は減少する可能性が含まれるというこ

となんです。そうした場合に、見積もり調書によりますと、１８８で確定されてお

ります。ということは、この見積金額１億１,８８０万円の算定根拠が不明瞭な金

額になってくると思うんですが、是非、こういった不明瞭なことを議決されないよ

うに、同僚議員の方々の反対を希望いたします。 

以上です。 

○議長（吉原信雄議員） まず、反対討論がありました。次に、賛成討論はありません

でしょうか。 

○４番（富重幸博議員） 私は先ほど全協でもトライアルの希望が１８８本、この杭を

抜くということで設計がなされた。その後、先ほどの説明の中で、工事をする中で

抜かなくてもよいのが出てくるということでの可能性もお話があったところです。

その場合には、やはり工事の変更契約、そして事務的には変更契約のための伺い、

そうして金額より実際の経費の積算が再度なされた形で変更契約の議案をまた議決

するという流れになるのかなと想定しておるところでございます。 

そのようなことを考えると、地下に埋設されたものに対して、不可抗力といいま

すか、フェンス際とかそういうものもあり得ると。そういう形で行けば執行部のほ

うでも予算の有効活用と、実際に本数の変更に伴う資料をしっかりと整理していた

だいて、この次に変更契約があるということでのお話でも受けております。そのよ

うな流れであれば、この場合は賛成という形で私は考えております。 

○１１番（鷲東慎一議員） 議事進行です。 

今、富重議員が賛成討論をされましたけども、そこについて疑義があるので確認

したいのですが、そこの部分の動議を出させていただきたいと思いますがよろしい

ですか。 

○議長（吉原信雄議員） 暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時４５分 

再開 午後１時４５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 再開いたします。富重議員、説明をよろしくお願いします。 

暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時４６分 
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再開 午後１時４７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 再開いたします。 

ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより、議案第４４号「菱田中学校跡地残置物撤去等工事請負契約の締結につ

いて」の採決をいたします。 

これは起立採決にします。 

議案第４４号「菱田中学校跡地残置物撤去等工事請負契約の締結について」、可

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者 起立］ 

○議長（吉原信雄議員） 起立多数。 

したがって、議案第４４号「菱田中学校跡地残置物撤去等工事請負契約の締結に

ついて」は可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議案第４５号 中央分団消防詰所新築工事請負契約の締結について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１７、議案第４５号「中央分団消防詰所新築工事請負

契約の締結について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、中央分団消防詰所新築工事の請負契約に関するものでございます。中央

分団詰所は、昭和５４年に建設され、築４５年が経過しております。また、令和６

年８月８日に発生した地震により被害を受けたことから、公共施設の適切な維持管

理及び地域防災力の強化を図るために消防詰所新築工事に係る請負契約を締結した

いので、地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条令第２条の規定により議会の議決をお願いするもので

ございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が御説明いたします。 

○総務課長（宮本修一君） それでは、御説明いたします。 

議案の説明に入ります前に、仮契約に至るまでの経緯について御説明申し上げま

す。 
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本案につきましては、７月２４日に指名委員会を開催いたしまして、設計額、工

事内容等を考慮し、町内の工事実績のある建設業者格付け建築Ａを有する３者及び

鹿児島県建設工事入札参加資格者格付け建築Ａを有する志布志市内の業者２者を選

定いたしました。その後、８月２０日に入札を執行し、入札の結果、株式会社村岡

工務店が落札し、同日仮契約を締結したところでございます。 

以上が経緯でございます。 

それでは、議案書に添って御説明申し上げます。 

１、契約の目的は、中央分団消防詰所新築工事でございます。 

２、契約の内容は、木造平屋建て、延べ床面積２４８.１８平方メートルでござ

います。 

３、契約の金額は、１億１,４４０万円でございます。 

４、契約の方法は、指名競争入札による契約でございます。 

５、契約の相手方は、鹿児島県曽於郡大崎町野方４６４７番地、株式会社村岡工

務店、代表取締役、村岡博文でございます。 

なお、２枚目以降に、参考資料として入札執行調書及び平面図を添付しておりま

すので御参照いただきたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第４５号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第４５号「中央分団消防詰所新築工事請負契約の締結につい



 

－ 48 － 

て」は可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４５号「中央分団消防詰所新築工事請負契約の締結について」は

可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 議案第４６号 大崎町立小中学校ＧＩＧＡスクール構想第２期対応端末

の購入契約の締結について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１８、議案第４６号「大崎町立小中学校ＧＩＧＡスク

ール構想第２期対応端末の購入契約の締結について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、本町の小中学校において国のＧＩＧＡスクール構想第２期に基づき、令

和２年度に整備した児童・生徒１人１台の端末を更新するために、ＧＩＧＡスクー

ル構想第２期対応の端末を購入するものであります。この購入契約の締結につきま

して、地方自治法第96条第１項第８号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条令第３条の規定に基づき議会の議決をお願いするものでご

ざいます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が御説明いたします。 

○教委管理課長（相星永悟君） それでは、議案書に添って御説明いたします。 

議案第４６号、大崎町立小中学校ＧＩＧＡスクール構想第２期対応端末の購入契

約の締結についてでございます。 

１、契約の目的は、大崎町立小中学校ＧＩＧＡスクール構想第２期対応端末の購

入でございます。 

２、契約の内容は、児童・生徒用ｉＰａｄＡ１６、Ｗｉ－Ｆｉプラスセルラーモ

デル８８０台。教職員用ｉＰａｄＡ１６、Ｗｉ－Ｆｉプラスセルラーモデル１０８

台でございます。いずれもキーボード一体ケース、設定導入作業、端末管理・保守、

学習支援システム等を含みます。 

３、契約の金額は９,２６２万２,６４４円でございます。 

４、契約の方法は、県の共同調達による購入であるために随意契約でございます。 

５、契約の相手方は、鹿児島県鹿屋市朝日町１０番６号、ビコウＪＡＰＡＮ株式

会社デジタルサービス営業本部鹿児島支店、鹿児島第二営業部部長、中山文彦でご

ざいます。 
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なお、２枚目に、参考資料といたしまして見積もり執行調書を添付しております

ので御参照いただきたいと思います。 

以上で、説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第４６号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第４６号「大崎町立小中学校ＧＩＧＡスクール構想第２期対

応端末の購入契約の締結について」は可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４６号「大崎町立小中学校ＧＩＧＡスクール構想第２期対応端末

の購入契約の締結について」は可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議案第４７号 大崎町総合体育館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１９、議案第４７号「大崎町総合体育館の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、大崎町総合体育館の大規模改修による空調設備等の新設に伴い、使用料

及び照明料の見直し、並びに冷暖房料を新設するため、大崎町総合体育館の設置及
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び管理に関する条例の一部を改正するものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○社会教育課長（西竹信也君） それでは、議案第４７号について御説明いたします。 

今回の改正は、総合体育館の大規模改修に伴い空調設備等が新たに設置されるこ

とから、当該設備等に係る料金について所要の改正を行うものでございます。 

それでは、議案書３ページめくっていただきまして新旧対照表で御説明いたしま

す。右側が現行、左側が改正案で、左側のアンダーラインの箇所が改正箇所でござ

います。 

まず、第７条でございますが、こちらは使用料の納入に係る規定でございます。

これまで現金で前納としていたものを、使用前に納入に改めるものでございます。

これは、施設予約管理システムやキャッシュレス決済の導入に伴いまして支払い方

法が追加されることを想定したものでございます。 

次に、別表第７条関係でございますが、別表の全部を改正するものでございます。

改正案の別表中、左の使用区分に従いまして、使用料、照明使用料、冷暖房料を定

めるものでございます。 

はじめに、占用使用の使用料についてでございますが、これまで午前、午後、夜

間の時間帯ごとの金額としておりましたが、近隣の自治体の単価等を参考に、それ

ぞれ１時間当たりの単価へ改めております。使用者が入場料を徴収しない場合で、

アマチュアスポーツに使用する場合の児童・生徒の使用料を１時間当たり６６０円、

上記以外の者を９９０円、文化的催し物に使用する場合を１,２００円としており

ます。次のページをお願いします。そのほかの場合を２,４００円としております。 

使用者が入場料を徴収する場合で、アマチュアスポーツに使用する場合を２,４

００円、文化的催し物に使用する場合を３,６００円、そのほかの場合を７,２００

円としております。 

前のページに戻っていただきまして、次に照明使用料についてでございますが、

照明使用料につきましても、近隣の自治体の単価を参考に、１時間当たりの単価を

現行の「２,２００円」から「９００円」に見直しを行っております。 

また、新たに冷暖房料を徴収するため、近隣自治体の単価や本設備の１時間当た

りの使用電力等を勘案しまして、アリーナ部分を全部使用する場合、１時間当たり

２,０００円、観客席を全部使用する場合、１時間当たり１,０００円、アリーナ部

分を２分の１使用する場合、１時間当たり１,０００円、次のページをお願いしま

す、観客席を２分の１使用する場合、１時間当たり５００円と規定するものでござ

います。 
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次に、占用使用の下の一部使用の使用料についてでございますが、卓球の上記以

外のものを、現行の「１１０円」から「８０円」に見直しております。バドミント

ンは児童・生徒を現行の「１１０円」から「６０円」に見直しております。 

次のページをお願いします。上記以外のものを「２２０円」から「９０円」に見

直しております。バレーボールは、新たに６人制と９人制を分けまして、６人制の

区分を追加し、児童・生徒を現行の「２２０円」から「１６０円」に、上記以外の

者を現行の「３３０円」から「２４０円」に見直しております。９人制につきまし

ては現行のまま、変更はございません。 

次に、一部使用の照明使用料についてでございますが、前のページに戻っていた

だきまして、バドミントンは、現行の「２２０円」から「８０円」に見直しており

ます。 

次のページをお願いします。バレーボールは、現行の「４４０円」から、６人制

は「２２０円」に、９人制は「３００円」に見直しております。テニスは、現行の

「４４０円」から、バレーボールの９人制と同じく「３００円」としております。

また、今回、バスケットボールの区分を新たに追加いたしまして、バスケットボー

ルの使用料及び照明使用料は、使用する面積等を考慮し、テニスの１.５倍の単価

として４５０円としております。 

前のページに戻っていただきまして、次に、一部使用の冷暖房料についてでござ

います。卓球は、卓球台１台使用で１時間当たり１００円、バドミントンは１面使

用で１時間当たり１６０円としております。 

次のページをお願いします。バレーボール６人制は、１面使用で１時間当たり５

００円、バレーボール９人制とテニスの１面使用で１時間当たり６６０円、バスケ

ットボールは、１面使用で１時間当たり１,０００円、会議室は１時間当たり３０

０円としております。 

また、トレーニング室につきましては、これまで１時間当たりの使用料として、

児童・生徒１人当たり「５０円」、上記以外の者を１人当たり「１１０円」として

おりましたが、近隣の施設を参考に、使用料と暖房料を含めた１回の使用当たりの

単価へ見直しまして、児童・生徒を１人当たり「２００円」、上記以外の者を１人

当たり「３００円」としております。 

次に、備考欄につきましては、第１項、第２項及び第３項につきましては、それ

ぞれの用語の定義を規定しております。第４項は、使用時間の取扱いを定めており

ます。第５項は、町外の方が施設を利用した場合の使用料の取扱いを規定するもの

でございます。 

次のページをお願いします。第６項は、使用時間の取扱いを定めております。第
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７項は、本条例で定める種目以外の種目や、そのほかの目的で使用する場合の使用

料の取扱いを規定するものでございます。 

最後に、議案書の３ページ目に戻っていただきまして、附則としまして、この条

例は公布の日から施行するとしております。 

以上で、説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○１０番（中山美幸議員） １点だけ確認させてください。 

   使用料のところに、特にトレーニングルームですが、使用者のところ、児童・生

徒と書いてありますね。今までは児童、すなわち小学生についてはトレーニングル

ームは禁止だったんですけども、今、小学生でも体格によってはウエイトトレーニ

ングをやったりしておりますが、これは、今回から本町のトレーニングルームは児

童・生徒を認めるということで児童・生徒と記載してあるということでよろしいん

でしょうか。 

○社会教育課長（西竹信也君） これまでも、条例の中では児童・生徒１人当たり５０

円ということで定めておりましたが、運用といたしましては、保護者同伴の場合の

み児童・生徒の利用を認めていたということで、今回も、保護者同伴であれば児童

も利用ができると定めております。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

○２番（草原正和議員） 冷暖房の使用料についてお伺いします。これは特別委員会等

で輻射式ということで冷房、暖房にすごい時間がかかるのではないかという質問が

あったと思うんですけど、その場合、大会等、朝一使いたい場合は、改めて冷やし

ていてくれるのか、暖めていてくれるのかとあったと思うんですけど、急に使いた

い、日中昼間に急に使いたい場合も１時間予約しても、館内が冷えるまでに大分時

間がかかるのかなと思うんですけれども、それは冷えてからの時間になるのか、予

約していれば、その時間までに冷やしていてくれるのを、まず１点目、お願いしま

す。 

○社会教育課長（西竹信也君） 事前に連絡をいただければ、１時間ぐらい冷えるまで

に時間がかかるということになっておりますので、事前に連絡をいただければ、予

約していただいた時間からということですので、冷房を入れた時間は加味しないと

いうことでよろしいと思います。 

○２番（草原正和議員） それについては、開場時間で予約をした場合には職員の方は

１時間前からタイマー等で、スタート時間も前もってやってもらえるという認識で

よろしいですか、それとも、冷やしていてもらいたい場合は、開場してから１時間
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後、職員が来てから１時間後じゃないと予約が取れないという形になるのでしょう

か。 

○社会教育課長（西竹信也君） 急な予約につきましては、職員がその場でスイッチを

入れてからになると思いますが、前もって言っていただければ１時間前から出勤し

てスイッチを入れるという形になると思います。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第４７号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第４７号「大崎町総合体育館の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４７号「大崎町総合体育館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２０ 議案第４８号 大崎町水道事業給水条例及び大崎町公共下水道条例の一

部を改正する条例の制定について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２０、議案第４８号「大崎町水道事業給水条例及び大

崎町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 
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本案は、災害その他非常時において給排水装置の復旧のために必要な工事事業者

の確保のため、国土交通省の通知により所要の改正を行うものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○水道課長（川越龍一君） それでは、御説明いたします。 

はじめに、改正の趣旨について御説明いたします。 

今回の改正は、災害その他の非常時において宅内配管の復旧に携わる業者の確保

のための改正でございます。令和６年能登半島地震では、水道事業者が管理する給

排水管が復旧した場合においても、個人が管理する宅内配管の復旧が遅れ家庭での

断水が長期化しました。これは、宅内配管工事を行う地元の業者の数が不足してい

たことや、業者自身が被災したことに加え、様々な工事需要が集中したことにより

宅内配管の業者の確保が困難な状況になったということが主な要因とされておりま

す。 

このことを踏まえ、地元の給排水装置工事事業者の確保が困難であると判断され

るときは、宅内は移管を早期復旧するとともに、被災地における給排水装置工事の

適正な実施を図るため、他の水道事業者が指定した給排水設置工事事業者による工

事の実施を可能とすることにより宅内配管の復旧に対応する業者を確保するための

改正でございます。 

次に、条例の改正案に御説明いたしますので、新旧対照表を御覧ください。アン

ダーライン部分が改正箇所でございます。 

新旧対照表の１ページ、第１条、第１条関係、大崎町水道事業給水条例の一部改

正についてですが、第９条、工事の施工者には上水道の宅内配管の工事は、町長が

指定した者が施工すると規定されておりますが、アンダーラインの但し書きを追加

し、災害その他非常時の場合において町長が必要と認める場合は、他の市町村長が

指定した業者が給水設置工事を行えるようにするものでございます。 

次に、裏面の２ページ、第２条関係、大崎町公共下水道条例の一部改正について

でございますが、第８条、排水設置等の工事の実施には、公共下水道の宅内排水設

備等の工事は町長の指定を受けた者でなければ行ってはならないと規定されており

ますが、アンダーラインの但し書きを追加し、災害その他非常時の場合において、

町長が必要と認める場合には、他の市町村長が指定した業者が排水設備等の工事を

行えるようにするものでございます。 

次に、施行日でございますが、条例案の附則で、交付の日から施行すると定めて

おります。 

以上で、説明を終わります。 
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よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第４８号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第４８号「大崎町水道事業給水条例及び大崎町公共下水道条

例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４８号「大崎町水道事業給水条例及び大崎町公共下水道条例の一

部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２１ 議案第４９号 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２１、議案第４９号「地方公務員の育児休業等に関す

る法律の一部改正等に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」を議題と

いたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律の一部改正を踏まえ、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等に伴

い、育児を行う職員の仕事と育児の両立を支援するため、部分休業制度の拡充、意
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向確認の措置などの改正がされたことから、関係条例の規定を整理するため、大崎

町職員の育児休業等に関する条例、大崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、

大崎町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例、及び企業職員の給与の種

類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（宮本修一君） 御説明いたします。 

本案は、国において、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律の改正を受けまして、本町においてもこの改正に基づき、大崎町

職員の育児休業等に関する条例、大崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、大

崎町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例、企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正するものでございます。 

改正の主な内容は、部分休業の取得形態の追加、部分休業に係る対象年齢の拡大、

仕事と育児の両立支援制度に係る情報提供等を行うものでございます。 

それでは、新旧対照表で御説明いたしますので、１ページをお願いいたします。 

まず、第１条関係でございます。大崎町職員の育児休業等に関する条例でござい

ます。右側が現行、左側が改正案で、アンダーラインの箇所が改正部分でございま

す。 

第１条は趣旨についての規定でございますが、地方公務員の育児休業等に関する

法律の一部改正により、部分休業の取得形態等に追加があったため、新たに規定を

追加し、引用する必要があることから、現行の第１９条第１項及び第２項を、第１

９条第１項から第３項まで、及び第５項に改めるものでございます。第１９条は、

部分休業をすることができない職員の規定でございますが、現行の「及び勤務日ご

との勤務時間、定年前再任用短時間勤務職員等」を削除し、条文の明確化を図るた

めの改正でございます。 

第２０条は、部分休業の承認の規定でございますが、第１項は、現行の「１日に

つき２時間を越えない範囲内で請求する部分休業」を、第１号部分休業に定義し、

勤務時間の始め、または終わりに限り承認可能とする取扱いを廃止するものでござ

います。 

次に、２ページをお願いいたしまして、第２０条第２項でございます。先ほど説

明いたしました第１号部分休業に定義した改正による字句の修正でございまして、

同じく、次の第３項につきましても「部分休業」を、「第１号部分休業」に改める

ものでございます。第２０条の２は新設する第２号部分休業の承認の規定でござい

ますが、１年につき、条例で定める時間を越えない範囲内で請求する部分休業を第
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２号部分休業と定義し、原則、１時間を単位として承認する規定でございます。 

次に、３ページをお願いいたしまして、第２０条の３でございます。部分休業の

申出をしようとする職員の期間を定めた規定でございますが、第２号部分休業を申

出る期間を年度単位とする規定でございます。第２０条の４は、第２号部分休業の

請求できる期間を定めた期間でございますが、職員が１年につき請求できる期間の

上限を１０日相当とする規定でございます。第２０条の５は、部分休業の申出を変

更できる規定でございますが、配偶者が負傷または疾病により入院したことなどの

特別な事情が生じたことにより、子の養育に著しい支障が生じる場合に限り、内容

の変更を認めることを可能とし、これを第３項変更と定義する規定でございます。

第２１条は、部分休業している職員の給与の取扱いの規定でございますが、部分休

業の承認を受けて勤務しない場合には給与を減額する規定でございます。 

次に、４ページをお願いいたしまして、第２２条でございます。第２２条は、部

分休業の承認の取消し事由を定めた規定でございますが、先ほどの第２０条の５で

申し上げました特別の事情による第３項変更をした場合の承認の取消しをする規定

でございます。 

次に、５ページをお願いいたします。第２条関係でございます。大崎町職員の勤

務時間、休暇等に関する条例でございます。子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現

するための措置の拡充を進めるため、国家公務員における対応等を踏まえ、仕事と

育児の両立支援制度に関する周知の強化等を行うことにより、職員の仕事と育児の

両立を支援するものでございます。第１５条の３は、妊娠、出産等についての申出

をした職員等に対する意向確認等の規定でございますが、先ほど説明いたしました

新たな規定の部分でございまして、妊娠または出産等についての申出があった場合

において講じる措置の規定でございます。第１項第１号では、出生時両立支援制度

等その他の事項を知らせるための措置、第２号では出生時両立支援制度等の請求等

に係る意向確認のための措置、第３号では子の心身の状況等に起因して子の出生の

日以後に発生する職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事

項に係る意向確認のための措置の規定でございます。第２項は、３歳に満たない子

を養育する職員に対して講じる措置の規定でございます。第１項第１号では育児期

両立支援制度等その他の事項を知らせるための措置、第２号では育児期両立支援制

度等の請求等に係る意向確認のための措置でございます。 

次に、６ページをお願いいたしまして、第３号でございます。第３号では子の心

身の状況等に起因して発生する職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改

善に資する事項に係る意向確認のための措置の規定でございます。第３項では、先

ほど説明いたしました子の心身の状況等に起因して職業と家庭との両立の支障とな
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る事情の職員に対して意向を確認した場合は、当該意向に配慮する規定でございま

す。第１５条の４は、ただいま御説明いたしました新設された子の年齢に応じた柔

軟な働き方を実現するための措置を追加したことにより条ずれを調整するもので、

配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等の規定を、「第

１５条の３」から「第１５条の４」に改め、勤務環境の整備に関する措置の規定を、

「第１５条の４」から「第１５条の５」に改めるものでございます。 

次に、７ページをお願いいたします。第３条関係でございます。大崎町技能労務

職員の給与の種類及び基準を定める条例でございます。第１２条は、給与の減額に

ついての規定でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に

より、部分休業制度において１年につき、条例で定める時間を越えない範囲内で１

日の勤務時間の全部または一部について勤務しないことを選択できるようにすると

ともに、部分休業の対象となる子の年齢を、小学校就学の始期に達するまでに引き

上げることとされており、本条例でも、現行の「３歳に満たない子」を「小学校就

学前の始期に達するまでの子」に改め、「一部」を「全部または一部、２時間を越

えない範囲内または１年につき、管理者が指定する期間を超えない範囲内に限る」

に改めるものでございます。 

次に、８ページをお願いいたします。第４条関係でございます。企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例でございます。第１６条は、給与の減額についての規

定でございますが、第３条と同様に、本条例の現行の「３歳に満たない子」を「小

学校就学前の始期に達するまでの子」に改め、「一部」を「全部または一部、２時

間を越えない範囲内または１年につき、管理者が指定する期間を超えない範囲内に

限る」に改めるものでございます。 

次に、議案書をお願いいたします。４ページをお願いいたします。附則でござい

ますが、第１条、この条例は令和７年１０月１日から施行するものでございます。

附則第２条は、大崎町職員の育児休業等に関する条例に係る経過措置に関する規定

でございます。附則第３条は、大崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例に係る

経過措置に関する規定でございます。 

以上で、説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第４９号は、会議規則第３９
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条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第４９号「地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正

等に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」は原案のとおり可決するこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４９号「地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２２ 陳情第１号 消費税率５％以下への引き下げとインボイス制度の廃止を

求める陳情 

日程第２３ 陳情第２号 企業立地雇用促進補助金の対象業種から小売業等を除外す

ることを求める陳情書 

日程第２４ 陳情第３号 町長の退職手当の廃止を求める陳情書 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２２、陳情第１号「消費税率５％以下への引き下げと

インボイス制度の廃止を求める陳情」、日程第２３、陳情第２号「企業立地雇用促

進補助金の対象業種から小売業等を除外することを求める陳情書」、日程第２４、

陳情第３号「町長の退職手当の廃止を求める陳情書」、以上３件を議題といたしま

す。 

今期定例会において、本日までに受理した陳情は、お手元に配付の陳情文書表の

とおり、所管の常任委員会に付託いたしますので報告いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 以上をもって、本日の日程の全部を終了いたしましたので、

本日はこれをもって散会いたします。お疲れ様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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散会 午後２時２８分 
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令和７年第３回大崎町議会定例会会議録（第２号） 

 

令和７年９月１０日 

午前１０時００分開会 

於 会 議 議 場 

１．議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名（３番，４番） 

日程第２ 一般質問 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

   １番 藤 田 香 澄            ７番 神 﨑 文 男 

   ２番 草 原 正 和            ８番 宮 本 昭 一 

３番 岡 元 修 一            ９番 中 倉 広 文 

   ４番 富 重 幸 博           １０番 中 山 美 幸 

   ５番 児 玉 孝 德           １１番 鷲 東 慎 一 

   ６番 稲 留 光 晴           １２番 吉 原 信 雄 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

町 長 東   靖 弘 農林振興課長補佐 山 野 正 昭 

副 町 長 千 歳 史 郎 建 設 課 長 美 戸 博 明 

教 育 長 穗 園 正 幸 農委事務局長 松 元 昭 二 

会 計管理者 岡 留 和 幸 水 道 課 長 川 越 龍 一 

総 務 課 長  宮 本 修 一 教委管理課長 相 星 永 悟 

企画政策課長  渡 邊 正 一 社会教育課長 西 竹 信 也 

商工観光課長 上 野 明 仁 税 務 課 長 谷 迫 利 弘 

町 民 課 長 本 松 健一郎 

環境政策課長  竹 本 忠 行 

保健福祉課長  岩 元 貴 幸 

 

５．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

事 務 局 長 久 保 健一朗 

次長兼調査係長 上 橋 孝 幸 
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次長兼議事係長 松 元 幸 紀 

庶 務係主任 西 ゆ か り 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） これより、本日の会を開き、直ちに会議いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、３番、岡元修一議員及び

４番、富重幸博議員を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 一般質問 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２「一般質問」を行います。 

一般質問は通告順により許可いたします。 

まず、６番、稲留光晴議員の質問を許可いたします。 

○６番（稲留光晴議員） 皆さん、おはようございます。日本共産党の稲留です。通告

書に基づき、質問をいたします。今回、私は３項目について質問をしたいと思いま

す。 

まず、初めに、本町の転入促進策についてであります。本町も、毎年、自然減で

人口減少が続いております。いかにして転入者を増やしていくのか、転入促進の施

策も、子育て世代支援など多種にわたり支援策も広がってきています。施策の中で

環境配慮型定住住宅取得補助金制度があります。令和３年度は、転入増で人口が１

２名増えております。令和４年度実績では、補助金額は総額２,９７１万円で、人

口増加が２７名となっております。 

それでは、令和５年度から現在までの実績を問いまして、最初の質問といたしま

す。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

定住住宅取得補助金の実績についての御質問でございます。令和５年度及び６年

度につきましては、旧制度の環境配慮型定住住宅取得補助金実績の答弁とさせてい

ただきますので御了承いただきたいと思います。 

令和５年度が３３件、うち、転入件数が１３件で、人口の増加数は４０人でござ

いました。参考までに、この人口増加数４０人のうち、１５歳未満の人数は１８人

でございました。 

次に、令和６年度の実績が３５件、うち、転入件数が８件で、人口の増加数は２

２人でございました。また、人口増加数２２人のうち、１５歳未満の人数は７人で

ございました。 
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最後に、令和７年度が、年度途中でございますが本日現在で１５件、うち、転入

件数が５件で、人口の増加数は１５人となっております。また、人口増加数１５人

のうち、１５歳未満の人数は５人となっております。 

令和５年度からの約２年６か月の合計で、実績８３件、うち、転入件数が２６件、

人口の増加数は７７人、人口増加数７７人のうち、１５歳未満の人数は３０人とな

っております。 

以上です。 

○６番（稲留光晴議員） 今、町長からデータを答弁していただきました。 

令和７年度から環境配慮型定住住宅取得補助金の名前は変わっているというよう

なことだったんですが、７年度は名称はどうなっておりますか。 

○企画政策課長（渡邊正一君） お答えいたします。 

名称でございます。令和７年度から定住住宅取得補助金と改定をさせていただい

ております。 

以上でございます。 

○６番（稲留光晴議員） 定住住宅取得補助金ですね。令和４年度の企画調整課の前の

旧補助金額の実績の中でですねトータルの金額と、子育て世帯、町内業者、高断熱、

あとは引越祝いと項目があって、これらの項目ごとに合計をした金額を補助金とし

て貰えるような計算になっているんですが、引越祝い金の金額について、在住の人

でも貰えると、中古住宅取得、あと新築の方があるんですが、これは在住の方でも

引越祝い金が貰えると、中古購入、新築ということで、転入者だけではないという

ことなんですが、在住の方でも中古住宅を買って住む、あと新築を造った方でも住

むというのが、ちょっと私は引越祝い金として実績の中に含んでいるんですが、こ

の内容を示してください。 

○企画調整課長（渡邊正一君） 御質問のとおり、対象になっております。町内からの

転居につきましても２５万円ということで引越祝い金加算金がございます。 

以上でございます。 

○６番（稲留光晴議員） 旧補助金制度は最高が１０万円、６年までですね１０万円と

５万円になっておりまして、転入された方でもですね町外から転入をされてきた人

が中古住宅購入でも引越祝い金が対象になっていない方が実績の中でいらっしゃる

んですが、これはどういうことですか。 

○企画政策課長（渡邊正一君） お答えいたします。 

ただいま、令和４年度の表と申しますか、そちらのほうが手元にございませんの

で明確な答弁とはなりませんけれども、こちらの補助金につきましては、先ほど答

弁いたしましたとおり、引越祝い金につきましても、中古住宅につきましても対象
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となっております。 

参考までに、旧制度、令和４年度のものにつきましては、町内転居の引越加算金

が、町内からであれば５万円、町外からであれば１０万円という制度でございまし

た。これが改正をいたしまして、ただいまの令和７年度からの制度といたしまして

は、町内からの転居が２５万円、町外からの転入が５０万円と、制度のほうを改正

しております。 

以上でございます。 

○６番（稲留光晴議員） 令和４年度の実績を見ているんですが、これらの合計で補助

金額が年度で出しているんですが、新しい定住住宅になって、基本補助金、子育て

世代、町内業者、断熱、引越祝いということで新しい制度に名前が変わった後のこ

れらの金額を教えてください。 

○企画政策課長（渡邊正一君） 現行制度の補助の内訳でございます。補助基本額とい

たしまして、１世帯につき２００万円。それから、加算金といたしまして、子育て

世帯加算金、これが義務教育終了前の子がお一人の場合は５０万円、それから義務

教育終了前の子がお二人以上の場合、１００万円になります。それから、別に町内

業者施工加算金がございまして、こちらについては１世帯につき１５０万円の加算

となっており、先ほど申しました引越祝い加算金がございまして、町内からの転居

が２５万円、それから町外からの転入が５０万円となっております。すべて満たし

た場合が最大５００万円となるものでございます。 

以上でございます。 

○６番（稲留光晴議員） もう１点、高断熱というのがあるんですが、それは今回ある

んですか。 

○企画政策課長（渡邊正一君） こちらの高断熱の加算につきましては、令和６年度ま

での環境配慮型の部分の補助金につきましては該当がありました。ただし、令和７

年度から改正をさせていただきまして、現行の制度では、家屋の建築において、そ

ういった環境に配慮することという部分が標準化されたものですから、令和７年度

からはこの加算金については該当がないようになっているものでございます。 

以上でございます。 

○６番（稲留光晴議員） 該当はないと、標準化されて。ということは、７年度からの

部分は標準化されて、該当のあるやつとないやつとそこ辺がよくわからないので説

明をお願いします。 

○企画政策課長（渡邊正一君） 答弁が明確でなくて大変恐縮でございます。令和７年

度の新しい制度につきましては、環境配慮型に対する加算金は制度がないというこ

とでございます。先ほど答弁しましたことと重複いたしますが、家屋の建築におい
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て、そういった環境に配慮することという部分が法制化されたものですから、補助

金においても、これが標準化されるということで加算金という形では制度化してお

りません。その分、若者等のマイホーム取得が物価高騰等の関係で、今、困難な状

況になっていることから、総体の最大額を５００万円に引き上げさせた改正内容と

なっております。 

以上でございます。 

○６番（稲留光晴議員） 先ほど、町長のほうからデータをいただいて、令和５年度が

人口増加が４０人、令和６年が２２人、令和７年度は途中で１５人ということであ

ります。やはり社会減ですよね、転入・転出ありますが。転入者を増やすための問

題点についてお尋ねしたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） 自然減と社会減があって、社会増減の中ではこういった住宅政

策を通して、本町の人口が転出するところはある程度抑制されて効いていると捉え

ておりまして、令和７年度の現時点においては、大崎町民の転入と転出を比較する

と、プラス５人になっているという状況でありまして、そういった住宅政策の効果

も出てきているのかなと把握していることと、それから仕事があるということが非

常に大切でありますので、そういった面で企業誘致に取り組んできたり、これから

もそういったところを努力していくわけでありますけども、そういったところが主

な要因ではないのかなと思います。 

○６番（稲留光晴議員） やはり働く場所の確保が重要だというふうに私も思います。 

移住者の定着率といいますか、やはり長く住んでほしいというのがありますが、

定着率についてはどういうお考えを持っていらっしゃいますか。 

○町長（東 靖弘君） 外部から大崎町に転入された方が、仕事を通して何名ぐらい定

着されておられるか、５年以上なのか、１０年以上なのか、そういった定着率とい

う面ではデータを把握していないところであります。 

○６番（稲留光晴議員） データを把握されていないということですね。新しい家を造

って、町の補助金を受けて何年、都城市の補助金制度を見ますと、今は敷居が高く

なったという話を聞いておりますが、お金をいただくのは５年以上定着して市内で

仕事をされている人という条件が付いておったような気がいたします。この制度を

ですね、中古住宅、新築住宅で大崎町のほうが補助金がいっぱいいただけるから、

大崎町のほうに転入してきた方もいらっしゃるわけですね。定着するかしないかわ

かりませんけど、仕事を持っていらっしゃってずっと住むんだと、５年住まないと

最終段階で補助金の総額は補償できないよとか、そういったことも必要なのかなと

思うんですが、そういうお考えはどうですか。 

○企画政策課長（渡邊正一君） 定着に関する御質問でございました。 
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今、現行制度の定住住宅取得補助事業でございますが、御参考までに、引き続き

大崎町に５年以上居住する意志があることという制限は設けさせていただいており

ますので、こちらの補助金を活用する際には、当然のことながら５年以上は居住し

ていただくものだという前提で補助をさせていただいております。 

また、そのほか、居住地の自治公民館に加入することという要件も付けていると

ころでございまして、こちらのほうも遵守をしていただいていると認識を持ってお

ります。 

そのほかの要因といたしましては、先ほど町長のほうから答弁がございましたよ

うに、そのほかの情報としては捕捉をしていないというところでございます。 

以上でございます。 

○６番（稲留光晴議員） これは補助金申請をもらうに当たって確約文書でサインを、

誓約書等を町のほうはもらっていると思うんですが。今までの中で、５年以内に転

居されたとかそういう方はいらっしゃらないんでしょうね。支給金額はどの時点で、

この補助金は転入された方にお支払いをするんですか。 

○企画政策課長（渡邊正一君） 金額の確定の時期の御質問でございます。 

対象者の方々の皆様から、企画政策課の窓口に補助金申請書を提出していただき

ます。その際に、実際にかかった費用、例えば契約書とか、そういった書類等を合

わせて提出をしていただきます。その際に、一旦、申請書を受理して、住所要件、

それから世帯内の家族の構成、それから建築費用等といったものを課内のほうで審

査をさせていただいて、最終的に決裁終了時に金額が確定するといったところでご

ざいます。 

以上でございます。 

○６番（稲留光晴議員） 町のほうでは決裁ですね、申請が終わる。あとは転入者等の

新築であれば建築確認書等を確認して、家が完成した時点なのか。そこをお尋ねな

んですが、いつの時点で審査をして、審査後、何日後、そういった支払期日という

のはあるんですか。 

○企画政策課長（渡邊正一君） まず、住宅そのものの要件といたしまして、登記をし

ていただく必要がございます。当然のことながら登記をしていただいて、その後に

町のほうに申請をしていただくというのが、まず１つございます。 

それから、先ほど答弁いたしましたように、住居物件について、取得した住宅情

報について申請をしていただくというわけですが、申請後、おおむね１か月以内に

は支払うようにしております。 

以上でございます。 

○６番（稲留光晴議員） わかりました。 
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やはり社会減少に対してはこういった手当ができるところからですね、ホームペ

ージ等で本町のこういった補助金があるということで広報等も大いに利用していた

だいて人口増加を増やしていただきたいと考えます。１番目は一応これで終わりま

す。 

２番目について入りたいと思います。国保税についてです。令和５年度から国保

税算定方式が、４方式から３方式に移行となりました。現在までの各年度の調定額

での保険税納入状況、収納率、滞納推移はどうなっているかをお答えください。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

令和５年度から７年度までの保険税の課税ベースと納入金額、収納率、そして滞

納推移はどうなっているかということですが、現年度分課税における調停額、収入

済額、収入率、収入未済額を、令和５年度、令和６年度、令和７年度の順に申し上

げます。 

まず、令和５年度ですが、調定額２億５,４６９万２,０００円、収入済額２億４,

４３２万９,８７６円、収入率９５.９％、収入未済額１,０３７万６２４円です。 

次に、令和６年度ですが、調定額２億３,１０１万１,１５０円、収入済額２億１,

９５９万２,２２４円、収入率９５.１％、収入未済額１,１５３万２,７２６円です。 

最後に、令和７年度は、年度途中のため８月末現在の状況になりますが、調定額

２億４,９２０万８,３６０円、収入済額９,５５３万６,２８６円、収入率３８.

３％、収入未済額１億５,３６７万２,０７４円という形で推移しております。 

全体的に収入済額は減少傾向であります。また、収入率につきましては改善傾向

ではございますが、目標としている収入率には届いていないところでございます。 

以上でございます。 

○６番（稲留光晴議員） 令和５年、６年、収入率が９５％、目標としている収納率に

は届いてない状況というところで説明をください。 

○税務課長（谷迫利弘君） お尋ねの、目標としている収入率に届いてない理由という

御質問だと思いますが、これについては、目標は９６％なんですけれども。 

暫時休憩をお願いします。 

○議長（吉原信雄議員） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時２７分 

再開 午前１０時２８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 再開いたします。 

○税務課長（谷迫利弘君） 申し訳ありません。 
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保険税の課税については、所得階層の低い方が多いということもありまして、賦

課に対する納付が難しい人たちが多いというのが大きいところかと考えております。 

以上です。 

○６番（稲留光晴議員） 次に、質問を変えたいと思います。 

国保の被保険者が７５歳以上になって、後期高齢者のほうに移ると。団塊の世代

といわれるようにですね、２０２５年度はそういうふうにいわれるんですが、一番

被保険者が多かった方が後期のほうに移られて、国保の被保険者の減少に伴って歳

入のほうも減になるんですが、被保険者の減少というのが一番多いんですよね、何

人減少して、どのくらいの減となっていますか。 

○税務課長（谷迫利弘君） 被保険者数の減ということですけれども、令和７年度の現

在の被保険者数、これは７月現在でございますが、２,８９１名。１年前の令和６

年度の実績で申しますと、２,９４６名でございます。 

以上でございます。 

○６番（稲留光晴議員） 令和７年度はまだ途中ですよね、ですから今年が一番減る人

数は増えていますか。令和５年から、５、６、７とすれば。 

○税務課長（谷迫利弘君） お答えいたします。 

被保険者数は年を重ねるごとに減少しております。理由は、先ほどもありました

ように団塊世代の国保の方が後期高齢者医療保険に移行したというのが一番大きな

要因でございます。 

以上でございます。 

○６番（稲留光晴議員） 減少に伴って歳入減なんですが、先ほどお聞きした調停額も

減っているということですよね。 

○税務課長（谷迫利弘君） はい、そういうことになります。 

○６番（稲留光晴議員） 歳入の減にしても、収納率の低下と納入状況が悪くなる。そ

の中で県のほうから保険者に対してこれだけ支払ってくれという方式になっている

んですが、歳入減の場合の対策というのはどういう状況になっていますか。 

○税務課長（谷迫利弘君） この保険税は、県に納入する事業費納付金というものの財

源になっております。ここの財源を確保するために必要な、税が一番メインになる

んですけれども、これを確保するために必要な税率を定めて、今運営しております。 

不足したときの要因としては、今、国保の基金がございます、それの取り崩しに

なろうかと思っております。 

以上でございます。 

○６番（稲留光晴議員） 繰り入れをやるということですが、国保税について私はお尋

ねしているんですが、７５歳以上になると国保から後期高齢者への移行で、団塊の
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世代の方が後期のほうになられますと後期高齢者医療保険料を払うわけですね。国

保の会計が減になった分だけ７５歳以上が増えて、後期高齢者医療保険料が増える

と。これは国保会計の減少イコール後期高齢者も増えた分と。端的にイコールでは

ないですよね。そこあたりを説明してください。 

○税務課長（谷迫利弘君） そうですね、それだけはないと考えています。ほかにも要

件といたしまして、社会保険への加入要件が緩和されてまいりました。例えば短時

間労働者については、従業員数がかつては５０１人以上という要件があったんです

けれども、今現在では５１人以上とか、労働時間についても週２０時間以上という

ような感じで要件が緩和されてきて、社保への加入が増える。したがいまして、国

保の被保険者が減るということで、保険税としての調定も減っていくというのも１

つの要因であろうと考えております。 

以上です。 

○６番（稲留光晴議員） 了解いたしました。 

それでは、最後の、介護保険についてお尋ねをしたいと思います。南日本新聞の

８月３１日日付にですね「介護保険持続９７％危惧」というふうな文字があるんで

すが、全国自治体のアンケートを共同通信社がやっておりまして、本町では町長は

どういうふうにお答えされたのか、認識をお聞かせください。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

８月３１日の南日本新聞に掲載されました共同通信社アンケートについての御質

問でございますが、本町でも、大半の自治体同様、介護保険サービスの提供体制の

持続については危機感をある程度感じていると回答しております。その理由としま

しては、本町の高齢者数はピークを過ぎたものの、団塊の世代が後期高齢者に移行

したことにより、介護サービスの事業は当面高い水準で推移することが見込まれる

中、他の職種と同様に、介護サービス事業所においても人材不足が生じていること

から、支え手が不足するという危機感を感じているためであります。そのため、介

護事業所の撤退も危惧されますが、既に小規模多機能型の介護事業所が、昨年度閉

鎖しております。また、公費保険料、利用者負担のいずれかに引き上げに関する質

問につきましては、容易に回答すべき内容ではないと感じたため回答を控えさせて

いただきました。町としましては、今後も国の動向に注視しながら、制度を維持す

るために必要な支援策について研究する必要があると感じております。 

以上です。 

○６番（稲留光晴議員） 介護サービスの費用に対してどういうふうな負担軽減という

か、介護サービスの費用は一番には利用者負担、４０歳以上が支払う保険料、国と

地方の公費、税で賄っている。公費や保険料の負担、利用者負担のいずれかの引き
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上げを検討すべきだというのが４０％あるんですが、町長はどの負担をしたほうが

いいかと、私は聞き取れなかったのでお願いします。 

○町長（東 靖弘君） 詳細につきましては、担当課長のほうで説明させていただきま

す。 

○保健福祉課長（岩元貴幸君） 今の御質問でございますが、公費保険料、利用者負担

のいずれかの引き上げに関する質問でございますが、我々としてもどれが妥当性が

あるのかというのはなかなか回答しづらいということで、明確にどれを上げるべき

と答えていないところです。 

以上です。 

○６番（稲留光晴議員） 明確にできないという中でですね検討を求める市町に優先的

な施策を２つまで尋ねると、国の負担割合の引き上げが８４％と、最も多い。利用

者負担による３割の対象額が予算に乗せる、利用者負担を原則２割に引き上げると

いうのが１２％というようなことですが、今私が申しましたこれには全然お答えに

ならなかったということですか。 

○保健福祉課長（岩元貴幸君） はい、そういうことになります。どちらとも言えない

という項目がございまして、回答させていただいております。 

以上です。 

○６番（稲留光晴議員） ８４％の自治体の長の方がですね８４％は国の負担の引き上

げを求めているんですが、どちらとも言えないとはっきりされていないというのも

私はどうかなと。住民からしてみれば、住民の負担も増やしたくない。国の動向と

いうのを言われましたけど、そこへんははっきりアンケートに答えられるべきじゃ

ないのかなと私は思いますが、いかがですか。 

○保健福祉課長（岩元貴幸君） 今、公費、保険料、利用者負担ということですが、当

然、保険料、利用者負担というのは住民の皆様に直接影響があるものですし、公費

といいましても、最終的には何らかの財源を国が得るということは、我々の税金に

も関係することだということでしたので、現時点ではどれがいいという判断ができ

なかったというのが今のお答えの理由でございます。 

以上です。 

○６番（稲留光晴議員） この中でですね外国人の介護スタッフが欠かせない貴重な存

在となってあるんですが、これはどうお考えですか。 

○町長（東 靖弘君） 少子高齢化の進行に伴って介護人材の確保が喫緊の課題となっ

ているということで、特に２０２５年問題を迎えて団塊の世代が後期高齢者となる

ことで、介護サービスの事業はさらに今後増加することが見込まれております。 

このような中、鹿児島県内においては介護職員の有効求人倍率は高水準で推移し
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ていて、慢性的な人材不足が続いているものと認識しております。こうした状況を

踏まえ、外国人介護人材は地域の介護現場を支える貴重な存在となるものと認識し

ております。 

なお、本町の介護現場においても、３年ほど前から外国人の介護スタッフを入れ

た施設が２つあることを確認しております。 

以上でございます。 

○６番（稲留光晴議員） 本町では６００人近い外国人の方がいらっしゃいますが、ど

この施設も介護スタッフの方が人材不足というところに陥っているというようなこ

とですね。それとまた、次の質問になるんですが、訪問介護サービスの基本報酬を

下げたわけですね、これも何年か前にも介護報酬について質問をしておりますが、

この新聞記事の中にですね訪問介護サービス基本報酬が下がったことに対して理解

ができないというアンケートの中で、理解できないとの回答は７５％に上がったと

の記事に対しては町長はどのようにお考えですか。 

○町長（東 靖弘君） 具体的な数字でありますので、担当課長のほうで答弁させても

らいます。 

○保健福祉課長（岩元貴幸君） 今おっしゃるように、訪問介護サービスの基本報酬が

下がったことにつきましては、我々としてもなかなか厳しい話ではあるなというふ

うには受け止めておりますので、そういった意味ではそういった対策を講じてほし

いと考えているということでございます。 

以上です。 

○６番（稲留光晴議員） 本町でも、２箇所、外国の方のスタッフがいるということで、

実態といいますか、こういった訪問介護の方の訪問介護サービス基本報酬が下がる

ということは、ヘルパーさんの報酬も当然、減になるというところから、ますます

人手不足を助長しているというように考えますが、いかがですか。この対策、どう

したらいいのか、わかる範囲でお答えください。 

○保健福祉課長（岩元貴幸君） 外国人の労働者につきましては、今現在は施設型のサ

ービス事業所において勤務していただいております。というのも、やはり、まだ訪

問サービス等に外国人が参入するのはなかなか厳しい状態でございまして、そうい

う意味では、今後、外国人もヘルパー事業とかに参入していただくような取組とい

うのも今後必要なのかなと感じているのが１点と、ヘルパーの事業所について、報

酬が下がっているということなんですが、ある事業所にも御意見を聞いてみたんで

すが、やはり必要なことですので、ヘルパーさん自体の賃金等については、なるべ

く確保できるように賃上げをやりながら、赤字経営にはなるかもしれないんですけ

れども、保っていけるように努力はしているということでした、事業所においては。
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我々としては、そういった事業所を、今後継続できるような支援策を今後勉強して

いかないといけないと考えているところです。 

以上です。 

○６番（稲留光晴議員） 最後にお尋ねしたいんですが、この記事の中にですね都市部

と地方の訪問介護の違いについて、訪問介護は地方はですね１軒、１軒訪ねるケー

ス、あと、都市部はサービス付き高齢者向け住宅などに入居している複数の高齢者

を短時間で廻れるケース。それによってやはり経営効率に差が出ているということ

で、国は都市部のほうは基本報酬の引き上げを、収益があるから引き下げるんだと

いうようにいっているんですが、地方は逆に、１軒、１軒の移動に時間がかかる、

また、１時間だった時間も４５分に短縮されるとかいうようなことがあって、施設

に入る報酬が下がって、ヘルパーの方への給与というのも、なかなか一般的な給与

体系より大分低いという状況がありますが、今答弁を聞いても、なかなかそこへん

では施設内の実態というのはわかりづらいという面もあるんですが、あと１０年し

ますと私なんかも介護状態になって在宅にヘルパーさんを頼むとか、実際そうなる

年齢になってきているんですね。ですから、なかなかそういったところは人手不足

とかそういうのが目に見えて、今の現状を考えますとそういったところも町として

も何とかせないかんというように思います。 

町長に質問ですが、在宅で末永く生活するというのが理想なんですが、そこへん

では先のことはわかりませんが、今、私が申し上げましたようなそういった、自分

もその年代になってきている状況を見てですね、今のこういった介護サービスとい

うことについての最後にお聞かせください。 

○町長（東 靖弘君） 自分も高齢者でありますけれども、介護保険制度がスタートし

た２０１２年だったと思いますけど、スタートした当時、高齢者はどんどん増えて

いく、要支援・要介護者が増えていく中で家庭で介護する負担が非常に多いという

こともあって、この制度はスタートしてまいりました。 

先ほどもありましたけれども、介護保険全体が国が５０％であって、県と町が２

５％する、あと残りを１号被保険者、２号被保険者という形で保険料を負担すると

いう仕組みでスタートしたところなんですけれども、国や町という割合ではなくて、

被保険者の負担割合がどんどん高くなってきているという現状で進んでいると思っ

ています。介護保険も実際、認定者等に対しての負担といいましょうか、介護者を

負担する上についても１０％となっておりますので、こういったところも引き上げ

をといったことが論議されていることも承知しております。負担の部分は非常に厳

しい状況があって、いろいろ制度的にも改正されていくのかと思います。 

また、先ほど出ましたように、施設入所者に対する支援する人たちの職員の人数
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といったところも、なかなかそこに就労する人々が少なくなってきていると。募集

も問題もありましたけれども、国の制度としては改正したこともありますけれども、

なかなかそこに就労する人たちが少なくなってきていて、そしてかつ、今現在、外

国人の方々がそういった学びをしているという状況であって、人生の中の後期高齢

期に対する、こういった制度上の運営はなかなか厳しい境遇に立っていると認識し

ております。 

その中で、より高齢期を健康で過ごしていく、できたら在宅で過ごしていくよう

な施策をやっていくということは、また、今後、そういう取組をやってまいります

ので、そういう中で家庭で高齢期を過ごす時期が長くなるような施策も必要である

ことと、やはり予防医療といいましょうか、健康を維持する中での健診業務もあり

ますけれども、そういったこともこまめに推進しながらやっていくことが行政の役

割かなと思っております。 

以上です。 

○６番（稲留光晴議員） ありがとうございました。 

以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（吉原信雄議員） ここで、暫時休憩いたします。１１時５分から再開いたしま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５４分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 休憩前に引き続き、再開いたします。 

次に、１１番、鷲東慎一議員の質問を許可します。 

○１１番（鷲東慎一議員） それでは、通告に基づき、大枠３つの点をお伺いさせてい

ただきます。 

まず、初めに、先般の６月議会の同僚議員の一般質問の返答で、次期町長選には

立候補せず、６期目の今期限りで勇退する意向を表明されました。平成１３年、２

００１年の当選以来、本町の町長として６期２４年の自らの総括をどのように考え

られているのか。昨今、大手メディアでいわれる選挙の総括ではなく、町政、町民

に対する政策の総括について、まず、お聞きいたします。 

○町長（東 靖弘君） 町長としての任期中の政策・施策が、住民福祉にどのように寄

与したかとの御質問であります。 

住民福祉を広い解釈として、政策・施策が住民が住み続けたいと思えるまちづく

りにどう寄与したかということとして捉えております。政策といいますか、私の推
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進するまちづくりの方向性については、これまでの町長選挙への出馬に当たり掲げ

てきた私の公約の中で示してきたと思っておりますが、そういった認識で答弁させ

ていただきたいと思います。また、総括ということですので、６月議会の中倉議員

からの一般質問への答弁と重複する部分もあるかと思いますので、そこは御了承い

ただきたいと思います。 

これまでの具体的な施策・事業等については、公約実現のために取り組んできた

ものと、その時々の環境や状況によって取り組まなければならなかったものと、こ

の２つがあったと思っております。就任当初は市町村合併という苦渋の決断を迫ら

れる大きな課題に直面し、住民投票の結果、単独の道を進むことになりました。ス

ーパースタジアム構想や観光制限の創出などを公約に掲げる中でしたが、厳しい財

政運営が迫られ、町立保育所の民間移管や中学校の統合問題など、その後の町政運

営に大きく関連する課題に協議を要することも多く、当初に掲げた公約の推進は厳

しい局面がありました。 

そのような中でも、金型企業や地元企業の立地を生かし雇用促進が図られたこと、

大崎中学校、菱田中学校のプール改修や持留小学校の校舎改築など教育施設の整備

など実施できたことについては一定の成果を上げられたと感じております。 

３期目当初には、口蹄疫の発生により本町の農業・畜産に大きな影響がありまし

たが、県、近隣市町、農協、共済組合など関係機関が一体となって町内での発生を

食い止めることができたことで、本町だけでなく県内の多くの畜産業、農家を守る

ことができたと思っているところでございます。 

また、畜産業への支援拡充のため、私の任期の中で初めてプレミアム付き商品券

発行事業を取り組んだのもこの時期でございました。 

平成２３年の東日本大震災発生後は、被災地大船渡支援の職員派遣を行い、現地

の復興支援に助力する傍ら、町職員が実勢の被災状況を見たことで、大地震の怖さ

や住民生活に及ぼす影響を肌で感じ、職員の防災意識の芽生えや、その後の防災・

減災政策に生かされていると思っております。 

また、大崎救急分駐所の開設や、就任当初からの課題であった中学校統合問題も、

多方面の御理解と御協力をいただき、大崎中学校の大規模改修による学舎の整備と

新制大崎中学校をスタートすることができ、未来を担う子どもたちの教育環境の整

備が進められたと思っております。 

子育て環境の充実や定住促進に関連いたしましては、３期目の就学前乳幼児医療

の無償化に始まり、平成２４年には小学校６年生まで、平成２６年には中学校３年、

平成２８年には高校３年生までと、段階的に対象を拡充できたこと、令和元年に国

の子ども・子育て支援法の改正により、一部の年齢・世帯に限った幼児教育・保育
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の無償化がなされましたが、令和５年４月に、町独自にゼロ歳から小学校就学前ま

での無償化を実現し、併せて、昨年度４月からは給食についても、その費用の無償

化を実施できたことは、若年世帯移住の１つのＰＲとなるとともに、子育て世代の

住民の方々から評価をいただけると思っております。 

そのほか、野方インターチェンジの供用開始、平成２６年度、道の駅野方あらさ

のの開設、特定優良賃貸住宅シャルム文化通りの供用開始といったものを、住民の

皆様と協力しながら実現してきました。 

５期目から６期目にかけては、全国の寄附者からいただいておりますふるさと納

税を、より積極的に活用しながら公約の実現と住民の方々からの声を形にすべく力

を入れて取り組んでまいりました。 

リサイクル未来創生奨学金制度の創設、平成３０年１１月。全小中学校への空調

設備の導入、定住化促進、農業生産基盤の整備、鳥獣被害対策、ジャパンアスリー

トトレーニングセンター大隅のオープン、農業公社やスポーツ観光おおさきの設立、

高校生の路線バス定期券購入補助や免許証返納者等に対するタクシー利用券の交付、

学校給食費全額無償化など実現でき、町民の皆様の福祉の向上に一定の成果を感じ

ているところでございます。 

また、地域資源の活用やスポーツと観光おおさきを結びつけ展開しております各

種事業につきましては、大隅スポーツ交流拠点プロジェクトの立ち上げから取り組

んでまいりました。ビーチバレーボールが国民体育大会の正式競技となり、また、

その会場として本町が採用され、県内外から高い評価と、大崎町を全国に発信する

貴重な機会へつながりました。そして、毎年２月に開催しておりますＪＡＰＡＮ 

Ａｔｈｌｅｔｅ Ｇａｍｅｓ大崎においては、国内の有望選手に参加いただき、観

客を含め多くの来場者が見込める事業に育ってきていると感じております。資源リ

サイクル、ＳＤＧｓ、ふるさと納税、スポーツと観光を核とした未来へつながるま

ちづくり、稼ぐ自治体づくり、移住定住など、６期２４年にわたり公約を政策とし

て実現するため、多くの事業の展開に努めてまいりました。６期２４年という長い

時間の中で、１００％ではありませんが、公約を政策に反映させ、大崎町と大崎町

で生活されている町民の方々の福祉の向上に努めることができたと思っております。 

平成１３年１２月から町長に就任させていただきました。町長に就任するに当た

って、自分で町民の皆様方に訴えてきたことは、それこそまちづくりに挑戦という

ことで町を活発にしていこう、いろんな人が訪れるまちをつくっていこうというこ

とで一生懸命努力してきたつもりです。そういったことで町内の隅々を周りながら、

まだ、その時代は、そのとき２４年も前でありますので、かなり地域の隅々に高齢

の方々がたくさん住んでおられる、交通の不便なところで年金者の方々がたくさん
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おられるといった生活実態にも直接触れてまいりましたので、そういったところを

踏まえながら一隅の照という、そういった自分なりの信念を持って地域の隅々に住

んでおられる方々に日が当たるような政策をやっていきたい。道路の整備にしても、

下水排水にしても整備したいという思いがあって、町内を何回も何回も訪問させて

いただきましたが、廻ったことは非常によかったと思っております。今でも鮮明に

覚えておりますし、そしてまた、それに基づいて少しずつ生活環境の整備に取り組

めたこともよかったと思っております。そういう強い思いを持ちながら調整をいた

しましたけれども、やはり２４年の中では時代の変遷といいましょうか、先ほど説

明しましたような大きな課題がどんどん、どんどん持ち上がってきて、その対応に

職員も苦慮したり、また議員の皆さん方の御協力をいただきながら改善できたりと、

本日までやれてまいりました。本当にありがとうございました。 

○１１番（鷲東慎一議員） 一番、私が最初、議員になったときも言ったんですけど、

町長の施策の現状に対しては評価していますということを言った覚えがあるんです

が。２４年間の間にいろんなことを多分されて、今、町長が言われましたけども、

余りたくさんのことを私が言う必要もないと思うので、幾つかピックアップして再

度お聞きしたいと思うんですけれども。町長が一番最初町長になったときに、ＳＮ

Ｓとかいろいろなものをいろいろと調べたときに、大崎スーパースタジアム構想と

いうことで、要はジャパンアスリートトレーニングセンターの誘致ですね、これを

県庁に日参して、知事としょっちゅう話をしてお願いをして成し遂げたこと。やは

り、これは町長が最初に公約として大きく掲げた部分の大きな成功の１つだったん

じゃないかなと思います。 

私が東町長が町長になったときに思ったのが、合併問題がありましたよね、先ほ

ど２期目と言いましたかね、あったときにやっぱり町を二分するような、確か合併

賛成・反対の投票があったと思うんですが、合併の問題に対して、ふるさと納税に

ものすごく力を入れて、今、自主財源が大幅な増加で町としても、いい経営状況に

なっているとは思うんですが、当時はものすごく苦しかったと思います。それを踏

まえて、合併問題については町長の総括といいますか、今後の方向性も含めてどの

ような御所見を持っていらっしゃるか、そこの部分だけもう一度お聞きいたします。 

○町長（東 靖弘君） 就任した当初から、すぐ市町村の合併問題がスタートいたしま

した。前任の町長から、そこまで詳しく聞いておりませんでしたので、それでも合

併協議会をつくって進めていくということでありました。法定協議会の中に入りな

がら、職員も派遣しながら取り組んでまいったところでありますが、どうしてもそ

ぐわない面といいましょうか、町民の皆さん方にいたしましても、このままでいい

んじゃないかという声も非常に高かったことも事実であります。その要因としては、
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当初は３０年に１回合併をしております。野方を中心としていろいろ合併をやって

いて、そこの中で合併に対しての様々な所見をお持ちの方も非常に多かったと思っ

ております。それだけでなくして、町境に住んでいる町として、合併問題について

は東串良町と合併したほうがいいじゃないかとかいう意見もあったのも事実であり

まして、そういったところも当時は議会にもいろんなそういった御意見があること

もお伝えしたと思っております。 

いろいろある中で住民投票を請求するということで上がってまいりましたので、

住民投票を実施いたしました。結果としては、１９票の差で合併反対というほうが

多かったと思います。私はそういった結論に対しては、１票であれ２票であれ、そ

ういった方向で進めていくということは覚悟しておりましたので、そういう選択を

させていただきました。そして、その後も何回も何回も、当初あった志布志、有明、

大崎の合併を進めるべきだという議員の皆さん方の声、そして、一定の議決といい

ましょうかそういったことも何回も繰り返されて、それに基づいて志布志、有明の

関係の方々と協議をしたこともありますが、最終的には、１回そういう結果が出て

おりますので、単独を選択するんだという決意したところであります。小泉総理の

三位一体改革がありまして、我が国の財政は非常に厳しいといった中で、特に町立

の保育所ばっかりでしたので、町立保育所を民間移管するということを大前提にし

て打ち出されてまいりました。その中で、大崎町は公立の保育所を民間に移管して、

そして現在の姿になっているわけでありますが、それをやらないと措置費を切ると

いうこともあったと思っておりましたので、やはり厳しい攻めもあったということ

も自覚しております。 

結果的に、私は単独を選択してよかったと思っております。いろいろ思いがある

と思いますけれども、職員も「なにくそ」というところで行政改革を一生懸命やっ

てくれましたし、議員の皆さん方も協力していただきましたし、大崎町という町が、

町を何としても維持していく、発展させていくということをみんなでがんばれると

思いました。もちろん反対も多かったわけでありますので、その方々の御理解も必

要でありますが、向こう１０年間の財政シミュレーションといったのをつくりなが

ら、各集落を廻りながら、大崎町の向こう１０年間の財政はこうなりますというこ

とも説明をしてまいりました。その中で厳しい行財政改革をやるということを説明

してまいりまして、御理解をいただいたということがあります。 

それこそ平成１７年、１８年が合併のピークでありました。その後、中学校の統

合が入っていたんですけど、やはり財政が厳しいということが、いかに町政の運営

に対してきついか、発展できないかということを十分に感じておりました。職員が

あれをやる、これをやるということを提案してくれましたけども、お金がなくて、
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本当に悪いけど来年に回して、再来年に回してということで先送りをして、職員と

の信頼関係も失われるという状況もあったかなと思っております。そこから時が流

れてきて、鹿児島県が平成２０年にふるさと納税を県主導でやるということであり

ましたので、鹿児島県が東京、大阪、福岡に職員を派遣して、ふるさと納税は鹿児

島県がすると、そして、集まったお金は、６割は市町村に、４割は県にということ

でありましたが、やはり出身地でないところに寄附をするということはなかなか皆

さんの思いとは違うのでたくさんの寄附金をいただくこともできませんでしたし、

平成２７年の年度末に鹿児島県がふるさと納税の推進協議会を解散するということ

でありましたので、ここからはやれるということで、平成２７年から本格的にやる

ということでありました。やはり財政力を強くしたいというのがありました。であ

ればということで、このとき、大崎町の職員と県の職員の人事交流をやりながら、

県から地域づくりに精通した方に来ていただいて、２年間ほど手ほどきを受けまし

た。職員も手ほどきを受けて、２７年度でふるさと納税をやりますということで、

職員もいっぱい事業者のところを廻って、そしてパソコンの使い方も教えながら一

生懸命やってくれました。我々も県からの方々に教えを請いながら、県庁の記者ク

ラブでそういったふるさと納税にあった、これがきっかけで２７年度は全国的にも

町村の部で１位になったと思いますけども、１位か２位になったんですが、そうい

ったところにつながって、そこから町税と同じような税収を確保できるようになっ

て町政が運営できるようになってきた、様々な事業に対応できたというのは、この

ふるさと納税のおかげだと思っております。 

合併問題をどう考えていたかということでありますけど、そういう思いで取り組

んできて、そして一致団結して大崎町をＰＲできてきた。外部からも大崎町という

知名度は非常に高まってきたと認識しております。 

以上でございます。 

○１１番（鷲東慎一議員） 町長の一隅の照、一隅を照らすと。今朝、町長に名刺を渡

しました。私は最初に議員選に出たときに、たまたま档ヶ山に落ちていたんですよ、

廃屋に町長の名刺が。多分、初期のやつですよね。「皆さんの声を聞きます」とい

う、最初の町長選のときの当時の名刺だったと思いますけども、大分褪せてはおり

ましたけどもきらっと光っておりました、東という名前がですね。 

また話は変わるんですですけど、市町村合併は、私も普通に合併するものだと思

っていました、当時３０前後ぐらいだったと思います、合併問題のとき。私は賛成

を投じました。合併するのが当たり前だろうと、志布志、有明、大崎、まさか松山

が入るとは思っていませんでしたけれども。今、現状を見てみるとですね、本当に

頑張られたんだろうなと、この財政状況を見てですね。結果としては、今、町長が
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言われたように、私も単独で今、行っているほうがやっぱりよかったのかなという

ふうには感じている。実際、財政指標とかいろんなものを見せてもらっていますけ

ども、単独でよかったんじゃないかなという認識も持っております。 

やはり財政面でふるさと納税ですよね。議会でも研修とか行きますけど、前も言

いましたけど、泉佐野市とか大崎町のおかげであれだけ伸びたと。近隣市町がこれ

だけふるさと納税が伸びたのはウナギの絡みですよね、志布志市とか、東串良も伸

びていますけども、都城は牛とか豚とかですけれども。やはりそういう波及効果は

やっぱり大崎町の町長が行われたふるさと納税の意味合いが大きいのかなと本当に

多大に感じております。 

先ほど町長が全体的に言った部分の中のまとめじゃないですけど、東九州自動車

道の野方インターチェンジですね、これは町長が独自に持ってこられた。大崎イン

ターしかなかったのを、合併のときの３０年前のその思いもあったのかもしれませ

んが、野方に持ってこられた意味合いはやっぱり大きいと思っております。あとジ

ャパンアスリートトレーニングセンター、これは先ほど言ったように、町長が最初

から大崎スーパースタジアム構想を実現された１つ、あと資源リサイクルですよね、

今、日本一。課題もあるんですけれども、この前、たまたま、別会議で鹿屋市議会

の花牟礼議長とお会いして、もともと知っていましたので「鷲東君、うちに電話が

あったのよ、ごみの研修をさせてくれと。うちじゃないですよ、大崎町ですよと言

って。君のところはやっぱりすごいね」と、私がしたわけじゃないんですけれども。

それぐらい、やはり大崎町というのは資源リサイクルに対していろんな方向で目立

ってきているんだろうなと。それがまた、ふるさと納税やいろんな部分へ波及効果

が行われているだろうなと、そこは本当に多大に町長の今までの、ちょっと褒めま

すけれども、すばらしいんじゃないかなと思います。 

次に、６期目の公約の結果と達成度、本年度について御質問に移っていくんです

けども。町長は６期目の公約として、これは新聞等でも出ておりましたし、４本の

柱と１０個の施策で出しております。簡単に言いますと、公約として、施策として

ですね資源リサイクル、ＳＤＧｓ、ふるさと納税、スポーツと観光を核に未来につ

ながるまちづくり、２つ目に、農林水産業の振興、農業生産基盤の整備、農業公社

設立、新規就農者支援、基幹作物導入、有機農業推進、有害鳥獣被害対策、３つ目

に、稼ぐ自治体づくり、地域経済循環型のまちづくり、４つ目に、教育環境の充実、

児童・生徒の国内外交流の推進、５つ目に、産学官民連携で事業推進、これはやは

り産学官民の民が大事なんですよね。いろんな市町村を見ると、国もなんですけれ

ども、産学官連携と言うんですけれども、これは民が入らないと意味がないと思う

んです。産学官民連携で事業推進。６つ目に、移住定住、年少人口対策、７つ目に、



 

－ 85 － 

健康寿命、生涯学習環境の充実、８つ目に、防災・減災等、命と暮らしの安全対策、

生活環境の整備、９つ目に、行財政改革、多文化共生の推進、最後の１０個目に、

子育て支援、給食費の負担軽減、これは南日本新聞の、読売にも載っていましたけ

ど、という公約ですね。４つの柱の４本というのは、持続可能な開発目標、ＳＤＧ

ｓ、ごみリサイクル、ふるさと納税、ジャパンアスリートトレーニングセンター大

隅を活用したスポーツ観光振興という形になっているんですが、以上を踏まえまし

て、町長の達成度合い、１２月までありますから、まだ３か月ありますけれども、

現在の御認識、達成状況を含めた町長の認識をお願いいたします。 

○町長（東 靖弘君） お答えいたします。 

令和３年１２月からの６期目の総括として、公約の主要項目のＳＤＧｓ、資源リ

サイクル、ふるさと納税、ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅を活用し

たスポーツ観光おおさき、スポーツ観光振興等について、取組状況と主な成果につ

いてお答えをさせていただきます。 

資源リサイクルにつきましては、従前の取組を大事にしながら、住民の皆様がリ

サイクルに取り組みやすい環境整備に努め、令和６年度から町内３箇所に常設資源

ごみステーションを設置し、回収頻度の拡大に努めてまいりました。また、使用済

み紙おむつの再資源化を開始したしました。その結果、資源リサイクル率で、１６

回目の全国１位を達成し、当初の目的である埋め立て処分場の延命化に寄与できた

ものを思っており、住民の皆様の御理解と御協力に改めて感謝申し上げます。 

ＳＤＧｓに関連しましては、令和３年４月に、大崎町ＳＤＧｓ推進協議会を設立

し、サーキュラーヴィレッジ構想を推進したことにより、企業、大学等の視察や関

係人口の増加、体験型宿泊施設グルリの開業など、地域内外の連携と認知拡大につ

ながったところであります。 

ふるさと納税につきましては、平成２７年度から本格実施し、約８００品目の返

礼品を揃えています。寄附件数、寄附額は大幅に増加し、平成２７年度の約６万３,

０００件、約２７億円から、令和６年度には３２万４,０００件、約５５億９,００

０万円となり、県内市町村部門で１位を獲得いたしました。ウナギ、マンゴー、干

し芋などの特産品が高く評価され、リピーター増につながっているものと認識して

おります。 

スポーツと観光を核に、未来につながるまちづくりにつきましては、ジャパンア

スリートトレーニングセンター大隅の開所により合宿受入が増加いたしました。令

和５年３月には、スポーツ観光おおさきを設立し、令和６年７月に一般社団化して、

大会、合宿の誘致、地域連携、青少年育成事業を展開しているところでございます。 

農林水産業の分野におきましては、複数地区で圃場整備を実施計画し、令和６年
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４月には、大崎町農業公社を稼動させました。新規就農支援や研修、基幹作物とし

てのピーマンの導入、有機農業の推進、サツマイモの基腐病対策。有害鳥獣被害対

策では電気柵補助等の見直し、実施隊の設置など、多面的な支援を行っております。

また、畜産・水産分野にも支援を実施しし、総じて公約はおおむね達成できたもの

を考えております。 

稼ぐ自治体づくり、地域経済循環のまちづくりにつきましては、スポーツによる

交流とふるさと納税の活用により、地域内での経済循環を促進いたしました。スポ

ーツ観光おおさきによる合宿や大会誘致、選手向け弁当販売など、新たな経済の循

環も生まれているところでございます。 

ふるさと納税は、福祉、環境対策、教育、観光施設の整備や、地域応援商品券な

どに活用され、事業者による返礼品開発が地域経済の好循環につながっていると考

えております。 

教育環境の充実、児童・生徒の国内外交流の推進につきましては、小学校校舎や

屋内運動場の改修、冷水機や防犯カメラ、特別教室の空調設備など、施設改善を進

め、屋内運動場の空調は実施設計段階にあります。学習支援の一環として、なない

ろキャンパスを開設し、青少年の国際交流では、アメリカ、台湾、ベトナム研修へ

の派遣が実現できたところです。また、大崎中学校と台北市の大同高級中学との交

流協定も締結いたしました。 

産官学民連携につきましては、大崎町ＳＤＧｓ推進協議会や鹿児島大学、株式会

社リクシルと連携し、空き家利活用や資源循環の実証調査を継続しております。ま

た、鹿児島大学と連携し、夏休み・冬休みの期間、中学生を対象にした学力アップ

セミナーを開催しております。 

移住・定住対策につきましては、住宅取得、空き家リフォーム補助、賃貸住宅等

建設補助、空き家等バンク、野方分譲地整備に加え、若者等が働く場の確保のため

の企業誘致にも取り組みました。こうした施策は道半ばでありますが、本町が持続

可能な町であるための土台を建設することができたと認識しております。 

健康事業の環境づくりにつきましては、介護予防や健診の受診率向上にも力を入

れながら、健康の日と定めている１１月２３日にはウォーキング大会を実施し、健

康寿命の延伸を推進してまいりました。また、ウォーキングの習慣化を目指しまし

て健康アプリの導入も進めているところでございます。 

生涯学習環境の充実では、県の講座誘致や町主催の約２５講座を実施し、一定の

成果を得ていますが、今後は多様化や公設性のさらなる充実が求められているとこ

ろでございます。 

防災・減災等につきましては、自助・共助・公助を基本に、毎年、大崎町防災協
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議会を開催し、ＬＩＮＥをはじめ、多様な情報伝達手段を整備いたしました。防火

水槽・消火栓の整備、避難所の備蓄品や段ボールベッド、簡易トイレの導入、津波

避難訓練や防災講演会の実施などで避難態勢の強化を図っているところでございま

す。 

行財政改革につきましては、事業効果の検証に基づく事業見直しや公共施設の解

体・合理化を進め、令和５年度の組織改編で業務効率化を図っております。 

多文化共生社会の推進につきましては、６期目の就任当初から外国人住民が約２

９０名増加して、約５６０名となったことを受け、日本語教室の開設や、ミャンマ

ーなど出身の国際交流員４名の招聘による多言語対応、地域行事への参加促進を進

め、共生の基盤づくりを進めているところでございます。 

子育て支援につきましては、小中学校及び保育所等の給食費全額補助のほか、学

童を利用する低所得者世帯の負担補助や出産祝い金１０万円の支給、医療相談アプ

リの導入など、経済的支援及び伴走型相談支援の充実を図り、子育て世代の方々か

らは一定の評価を得ていると感じているところです。 

６期目の総括といたしまして、多くの事業を推進し、達成できた項目が多数ある

一方で、反省点や継続すべき課題も明らかになりました。議会との合意形成を重ね、

町民生活を最優先に取り組んだ結果、おおむね公約は達成できたと思っているとこ

ろでございます。 

先ほどの質問の中で、野方インターチェンジの開設についても触れていただきま

したので、若干説明だけさせていただきます。 

高速自動車道が、鹿屋、串良を通って志布志まで高速自動車道は整備するという

ことは国の方針、県の方針で打ち出されたんですが、大崎町の野方は高速自動車道

が通るだけで、全くインターチェンジもなくて通行するのを見るということであり

ました。計画変更もできないという中で、２０１５年に国の方針で高速自動車道は

税金で造ると改めるということで新直轄方式という方式になりましたので、そこで

チャンスが訪れてきて、野方の皆さん方の御協力をいただきながら現在のところに

インターチェンジを設置しようと、これはすごく国や九州整備局とかいろんなとこ

ろに足を運びながらいたしました。結局、県が負担するという形になりまして、全

額、県のほうで出していただいたところだったんですが、国土交通省に地元の国会

議員の紹介で行ったときに、道の駅を造ってもいいよというお話がありましたので、

そこで現在の道の駅を造るということで、結局、最終的は国庫補助は得られません

でしたけれども、インターチェンジを認めたのが地域活性化インターとして特に認

めようということでありましたので、それで下のほうに引っ張ってきて、今ある道

の駅ができているところであります。大体できるまで、１６年から運動して２６年
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の開設となり、１０年ぐらいかかりました。こちらも皆さん方の後押しを受けなが

ら、国や県にできたこと、本当によかったと思っております。 

また、ジャパンアスリートトレーニングセンターは、当初の構想でしたので、実

現できなければどうしょうというのもありましたから、当時の知事に行くたびにお

願いをしてまいりました。鹿屋市で会議があったときも、何回もこれ以上頼めない

と思うときに、最後の一押しということで、当時の知事と直接話をしたときに「わ

かった、やろう、やってあげよう」という感じでありましたので、そこで本当に喜

んだんですが、それから県も体制を整えてくれて、県議会に上げてくれて現在の姿

があるわけであります。粘りに粘って、そして高校もなくなったわけでありますか

ら、そういった責任もありながらやって、おかげさまでできたと。 

そしてまた、大崎町のリサイクルにしても、ジャパンアスリートトレーニングセ

ンターにしても、高速にしても利便性を共有しながら人が集まる町ができたと思っ

ております。 

以上です。 

○１１番（鷲東慎一議員） 本当に東町長だったからこれだけできたのかなと。南日本

のＳＮＳで速報で出たときに「名物町長」と写真がばんと出ましたけれども。本当

に名物町長と言われるぐらいにですね、市町村の会長もされていますし、本当に多

種多様な、国とのパイプも含めてですね、今までされたことの経緯に対してはもの

すごく評価しております。 

今やっている資源リサイクルを、今後、あと３か月の間に、町内３箇所、今、実

験的にされていますよね、前もこれは一般質問で言ったんですが、徳島県上勝町み

たいに常設の研修もできるような施設をすれば、先ほど鹿屋市の花牟礼議長が言わ

れていたようにいろんな議員研修とかいろいろな方が来られると思います。我々も

議員研修に行きます。行ったときに、やはりお金を払うんですよね。払うところも

あるし、払わないところもありますけれども、やはりそういところの循環があのお

金が入ってくる仕組みも考えた上での、もちろん町民の福祉の向上が一番なんです

けれども、そういうものをつくるのが一番いいんじゃないかなと思うんですが、こ

の部分の町長の御認識と、あと、ＳＤＧｓ推進協議会、これは副町長にお伺いしま

すけれども、今後、これはどのような形で持っていかれるのか。そこはちょっと不

透明な部分も多いんですね、企業版ふるさと納税も一般のふるさと納税と違って。

この部分をどのように考えていらっしゃるのか、この２点について、町長、副町長

にお聞きいたします。 

○町長（東 靖弘君） 徳島県上勝町のみどりリサイクル、本町とも交流がありますの

で、どういう仕組みでつくられているというのは本町を参考にしながらいろいろや
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っておられますけれども、１箇所で収集しているというところは非常にやりやすい

ということがありまして、このお話をいただいたときに、結論が出ているわけでは

ありませんけれども、上勝町の人口、面積、地形といったのがあります。上勝町は

山の中の中腹のところに役場があって集積所をつくったりしておられますので、世

帯数や人口数は１,０００人弱だと思いますので、そういった中で実現できている

と理解をしております。本町にそれを当てはめたときに、現在、新たに３箇所をつ

くったわけでありますけれども、それを全部１箇所でできるかどうかという課題も

ありますので、それができるか、できないかという議論もしておりませんけれども、

御意見は非常に参考にさせていただきたいと思っております。 

これまでもごみの収集につきましては、議員さんからいろいろ指摘もありまして、

各集落のステーションのほかに３箇所増やしてきておりますが、収集の在り方とか

いろいろ考えるべきことが、今後、高齢化が進むにつれてあるだろうと思っており

ます。１箇所がそれが可能かどうかということは、どうあるべきかというところか

ら含めて検討を要する事項ということになりますが、そういたしますとなかなか結

論は出せませんけれども、さっき言ったような地形的なもの、人口的なものがあり

ますので、そういったところを含めながら勉強をさせていただきたいと思います。 

○副町長（千歳史郎君） ただいま、ＳＤＧｓ推進協議会の今後の事業ということで、

私が代表理事ということで答弁をさせていただきたいと思います。 

この協議会が設立されたのが令和３年４月ということで、町、相信さん、そして

合作さん、６事業所で設立をしてサーキュラーヴィレッジ構想ということで、まず

は大崎町は何が一番頑張っていらっしゃるのかということで、今、合作の皆さんが、

大崎町は本当にすばらしい、環境問題については先陣を切って活動をされていると

いうことで、まず、環境の部分から進めていきましょうということで、これに同意

される企業の皆さんと３年４月に設立をして、そして協議会の事務局は合作のメン

バーに委託をして運営をしていただいておるんですけれども、そこの中で、この年

はこういうふうにやりましょうとかいうふうに計画をつくりながら現在やっている

ところなんですけれども、そこがまだ、委員さんもですけれども、町民のみなさん

にも、まだ、よく理解されていないということをこれまでもお聞きして、それから

やはり町民の方にＳＤＧｓ推進協議会は何なのかということをするということで、

今、マル大崎でいろんなワークショップを開きながら、そのときも鷲東議員さんも

草原議員さんも来られましたけれども、協議会が今やっていくこと、そして、今後

どういうふうに事業を進めていくのか。まず、サーキュラーヴィレッジ、循環でご

ざいますので、協議会がつくりました絵がございます、見られたと思いますけれど

も、それを循環していくということで自分たちが生産したものを、今度は消費する、
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そしてまた、消費した後、またそれをいろんなものに使って、ずっと循環すること

を考えながらやっていくんですけれども、今、その絵の中でも実際、ぐるりを宿泊

型の体験ということで、まず絵の第一歩だったと思いますけれども、そういうこと

をしながら、すぐにはできないと、大崎町は持続可能なということで視察にも来ら

れています。これも環境です、ごみのリサイクルを前面に出しながら、大崎町も知

名度も非常に上がって、外国からも研修に来ながら、そういうことをやっておりま

すので、今後はどういう事業を計画しながらやっていくか、これも議会にも示しな

がら、今年度はこういうことをやりますよとか、もう少し協議会の在り方というの

も今後はまた考えていかないといけないなということで、いつも職員にはＳＤＧｓ

協議会のメンバーには話をしているんですけれども、今何をやっているのかを議会

でも説明するということを今後はやっていきたいと思いますので、今、設立をして

４年ということになりますので、今後またいろんなことがあると思いますので、そ

のときはまた御指導をいただければ、我々のほうもまた勉強になっていくと思いま

すので、そこをまた指導をしていただければと思っております。 

質問に対して大まかなことを言いましたけれども、そういうふうで協議会の存在、

価値、今後どういうふうにしていくかというのも頑張ってやっていきたいと思いま

すので、今後ともよろしくお願いをしたいと思います。 

以上です。 

○１１番（鷲東慎一議員） 今、副町長の答弁をいただきましたけれども、先に言って

おきますけど、ＳＤＧｓ推進協議会の場合はやっぱり社団法人で別会社になります

ので、我々議会としてもチェックする部分がものすごく限られるわけですね。なお

さら分からない部分も多いので、今後とも議会としてもチェック機能の１つとして

ですねきっちり見ていきたい。副町長が言われたように、今後お互い・・交換をし

ながらいい方向でもっていければと思っております。 

町長の答弁でありましたごみの常設集積所なんですけれども、今ある３箇所も、

結構、日に日に増えて評判もいいんですよね。でも、その反対側の別の部分では民

間の事業者、民間の収集場所がありますよね、あそこの量は本当にすごいですよね。

ごみ袋も普通のごみ袋で持っていっていいと。 

もう１つ言うと、最近できた、東串良のＡコープの前にごみの収集ボックスがで

きたんですけど、あれに入れるとＡコープの割引券がもらえたりとか、だからそう

いうインセンティブがもらえると書いてあります。そういった町民に対するインセ

ンティブというか、町民に返していく部分、町民のよろこぶ部分の仕組みをつくっ

ていくのがいいんじゃないのかなと踏まえて考えていっていただきたい。町民の皆

さんはやっぱり負担軽減が一番重荷になっている。特にお子さんを持っていらっし
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ゃる方々はそのようなことを言われます。やはりそういった部分の軽減と、高齢者

のごみ出し困難者、それは町長は施策としていろいろやっておりますので、そのへ

んは今後見ていきたいと思っておりますが、そのへんの改善は道筋として、今後、

まだ１２月までありますので方向性を出していただきたいなと思っております。優

秀な方々がまだ後ろにたくさん控えておりますので、是非、我々も知恵を出します

ので、勉強するだけではなくて実際に稼動できるような方向性をよろしくお願いい

たします。 

そして、次に進みますが、今後の町政に対する期待や取り組んでほしい政策・施

策をお示しいただきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） 今後の町政に対する期待や取り組んでほしい政策というところ

であります。 

端的には、新しく町長になられる方が公約を掲げて方針を出されるわけでありま

すけれども、政策として続けている部分についてはそのままやっていただくという

ことを念頭に置いて考えたところでありました。 

農林水産業のことにつきましては、圃場整備など農協基盤の整備、そして農業公

社のより一層の充実と有機農業や有害鳥獣対策の推進ということを掲げたところで

あります。今、国においても基盤整備を重点的にやるという方針が出されていて、

新しくそういった予算を確保するんだということも、今までの政治の中で言われて

まいりましたけれども、本町においても水田の圃場整備をやっていくことは必要だ

と思って、現在、益丸や档山の有村下とか既にスタートしておりますけれども、神

領地区や谷迫下であったり、今後そういったところもやりながら、広域的な農業が

推進できるように整備をやっていきたいということと、農業を発展させるために農

業公社のより一層の充実を考えられることでありますが、今までの説明の中で、公

社の中では農業者等を呼び込んできながら、そして基幹種目としてピーマンを導入

しながら取り組んでおりますのでこういったことと、緑の食料システムの観点から

も有機農業については目を見張るようなことはできておりませんけれども、着実に

講演会などに参加したり、開いたりやっているところでございます。有害鳥獣を入

れさせていただいたんですけれども、非常に今、作物等への被害が大きいこと、そ

してそのために有害鳥獣対策の実施隊をつくって対応してきたこともありますが、

ちまたの声を聞くと、イノシシが、ここの地域ですけど、相当出てきて、それを防

止するための電気柵も相当張り巡らされている状況でありますので、適正な数に捕

獲するということについては、作物の安全もですけれども、人の安全も含めながら、

ここはやはり力を入れていってほしいというところであります。 

小中学校の屋内運動場につきましては、温暖化、高温の中で対応していくわけで
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ありますけれども、設計委託も進んでいることでありますので来年度で完成するよ

うにやっていただければと思っております。 

ふるさと納税の寄附を基にしながら台湾との交流事業も進んできておりますので、

それがより一層、タートンの近くにある小学校といいましょうか、そういったとこ

ろとの交流を進めたり、今年も小学生が北海道東川町に研修に行きましたけれども、

そういったことを通じながらいろんな分野で関心を持つ子どもたちを教育できたら

と思っておりますので、そういった教育環境の整備も非常に必要だと思っておりま

す。 

それから、リサイクルにつきましては、いろいろ発言をしていただいたところで

ございますが、ＳＤＧｓ推進協議会も含めてですけれども、国内外から高い評価を

受けているのは大崎町のリサイクルだと思っております。その根拠にあるのは、家

庭や学校、企業等において住民の皆さんが分別をやってくれているということは大

切な要因であると思っております。そういった方々に感謝の念は足りないと思って

おりますけれども、やはり感謝しつつ、２７年か８年目でありますので、長年培っ

てきたこれが国内外から高い評価を受けているといったところは力強く進めていく。

それが大崎町が全国的に知名度が高くなっている要因でもあるし、大崎町の誇りと

捉えていただきながら進めていっていただければと思います。 

循環型のシステムが、大崎町システムがありますから、こういったことを、誇る

べきものは何があるかと考えたら、やはりこれが第一番に来るのではないかと、そ

れを基にしながらふるさと納税なども寄附をしていただいておりますけれども、こ

ういったことを踏まえ、そしてＳＤＧｓ推進協議会も世界に発信できるような、そ

してまた地域に発信できるような組織として一緒にやっていければと思っておりま

す。 

改善してほしい課題はまだまだあると思いますけれども、今は、やはり基幹産業

である農業関係、教育環境、そしてリサイクルということで３点だけ述べさせてい

ただきました。 

以上です。 

○議長（吉原信雄議員） 鷲東議員、時間が３５分残っていますけれども、どうされま

すか。暫時休憩して。 

○１１番（鷲東慎一議員） もし、よろしければ続けて。 

○議長（吉原信雄議員） 継続して発言しますか。 

○１１番（鷲東慎一議員） はい。 

○議長（吉原信雄議員） 許可します。 

○１１番（鷲東慎一議員） それでは、引き続き質問します。 
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今、町長が言われました、今後の取り組んでほしい部分、基盤整備は必要ですよ

ね。今日の新聞にも、南日本、農業新聞、読売、全社載っていましたけど、１０年

後の耕作者未定地がものすごく増加している。鹿児島県は３６.３％でした。南日

本では全国平均で３１％に出ていた感じだったと思いますが。特に中山間地を含め

て耕作放棄地、それによって鳥獣被害が増えている。そういう施策も、たまたま私

も認定農業者の会長をさせていただいておりまして、いろんな話を皆さんから伺っ

ておりますので、そのへんを含めて町長にお願いする部分が出てくると思いますの

でよろしくお願いします。 

次の町長に期待することについてなんですけども、これはメディアに出ていた部

分ですが、輝かしい町を築く意欲のある人に発展を託したいと述べ、報道陣の取材

には人口減や少子高齢化、ＤＸなど進む中、将来のかじ取りは若い人が担うほうが

いいとも語ったとの報道がありました。また、人口減少の中で町を発展させるには

変革を伴う、意欲を持った人に託したい、これは南日本新聞ですけれども、とも言

っておりますが、実際、現状、町長選に４名の方が立候補を表明しておりますが、

東町長が後継者指名をされている方がいるのかお伺いしたいと思います。あえて聞

きます。確か東町長が、前任の新堂町長のときには新堂町長は東町長を後継者指名

していると私は認識していたんですけども、もし、そこがあるのであればお答えい

ただければと思います。 

○町長（東 靖弘君） 次の町長に期待するということがあります。一番手には、やは

り財政を堅持してほしいと思っております。ふるさと応援基金とかかなり積み増し

ておりますけれども、やるべき課題がたくさんあります。今、町営プールや中央公

園運動、あるいは大丸運動公園といった未整備のところもたくさんありますし、以

前から言われておりますインクルーシブ公園や総合体育館周辺といったところでも

やるべきことがたくさんあって、今、職員がずっと協議を進めております。中央公

民館の耐震性の問題もありますので、そういったところも含めながら、私はそうい

ったことを汲むために、ある程度は基金を持ちたいと思って一生懸命こちらのほう

は取り組んでまいりました。次の方々はそういった施策を実行することになると思

いますけれども、堅持してほしいとは思います。 

それと、過去において２０２０年から新型コロナウイルスが発生いたしました。

そういったときに国も交付金として出してくれますけれども、そういったときにあ

る程度お金を出す力を持っているということが必要であります。町民の皆さん方に

対する支援も必要でありますし、そして南海トラフ地震とかいろいろ言われますの

で、豪雨とか災害が発生したときに、ある程度それを運用できるようなものもしっ

かりと持っておかなければなりませんので、ただがむしゃらに使うということでな
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く、首長になる方には財政というところを勉強していただいて、それを堅持するこ

とも是非一番手に上げていきたいと思っております。 

また、議員さん、職員との連携は必要でありますので、絶えず切磋琢磨しながら

健全な議会運営であったりとか、町政運営を心がけてほしいと思っております。 

最後に、町長の後継者と指名しているのかというところで、非常に何と言ってい

いかわからないような質問でありますが、私が町長選挙を辞するという背景には、

職員が立候補するということがありました。かなり以前からそういう様相があるの

かなと思っておりましたけれども、やはり長年、職員と切磋琢磨しながら町政発展

をいろいろと取り組んできている中で、若い世代の職員が立候補するとなったとき

に、当然それは候補者の１人として委ねていくということが当然であるという思い、

そして６期目にきておりましたので、ちょうどそういうことから職員もそういう考

えになった、立候補するということで３月３１日に退職しているということがあり

ます。直接、後継者だと指名しているということはないですけれども、ちまたはそ

ういうふうに理解しているだろうと思いますが。やはり、そういう意欲を持った若

い方、いろいろここにもいらっしゃいますけれども、そういった方々が出馬する中

であって、現年齢で挑戦したときに、じゃあ４年間やれるかというと、能力の問題

もありますし、発想の問題もありますし、体力の問題もありますし、そういったこ

とを考えてきたときに、若い方々が挑戦して、新たにデジタル社会を構築していく

といったところに期待したほうがいいという思いで辞するということにしたところ

であります。 

以上です。 

○１１番（鷲東慎一議員） ちゃんとお答えいただいてありがとうございます。 

政策についてはですねそのまま引き継いでいただきたい。細かい部分は小学校は

後ほど同僚議員が質問しますのでそちらのほうにお任せしますけれども。財政健全

化ですよね、こういった部分。町長が今までふるさと納税で、この前来た監査報告

でも７０億を超えていますよね、ぐらいのふるさと納税の基金が積み上がっており

ますけども、それをどのように財政健全化として堅持して使っていくのかというの

も我々議会としても見ていきたいと思います。 

一番最後になりますが、引き継いでほしい政策は、施策もですね町長のほうが答

弁されましたので、改善してほしい課題、ここは私は手を付けていないんだよね、

例えばマル大崎とか、まだ手を付けていないですよね、どうなっていくのか。だか

ら、改善をしてほしい、次に引き継いでほしい課題等ありましたら、一番最後に御

答弁をお願いいたします。 

○町長（東 靖弘君） 先ほど答弁した中央運動公園やプールとか改善の中に入れてい
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たんですけれども、ついつい答弁が早まってしまったところであります。人がたく

さん集まる場所をいかにつくるかというところが課題でありまして、マル大崎の環

境施策の在り方検討委員会の中で、私が学習の拠点としたいということで、そして

草原議員さんに議長をやっていただきながら、皆さん方にそういうふうに説明をい

たしました。そういうふうにあるべきだという思いがずっとありましたので、そう

いう発言をしたところであります。いろいろと打診もしてみたんですけれど、なか

なか進んでいないのが現実であります。それを反省したときに、高い視点で学習拠

点をつくるという計画ありき、自分の思いありきでその場で説明しているというと

ころがひとつの反省点であると思います。やはり基礎調査をしっかりやって、多く

の皆さん方の意見を基にして進めていくということが、より必要なことだというと

ころを感じたところがありますので、改善すべき中にあるかわかりませんが、退任

までまだ期間がありますので、もうちょっと努力いたしますけれども、できなかっ

た場合には素直に謝って、そしてそういった政策の実現がどうなのかと、できるの

かどうかというところも含めながら、次の方にお願いをしていきたいと思います。 

以上です。 

○１１番（鷲東慎一議員） わかりました。 

改善してほしい部分も含めてですね、まだ、あと残り３か月ございますので、最

後まで任期を全うしてもらって、方向性も含めて進めていっていただきたいなと思

います。ありがとうございました。 

以上で、私の質問を終わります。 

○議長（吉原信雄議員） ここで昼食のため、暫時休憩いたします。午後は１時１０分

から再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時０９分 

再開 午後１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 休憩前に引き続き、再開いたします。 

児玉孝德議員の質問を許可いたします。 

○５番（児玉孝德議員） 皆さん、こんにちは。 

私は、今回、児童・生徒の学力向上について質問したいと思います。 

本町の児童・生徒数は少子化により年々減少しており、小規模校が増えてきてい

る状況です。小規模校では少人数のきめ細やかな指導や異学年交流といった教育効

果が期待できる一方で、同学年の児童・生徒数が少ないことによる学習環境の制約

や複式学級での指導の難しさといった課題もあると考えます。これから子どもたち
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が豊かに成長していくためには、この小規模校の特性を生かし、課題をどう克服す

るかが重要であると考えます。 

また、本町の児童・生徒全員にはタブレットが貸与されています。さらに電子黒

板が導入されています。このように、ＩＣＴ教育が進む中、その効果はどうなのか、

また、デメリットはないのかと考えます。 

そこで、まず、学習環境においてＩＣＴを導入したことによる教育効果と課題に

ついて、教育委員会としての見解を１回目の質問といたします。 

○教育長（穗園正幸君） ＩＣＴを導入したことによる教育効果と課題についてお答え

いたします。 

本町でも、令和３年度から１人１台端末と、各教室に電子黒板を設置し、授業で

利用しているところでございます。ＩＣＴの導入による教育効果につきましては、

５点ほどあるのではないかと考えております。１つ目は、子に応じた学習方法を選

択できるなど、個別最適な学習に対応しやすく、主体的な学習に取り組みやすいこ

とです。２つ目は、写真や動画、音楽などの視聴覚を通して学習の理解を深めやす

いことです。３つ目は、学習の進捗状況をデータで一覧にし、担任が見届けしやす

いことです。４つ目は、カメラ機能などを生かしまして写真を使ったまとめ、ある

いは発表がしやすくなることです。５つ目は、情報収集能力や情報選択能力などＩ

ＣＴ活用能力が向上することです。 

ＩＣＴの導入による課題につきましては、３点ほどあるのではないかなと思って

おります。１つ目は、ＳＮＳで誹謗中傷するなど情報モラルについての課題。それ

と、情報漏洩などのセキュリティ管理についての課題があるのではないかと思って

おります。２つ目は、教員の情報教育の得意、不得意によるＩＣＴ機器の積極的な

活用に差があることでございます。３つ目は、眼精疲労あるいは姿勢の悪化、睡眠

障害への影響など健康問題に影響があるんじゃないか、そういう３点を認識してい

るところでございます。 

以上でございます。 

○５番（児玉孝德議員） ただいま教育長からメリット・デメリット答えていただきま

したが、タブレットなどを活用して自発的に学ぶことは、一方的に先生が話をする

よりも、生徒側も学ぶ楽しさに気がつくきっかけを与えてくれます。 

また、興味や関心が高まることは、ＩＣＴ教育導入のメリットと言えます。教科

書に書かれていることで気になった事柄はタブレットを使えば簡単に検索もできま

す。さらに、先ほど言われましたとおり、視聴覚で情報を伝えることもＩＣＴ教育

のメリットです。例えば図形問題を立体的に表現すれば、平面の紙だけの説明より

も大幅に理解がアップします。 
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しかし、言われましたとおり、心配されるのは、長期間のデバイスの使用は子ど

もの体に大きな影響を与えるかもしれません。また、これも述べられていましたが、

ＩＣＴ教育に詳しい先生がいる場合といない場合では、授業の質に大きな違いがで

きてしまいます。このようなことがないように、教員のデバイス教育も進めてもら

いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 

デバイスというのは情報処理や通信を行うための電子機器であると捉えておりま

す。学校現場でデバイス教育という言葉に代わりましてＩＣＴ教育ということでよ

く使われますので、ＩＣＴ教育ということで答えさせていただきたいと思います。

御了承をお願いいたします。 

先ほども申し上げましたが、子どもの体への影響につきましては、眼精疲労、そ

れから姿勢の悪化、睡眠障害への影響などの健康問題があると認識しております。 

教員のＩＣＴ教育に関する研修についてでございますが、今年度は情報漏洩の防

止、それからパスワードの管理などＩＣＴ教育を行う際に予想されるトラブル防止

を目的といたしまして、夏休みを利用して全教員を対象にセキュリティについての

研修会を実施したところでございます。 

このほか、ＩＣＴ活用を目指して授業改善やスキルの差をなくすことを目的とし

た、大隅地区のＩＣＴ活用研修会、あるいはＡＩドリル「なびま」というソフトが

ございますが、の活用の研修、それからプログラミング研修などを実施していると

ころでございます。 

以上でございます。 

○５番（児玉孝德議員） 各種研修会をなされているということで、研修会だけではな

かなか理解できないところもある先生もいらっしゃいます。そういうことでですね

もっと個別的に指導をしていただきたいと、ちょっと不得意な教員に対してですね、

そういったことはできないですか。 

○教育長（穗園正幸君） おっしゃるとおり、出かけていっての研修だけでなくて、例

えば校内の研修とかいろんな場があるかと思いますが、大崎町では昨年から、各学

校にＩＣＴ担当の教職員を１名ずつ置いていただいておりまして、年間、ＩＣＴ担

当者会をやっておりまして、先ほど申し上げたセキュリティでありますとかソフト

面の、例えばロイロノートとかいろんなアプリが入っているんですが、それの使い

方を具体的にＩＣＴの担当者の方々と町の教育委員会と一緒になって会議をして、

それをまた学校のほうに持ち帰って校内研修、あるいは授業を通す中でＩＣＴの機

器を使いながらどんな機能がある、どういうふうにするということでＩＣＴ機器に

対する先生方の意識の差といいましょうかスキルの差をできるだけ埋めていただく
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ような手立てを取っているところでございます。 

○５番（児玉孝德議員） これからも、そのように進めていただきたいと思います。 

ではですね、少人数学級や複式学級のメリットとデメリットはどのようなものが

あるのか、小規模校の良さを生かしつつ、子どもの学力向上や多様な人間関係の形

成を保障するために、今後どのような施策を進めていくのかお尋ねいたします。 

○教育長（穗園正幸君） まず、少人数学級のメリットとデメリットについてでござい

ます。 

人数が少ない学級のメリットにつきましては、一人一人に対しまして学習面や生

活面において、よりきめ細やかな指導や支援が行いやすく、配慮が行き届きやすい

点が上げられます。 

一方、デメリットといたしましては、人数が少ないために人間関係が固定化した

り、あるいは発言者が限られたり、多様な意見や考えが出てこなかったりするとい

う考えの広がりや学びの深まらないというような課題もありますし、体育では大人

数のチーム対抗のスポーツもあるんですが、そういうのがしにくい、できにくいと

いうような課題もあるかと思っております。 

また、複式学級におけるメリットにつきましては、教師が他学年を指導している

間、自分で課題に取り組む時間があるため、主体性が育まれることや、上級生が下

級生を教えたり、あるいは下級生が上級生から学んだりすることなどから異学年で

の交流による学びが深まる点が上げられると思います。 

一方、デメリットといたしましては、異なる学年の授業準備をしなければならな

いことから、教師の負担が大きいこと、あるいは競争や共同学習の相手が少なくて、

同年齢集団としての関係の形成が難しくなる場合がある。それから複式学級の授業

では、単純な計算でいきますと４５分の半分しか教師が付けませんので、子ども同

士が行うガイド学習でこれを補っているところです。 

一方、先生が付くところと反対側、子どもたちがガイド学習をやっております。

子ども同士で進めるガイド学習は子ども主体の学びとなるため、子どものリーダー

性を培うことにもなります。ほかにも、管理職が授業に入ったり、担任とそれぞれ

の学年に別れて授業を行っている学校もあります。 

本町では、教師の授業力向上といたしまして、県の教育センター主催の複式学級

指導の研修会を本年７月３１日に開催いたしまして、町内１３名の先生方が参加し

ていただきました。今後も、複式指導向上の職員研修の実施、あるいは複式学級の

ある学校と他の学校とのオンラインによる交流学習、陸上記録会、あるいは小学校

６校での小小交流、小学校と小学校の交流、ＳＤＧｓ発表会などを行い、学力向上

や多様な意見の交流、人間関係の形成の保障に努めてまいりたいと思っております。 
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以上でございます。 

○５番（児玉孝德議員） いろいろなことをやっていらっしゃるようですけど、オンラ

インとか小規模小小交流ですか非常にいいことだと思います。これからもデメリッ

トの部分を補うようにしていってほしいと思います。 

それでは、学校と地域の連携についてお尋ねいたしたいと思います。 

地域を生かした豊かな学びの創出により、子どもたちの地域への愛着を育み、地

域の将来を担う子どもたちを育成することが重要です。学校を核として地域住民の

参画や地域の特性を生かした授業を展開することで、町全体で地域の将来を担う子

どもたちを育成するとともに、地域コミュニティの活性化を図ることが重要です。 

そこで、学校運営協議会を中心として地域学校協働活動の一体的推進に向けて実

効性のある推進を進めてほしいと思います。菱田小では実効性のある菱田独自の推

進システムを構築していると聞きます。本町全体で地域の子どもは地域で育てる、

学校側は地域と共にある学校を目指してほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 

地域学校協働活動につきましては、地域住民の参画を得て地域全体で子どもたち

の学舎成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して、地域と学校

が相互のパートナーとして連携協働して行う様々な活動であると認識しております。 

現在、各学校を中心に様々な活動がなされておりますけれども、その活動には学

校支援の活動、地域人材育成郷土学習、それから学びによる地域づくりや地域課題

解決の学習、地域行事、祭り、ボランティア活動等の大きく４つの活動が分かれて

いるのではないかと思っております。それぞれの学校で学校支援活動では、例えば

登下校の見守り活動、あるいは昔の遊び体験、読み聞かせ活動などに取り組んでい

らっしゃいます。 

また、地域人材育成郷土学習では、盆踊りや菱田での銭太鼓など地域の伝統芸能

の継承活動なども取り組んでおります。 

また、学びによる地域づくり、地域課題解決学習では、田植え・稲刈り等の体験

や、ペットボトル収集活動などに取り組んでおります。地域行事、祭り、ボランテ

ィア活動等では、門松づくりや校区の祭りなどに取り組んでいるところでございま

す。 

このほかにも、持留校区では「もりのおうち」という放課後の児童の見守り活動

を地域の方々が行っていらっしゃる例もございますし、今、議員もおっしゃったよ

うに、菱田校区では土曜授業のある月の第二土曜日をＣＳの日として、菱田校区の

子どもたちの学習会や体験活動の場として菱田塾を設立されておりまして、学校と

地域の様々な団体が連携協働した活動を展開されていると聞いております。 
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このようなことから、教育委員会といたしましても、教育振興基本計画に掲げて

いるように、学校運営協議会と地域学校協働活動を一体的に推進することによりま

して地域学校協働活動をさらに充実させ、地域と共にある学校づくりを推進してい

きたいと考えております。 

以上でございます。 

○５番（児玉孝德議員） 今答えていただきましたとおりですね、地域の方と学校とで

子どもたちを遊ばせるということで、十分に地域の住民の方々の力をお借りして育

ててほしいと思います。 

各学校にいろんな体験活動とかボランティア活動とかやっていらっしゃるようで

すけど、当初で郷中学舎の提案がありましたが、あの件はどうなっていますか。 

○教育長（穗園正幸君） 郷中学舎の件でございますが、これも地域学校協働活動の一

環として取り組もうと考えておりまして、今、体制づくりのために時間を要してい

るところですが、地域の方々に見守っていただく方々を今募集しているところで、

校区によりましては集まっているところもあります。 

先ほど申し上げた菱田校区がそういう部分を進めやすい環境にあるということで

すので、早いうちに放課後の時間を使いまして、子どもたちが、先ほどＩＣＴのこ

とも申し上げましたが、タブレット等を活用してＡＩドリルの「なびま」の操作も

含めて、自学実習的にできるようなスキルも含めながらできるような環境を、早い

うちに整備していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○５番（児玉孝德議員） 早いうちに整備されるということで、また体制が整ったらで

すね加勢いただきたいと思います。 

それでは、次に、子どもの安全についてです。最近、北日本で熊がよく出没して

ニュースにもなっていて、非常に危険だと思いますけど、九州には幸いに熊はいな

いということで、しかしイノシシなどが学校や通学路に現れたりしています。子ど

もたちの安全が脅かされることがありますが、この対策ができているのか。不審者

などが学校へ侵入した場合の対策と、通学路での対応などの指導ができているのか。

また、今日もですね九州の福岡、熊本、長崎は大雨が降って線状降水帯ができてい

るということでですね、こういったことも心配されます。地球温暖化による異状気

象で熱中症の心配も高まっていますが、校内では町長が先ほど言われましたけど、

エアコンを導入して安全がある程度保たれていると思います。しかし、登下校時、

そして部活やスポーツ少年団活動などの課外授業のときの安全が確保されているの

か、指導者などに徹底されているのかお尋ねしたいと思います。 

○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 
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午前中の一般質問でもイノシシ対策等出ておりましたが、イノシシの対策につき

ましては、県の教育委員会保健体育課からのイノシシによる受傷事故の共有、注意

喚起の通知等が文書が来ております。これによりますと、野外動物が出没した場合

の対応についてということで、このことにつきましては学校へ周知をして指導して

いただいているところでございますが、子どもたちに対しましては、近づかず静か

に後退していく、威嚇しないということなどを指導しているところでございます。 

また、不審者等の事件の対応につきましては、避難訓練、あるいはＫＹＴトレー

ニング、危険予知トレーニングですが、を実施して、子どもが事前に予防策を学習

しているところでございます。 

また、不審者の合い言葉「いかのおすし」という言葉がありますが、確認したり、

緊急時に対応できるように訓練しているところでございます。なお、教職員に対し

ましては、不審者対策につきまして、年度当初に学校で危機管理マニュアルを策定

しておりますので、それを活用した共通理解の場を図っているところでございます。 

通学路での不審者対策についてでございますが、ＰＴＡや地域と連携いたしまし

て、朝の立哨指導、あるいは通学路の点検、そして放課後の校外パトロール等を行

っているところでございます。 

登下校時の熱中症対策につきましては、学校のほうで帽子を被る、あるいは日陽

しを遮って水分補給などをするんだよという指導を行っております。なお、部活動

やスポーツ少年団などの安全確保につきましては、練習前の体調のチェックのほか、

日ごとに変わる暑さを考慮して、活動時間を縮小したりするなどの対応を取っても

らっているところでございます。 

また、部活動やスポーツ少年団によっては、休憩場所にミスト付きの扇風機を準

備したり、あるいはこまめな水分補給、塩分補給のための休息を取る時間を設けた

りというような対策をとっていらっしゃるところもあると聞いております。 

熱中症予防につきましては、部活動の指導者に対しまして通知文により熱中症対

策などを継続して啓発してまいりたいと思っております。なお、スポーツ少年団に

つきましては、毎年年度初めに、指導者や保護者を対象といたしまして、それらの

安全面や熱中対策等を含めた研修会を開催しているところでございます。 

以上でございます。 

○５番（児玉孝德議員） いろいろ指導をされているということで、郷土芸能の伝承と

いった場合もちゃんとされているということ。 

○教育長（穗園正幸君） 郷土芸能がどのような場でされているのか、地域主体の中で、

例えば保存会が任意に子どもたちを集めて公園とかでされている場合もあるでしょ

うし、あるいは学校教育の一環で郷土芸能の時間の中でされる場合もあるでしょう
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が、地域の中でされる保存会の方々が、そこまで徹底して熱中症の予防とか屋外で

の対策をとられているかについては把握していないところですが、少なくとも学校

の教育活動、あるいは、銭太鼓もそうですが、運動会でするときの練習は、ある程

度、教育課程の時間を使ってされていたりする場合は、必ず熱中症の対策等も取ら

れて安全面に留意しながら活動されていると思っております。 

以上でございます。 

○５番（児玉孝德議員） 今、菱田の銭太鼓の件が出ましたけど、学校行事で体育祭と

かで披露したりしています。いろいろなイベントにも最近出演しているという状況

でありまして、その練習をですね、学校ではなくて菱田の改善センターで行ってい

ます。そういった場合の指導者に対しての件もお願いをしておきます。 

ここで、町長にも子どもの安全についてお尋ねいたしたいと思います。今、言い

ました郷土芸能の披露ですね、今週の１３日に菱田で敬老祭が３時間程度行われま

す。このときに小学生と中学生も銭太鼓を披露いたします。また、この場には中沖

と菱田の保育園児が踊りなどを披露します。御存じだと思いますけど、会場の改善

センターのホールのエアコンが故障して、室内機の２台が動きません。当日は、総

勢１５０人程度の人数が集まる予定です。人間の体温は３６度から３７度ぐらいあ

ります。室内では１人で１００ワットの熱を発生させるといわれております。１人

で１０度室温が上がるとされています。当然、人数が増えれば発散する熱量も増え

ます。室内の温度も高くなります。高齢者の方もですが、これは通告していません

ので、このような中で子どもたちが３０分程度踊りを披露するわけですから、熱中

症の危険が高まると思います。 

改善センターは町の施設です。８月の初めに故障していると伝えていましたが、

予算がないと、今まで放って置かれています。３１日にですね改善センターである

コミュニティ協議会の会があったんですけど、その場合に鹿大生とか役場の方がい

らっしゃって行ったんですけど、３０名程度で会を行ったんですけど、半分ぐらい

は結構涼しかったんですけど、反対側の半分は非常に暑かったです。そのぐらいの

人数で非常に暑い思いをしたんですけど、今回は１５０人程度、また、子どもたち

が踊りとか披露する場合には、その親御さんたちも見に来るんです、両親とか。そ

うすると、１５０人を軽く超えてしまうんです。そういった場合の対応を扇風機で

対応できるのかはなはだ疑問だと思います。今回は子どもの安全について通告して

います。町長、このようなことで事故が起こった場合はどうされるおつもりでしょ

うか。 

○町長（東 靖弘君） 子どもの安全ということで、９月１３日に敬老祭をやる、そこ

で６０人以上の人たちが参加している。そこでエアコンの故障などで熱中症が発生
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したら、町はどう責任をとるのかということの質問であります。 

非常に難しい答弁になると思っています。職員から、児玉議員さんの質問がある

中でこのお話を伺いました。４台あるうちの２台のエアコンが稼働していて、２台

の除湿器が故障と聞いています。２台でやって、そして扇風機を付けてフル稼動さ

せているという方法しかないのかなと思っています。答弁としては何が難しいかと

考えると、８月の初めにエアコンが故障、除湿器が故障ということを伝えていたと

いうことで、職員の対応の仕方にも問題があるんでしょうけども、伝えていたとき

には９月１３日に祭りがあって、これぐらいの人たちが集まるという話を８月の初

めにされていたかどうかわからないですけれども、そういった大きな大会があると

きに緊急性を要するんだということであれば、多分予備費対応で可能だと私は判断

をしたところであります。 

そういったことを伝えいなくて、担当のほうから除湿器の補修については９月議

会に計上いたしますということで合意できていたとすれば、今回、９月議会に補正

予算として除湿器の修理を上げているわけですので、だから予算として補正予算に

計上して、その上で議会で審議して、そして執行できる可決後でないとできないん

ですね。予算は９月２０日の最終議会で可決していただいて、それから予算を執行

するというのが筋でありますから、もし熱中症等が発生して事故等が発生したとき

に、どう町は責任を取るのかと言われたときに、非常に難しい。今回の補正予算に

上げているわけですので、であれば、そういった状態で使用不能な、あるいは非常

に危険が予知される場合には、日程を変更するといったことをしていただければ無

難に乗り切ることができただろうと思いますけれども、事前にそういったことが協

議されたいたかどうかということを考えながらお話をしていますけれども。ですか

ら、結論としては、９月１３日に敬老祭をやられるということであれば、現在のエ

アコンと扇風機をフル稼動しながら乗り切っていくよう対応していただく、そうい

ったことしかできないのかなと考えます。 

以上です。 

○５番（児玉孝德議員） 今、町長から、８月の初めにわかったときに敬老祭があると

伝えていたのかという件ですけれども、これは伝えました。８月３日に故障してい

るということがわかったものですから、すぐ、その場で担当に連絡して、エアコン

が故障している、敬老祭が今度あるから早く直してくれということで伝えてありま

す。８月３１日のコミュニティ協議会の鹿大生が来たときの会議で、直っていない

というのが初めてわかりました。もうすぐ敬老祭なのにといったことで、また担当

のほうに電話しました。そうしたら、先週、会場をどこか別なほうにできないか、

予算がないものですからということで、会場をどこか別なほうに変更できないかと
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いうことで、ちょっと考えてみますということで文化センターと、それから中沖の

コミュニティを当たってもらいました。空いているんだけど、中央公民館では、昼

に弁当を出すものですから、食事ができないから駄目ですということと、それから

中沖は会場が狭くて入りきれないということで駄目ですということで、また、今、

町長から日にちを変えてもらうしかないということでしたけど、４月から公民館で

は検討して、出演者を依頼しています。保育園児や小学生の銭太鼓とか踊りの方と

か、いろんな方に４月の時点からいろんなところに当たって、この日空いています

かということで声をかけて、その方々の日程に合わせて一番いい日にちですね。本

当は１４日がよかったんですけど、日曜日だから。出演者の関係で１３日に変更し

て進めておりました。それを今月の１日に日程を変えてくれといわれても、今まで

進めていたことが、それから敬老祭に参加される高齢者の方々ですね、７月、８月

と２回、募集をしています。その方々にいきなり日程変更をと、なかなか難しいと

思いますので、このまま進めるしかないなということで、先週、役員会でも協議し

ました。そこを何とか町のほうでやってもらえないかということも言われました。 

改善センターはですね避難所にもなっています。今、台風のシーズンです。万一

台風が来たときはエアコンが、１５０人も入るようなことはないかもしれないです

けど、効かない中で避難されている方がいらっしゃった場合、これは緊急性とは言

えないのかという疑問もありますので、そのへんも踏まえて御答弁いただきたいと

思います。 

○副町長（千歳史郎君） この話は担当課から、それこそ我々が予算査定をして８月４

日に聞いたところです。そして、担当課には改善センターに行っていただいて、確

認をしたら、先ほど町長が言われたように、４台のうち２台は稼動していると、ほ

かの２台は送風だけだということを聞いておりました。そうであれば、先ほど日程

変更とか会場変更と話をいたしましたけれども、そのときどうしても予算がなかっ

たものですから、この議会で上程をいたしました。 

その間、敬老会があるときは、４台のうち２台が稼動しているということで、あ

とはそれに対応するためには大型の扇風機を４台そこに入れて、暑くならないよう

にと対応はしなさいということを担当課には言ったところです。それについても、

これは繰り返しなんですけれども、今、話を聞けば、日程変更や会場変更は無理か

なと感じたところですけれども、大型扇風機４台、今あるエアコン２台、そこでど

うにかしていただけないかという考えでございます。 

先ほど予備費という話がありましたけども、緊急性のある災害とか、避難所の話

をされましたけども、菱田改善センターも避難所にはなっていますけれども、もし、

そういうのが駄目なときは、ほかの施設に行ってもらう。避難所の場合はそうなん
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ですけども、今回の件については大変厳しいことですので、それで対応してもらえ

ないかとの答弁なんです。 

以上です。 

○５番（児玉孝德議員） それで対応してもらえないかということで、それで対応する

しかないのかなとは思っていますけど、万一事故が起こった場合、分館主催ですの

で、分館が責任を取るのか、それとも施設の設備が壊れているから町のほうで責任

を取るのか、そのへんはどうお考えですか。 

○副町長（千歳史郎君） いろんなケースバイケースがあると思います。今、そういう

状態であるというのは分館役員でございますので、お話をしたところでもあります

けれども、そういう事故が起こった場合の損害賠償は、また専門的なことですので

弁護士とか、責任が全くないということではないと思います、感じとしてはですね。 

以上です。 

○５番（児玉孝德議員） 本当にですね８月の当初に伝えたときに、予算がないから９

月議会が通ってからじゃないととかいうふうに伝えていただいたら、日程変更とか

はまだできたと思うんです。直前の先週になってから伝えてもらっても、非常に対

応がこちらとしてもできない。６年ぶりなんですよ、敬老会を開催するのが。コロ

ナとかいろんなことがありまして、昨年もできなくて、本年度やるということで、

皆さんが喜ばれているんです、「久しぶりにあるね、いいね」と、「あそこはエア

コンも効いていて涼しいから行くが」ということで、実際、今回、集落未加入者の

方々からも何人か「参加したいんだけど」というお話がありました。役員で協議し

ました。でも出演者とかお弁当代というのは公民館費から出しているから、やっぱ

りそれはちょっとできないよね、参加したいんだったら公民館に加入してください

と伝えてくださいと自治公民館長には伝えました。そうやって楽しみにされている

会に参加されている、その中で子どもたちが、３０分ぐらい、暑い中、踊りを披露

するわけですから、そのへんの安全はですね考えていただきたかったと思います。 

予算がないということですので、この議会が通ってからじゃないとできないとい

うことの判断をされたみたいですので、もうちょっとそのへんは考えていただきた

かったと思います。 

○副町長（千歳史郎君） 今、お話を聞いて、管理する側のそういうことの連絡もせず

に先週まで、８月３日に聞いた中で、それから１か月近く連絡をしなかったという

ことは本当にお詫びを申し上げたいと思います。今後、ちゃんと連絡はしていきた

いと思っております。 

○５番（児玉孝德議員） それでは、教育長にも確認いたします。学校にもエアコンが

整備されていますけど、学校のエアコンが故障した場合は、すぐに対応してくださ
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るのか。今回みたいにですね予算がないと引き延ばすことがないのかお答えいただ

きたいと思います。 

○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 

管理課におきまして、当初予算の中に各学校からの修繕要望や突発的な修繕に対

する経費を計上しているところでございます。この修繕費での対応に、そういう緊

急、故障したりとかそういうふうになるかと思いますが、もし高額で予算不足とい

う場合が生じた場合には緊急性の有無を勘案しながら補正予算、あるいは予備費か

ら流用することが考えられると思っております。 

議員がおっしゃいますように、子どもたちは授業とかありますので、そういう部

分の中で保障して、安全面が危惧されるというのであれば早急に対応できるように

していきたいと思っております。 

○５番（児玉孝德議員） 是非、そのように対応していただきたいと思います。新しい

ものを要求しているわけでもございませんし、そういった点ではですね修繕ですの

で、そのへんは予算がなかった場合、予備費とかいろんなので対応していただけれ

ばと要望しておきます。 

ではですね、次に入ります。保育園や幼稚園、小中学校での教育連携についてお

尋ねいたします。最近では、保育園などは少子化で子どもが少なくなったので、熱

心に学力向上や身体能力向上に取り組んでいて、保育園でですね英検とか数検とか

漢検とかですね１級、２級を目指してやられているところもあります。小学校入学

時には格差ができて、できる子が授業を聞いてくれないことがあり、先生から、や

りにくいことがあると聞いています。また、小学校間での格差もあるのではと思い

ますが、学校間の連携が取れ、それぞれの子どもに合った、子どもの能力を伸ばす

指導ができているのかお尋ねいたします。 

○教育長（穗園正幸君） 幼保小中の連携教育についてでございます。学校の先生方か

ら、小学校入学時での個人差による指導が難しい面があるということは聞いている

ところでございます。 

小学校では、幼稚園、保育園との連携を図り、子どもの実態把握に努めておりま

す。例えば、就学前に小学校ごとに幼保小連絡会がございますが、それを開催しま

して、入学する前の子どもたちの園での様子の情報交換を行いまして、特に子に応

じた特別な支援が必要な子、配慮が必要な子どもたちについては密に連携を図るよ

うにしているところでございます。 

また、１日体験入学や入学説明会を開催しまして、学校の様子や入学前に必要な

準備、心構え等について、保護者に周知を図っているいるところでございます。 

さらに、小学校に入学した子どもが園での学びと育ちを基礎として、主体的に自
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己を発揮して、安心して新しい学校生活をスタートできるように、小学校での例え

ば決まりとか給食の準備の仕方、靴箱の使い方というようないろんな部分を学ぶカ

リキュラムを作成しまして、実際、実施しているところです。 

ほかに、保育園、幼稚園などから幼児指導要録がございますし、また、保育園か

ら保育要録がございまして、子ども一人一人の能力を小学校担任が把握いたしまし

て指導に役立てているところでございます。 

教育委員会の取組といたしましては、年に１回ではありますが、幼保小連絡推進

委員会を開催しておりまして、入学した１年生の様子について、園と、そこの該当

する小学校の担当者が、こういう子どもですよ、こういう子どもが入ってきますよ

という情報交換を行っているところでございます。 

課題といたしましては、議員もおっしゃいましたが、各小学校と幼稚園、保育園

との連携については、それぞれの学校の取組に少し差があったり、違いがあったり

するのではないかと考えておりますので、子どもを伸ばす指導にプラスとなるよう

な取組をしている学校の情報があったら、ほかの学校にも情報を共有しながら、お

っしゃるように子どもたちの能力を伸ばす指導が、さらに充実するように努めてま

いりたいと思っております。 

以上でございます。 

○５番（児玉孝德議員） 先ほど言いましたが、保育園でですね英検１級に通ったとい

う話を聞いています、数検ですね。そういった子どもたちが小学校に入って、授業

がつまらないらしくて全然聞いてないということもあるという話を伺いました。志

布志の学校の先生が大変困っているという話を直接聞いてですね。その子たちがも

っと伸びるような指導をしたらどうですかという話をしたところです。そういった

ところをですねやはりその子に合った能力を伸ばすという感じで今後とも考えてい

ただきたいと思います。 

それでは、学力学習状況調査についてお伺いいたします。今年の１月に鹿児島県

で、４月には全国の調査が行われていますが、いずれの学力調査も鹿児島県と全国

の平均を下回っている。以前は、小学校では県平均を上回っている学科もありまし

たが、なぜなのか。この点についてお答えください。 

また、質問への回答と検査結果の関係のクロス集計では、正答率のいいものもあ

ります。学校に行くのが楽しいと感じている児童・生徒が多いという結果も出てい

ますが、いいことだと思いますが、このことがですね学力に結びついていない点に

ついてのお考えもお聞かせください。 

○教育長（穗園正幸君） お答えいたします。 

学力学習状況調査の結果が、全国や県の平均を下回っておりますが、その原因に
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ついてお答えしたいと思っております。本町の実態の分析をいたしますと、３つの

原因が考えられるところでございます。１つ目は、長い文章を読み込めずに回答で

きていない児童・生徒が増えている状況がございます、これが１つ目です。２つ目

は、自分の言葉で答えを書く問題、いわゆる記述式の問題ですけれども、その問題

の正答率が低い状況がございます。３つ目が、全国と県と平均正答率を比較いたし

ますと、本町の場合、上位層が非常に少なくて、下位層に層が多いという状況が、

今見られているところです。 

これまでも、学力向上につきましては各学校が調査結果を分析しまして、得点の

低い問題はどういうところなのか、あるいは誤答傾向があるところはどういうとこ

ろなのか、教職員全員で把握して授業改善を行ってまいりましたし、また、一昨年

度は中沖小学校が、そして昨年度は大崎小学校が大隅地区の研究指定を受けまして、

国語科の研究公開を、これは大隅地区内の先生方に来ていただいて公開したところ

です。本年度から来年度までは野方小学校が、大隅地区の算数科の研究指定を受け

て取り組んでいるところでございます。さらに、過去の全国の学力学習状況調査の

問題やウエブ問題や、大隅の教育事務所がつくっている「よかもん」という問題が

あるんですが、そういう演習問題に取り組ませて、補充指導、個別指導を行ってき

たところであります。 

しかし、おっしゃるとおり、これらの取組が直接学力向上につながっていないこ

とが課題であると考えております。いずれにいたしましても、あと１問正答します

と、全国や県の平均に届くところでございますので、今後もさらに学力向上につな

がらないのはなぜなのか、今、手立てを打っているけれども直接学力が向上してい

ないのはなぜなのか、そのへんの本質的な原因をさぐりながら授業改善、教師の指

導力、あるいは演習問題の取組、ＩＣＴ活用、あるいは家庭学習での保護者の取組

はどうなのかというものを総合的に分析いたしまして、各学校共に学力向上につな

がるように取組を進めてまいりたいと考えております。 

また、全国学力学習状況調査の質問枝で「学校が楽しい」と答えた、これは大変

いいことですが、小学校６年生は大崎町が６０.５％、県が５３.３％、全国が４９.

９％で、全国平均より１０％以上高くなっているところであります。また、同じく

中学校３年生の「学校が楽しい」という割合は、大崎町が６０.６％、県が４８.

９％、全国４５.６％で、全国平均より１５％以上高くなっているという現状であ

ります。 

全国のデータで「学校が楽しい」と答えた児童・生徒と正答率のクロス集計はな

いところで、その相関関係はわかっておりませんが、大崎町の小学校のデータから

見ますと、「学校が楽しい」と答えている児童が、「学校が楽しくない」と答えて
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いる児童よりも正答率がやや高くなっているという傾向は見られたところでござい

ました。学校が楽しいという子どもの中には、友人関係や、あるいは学校行事等も

含めて答えていると思われますので、今後は、授業がわかって、あるいはできて楽

しい、そして学力定着に結びつくように授業の改善を図ってまいりたいと思ってお

ります。 

以上でございます。 

○５番（児玉孝德議員） 学校に行くのが楽しいという結果がですね全国よりも十何パ

ーセントも高いということで、これは非常にいいことで、学力だけが高ければいい

というわけでもございませんが、せめて県平均ぐらいにはですね近づけてほしいと

思います。 

先ほど、３つぐらい課題があるとおっしゃった点を考えると、文章を読み込む力

がちょっと足りないのではないかと私なりに思ったところです。そのへんをですね

十分に指導していただいて学力向上につなげていただきたいと思います。 

それでは、最後に、子どもの人間関係についてお尋ねいたします。いじめはない

のか、ＳＮＳでのトラブルはないのかお尋ねいたします。もし、ある場合は、その

対策と指導体制をお答えください。 

○教育長（穗園正幸君） 子どもの人間関係、いじめ等に対する現状と対応について、

お答えいたします。 

まず、いじめの認知の現状につきましては、令和７年７月現在、小学校１３件、

中学校４４件のいじめが認知されております。この認知件数につきましては、年々

増えておりますが、これはアンケート等で子どものサインに気づく取組や、些細な

トラブルもいじめと認知して解決しようとする取組の成果だと考えております。 

ＳＮＳによるトラブルにつきましては、令和７年７月現在で小学校はゼロ件、中

学校は４件確認されております。中学校では、ＳＮＳによるトラブルを防ぐために、

各教科や総合的な時間など様々な授業の中で、個人の権利である肖像権等を尊重す

る、あるいは自他の個人情報を第三者に漏らさないなどの情報モラルの学習を、年

間を通じて行っているところでございます。 

また、情報モラル教室という生徒向けの講演会も、年１回ではございますが、実

施しております。 

いじめやＳＮＳのトラブルがあった場合の対策と指導体制につきましては、いじ

めを発見した担任等は直ちに管理職に報告し、被害児童・生徒の安心・安全を第一

に考えまして、教職員間で情報を共有するとともに、組織的な対応を協議します。

そして、第一報として、教育委員会に報告、相談することになっております。この

取組は、学級担任１人だけでなくて、学年部や生徒指導部、管理職一体となってチ
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ーム学校として対応していくことにしているところでございます。 

以上でございます。 

○５番（児玉孝德議員） ただいま、いじめが小学校１３件、中学校４４件ということ

で、思った以上に非常に多いなと思ったところです。年々増えているということで、

ささいなトラブルも入れたからだということでしたけど、ささいでもですねいじめ

はよくないことです。この中で、学校に行きたくない、行けなくなったという子ど

もはどれぐらいいるか把握されていますか。 

○教育長（穗園正幸君） 先ほど申し上げたいじめの認知の中には、例えば、一番多い

のは冷やかしやからかい、悪口、脅し文句、嫌なことをいわれる、続いて、軽くぶ

つけられたり、遊ぶふりをして叩かれたり蹴られたりというのが多いということに

なっております。 

そのいじめによって不登校になったり、不登校の要因もいろんな要因が、単的で

なく複合的に要因がありますので、その要因が例えばいじめによるのか、あるいは

担任との関係、子ども同士の関係とかいろんな要因も複合的にあっておりますが、

現在のところ、いじめによる学校に行けなくなったというところは、今のところは

聞いていないところです。 

今後、そういうのも考えられたり、先ほど申し上げたとおり、複合的な要因の中

に、もし、そういうものもあれば、早急に解決できるような手立てを学校のほうに

も一緒に教育委員会も手を取りながら対策ができるようにしていきたいと思います。 

以上です。 

○５番（児玉孝德議員） 子どもたちがですね楽しく学校に行けるように、今後の対策

は十分にとっていただきたいと思います。 

また、情報モラルですね、こちらのほうも中学校で４件、ＳＮＳでのトラブルが

あったということでしたので、この辺はですねもうちょっと回数も増やして、子ど

もたちがＳＮＳでの被害に遭わないように、自分が加害者にならないように、この

辺を十分に伝えてほしいと思います。そのへんに関してはどうでしょうか。 

○教育長（穗園正幸君） おっしゃるとおり、スマホ等を中学生はほぼ１人１台持って

いるというような状況でありますし、大人もそういう状況にある中で、この頃いろ

いろなニュースを見ますと、盗撮の問題や個人情報の部分が漏洩したり、いろんな

ＳＮＳ等に関わる問題行動とかいろんな部分が非常に増えている部分があります。

そういう中で、中学生や、小学生もそうですけれども、そういう発達段階の中で早

い時期にやはり情報モラルや、いろんなトラブルを回避したり、あるいは１つの情

報を出すことでそれがみんなにすぐ広がってしまうとか、１回出てしまうと、それ

を止めることはできないんだよということで、非常に大事な分野ですし、次期学習
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指導要領が先日新聞にも出ておりましたが、情報教育というのを時間を多く持って

学校でもしていこうという動きがございますので、今の中でどういう情報教育、モ

ラル等も含めながら、できていくのか、それを再度繰り返し、繰り返し指導できる

ような体制はつくっていきたいと思っております。 

以上です。 

○５番（児玉孝德議員） 子どもたちはですね、１回、２回聞いたぐらいでは、そのと

きを過ぎてしまえば忘れてしまうと。だから、繰り返し、繰り返し、今おっしゃっ

たようにですね指導していただいて、写真を撮った、それを上げるだけで個人情報

がわかってしまうような写真とかもあるみたいですので、そういった面も含めて十

分な指導を今後していただきたいと思います。 

以上で、私の質問を終わります。 

○議長（吉原信雄議員） 以上で、本日の一般質問は終了いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 以上をもって、本日の日程の全部を終了いたしましたので、

本日はこれをもって散会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後２時１５分 
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令和７年第３回大崎町議会定例会会議録（第３号） 

 

令和７年９月１８日 

午前１０時００分開会 

於 会 議 議 場 

１．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名（５番，６番） 

日程第 ２ 議案第３４号 土地の処分について 

（総務厚生常任委員長報告） 

日程第 ３ 議案第３５号 町有財産（建物）の無償譲渡について 

（総務厚生常任委員長報告） 

日程第 ４ 議案第３８号 令和７年度大崎町一般会計補正予算（第３号） 

（総務厚生常任委員長報告） 

日程第 ５ 議案第３９号 令和７年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号） 

（総務厚生常任委員長報告） 

日程第 ６ 議案第４０号 令和７年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算 

（第２号） 

（総務厚生常任委員長報告） 

日程第 ７ 議案第４１号 令和７年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号） 

          （文教経済常任委員長報告） 

日程第 ８ 議案第４２号 令和７年度大崎町公共下水道事業会計補正予算 

（第１号） 

          （文教経済常任委員長報告） 

日程第 ９ 議案第４３号 令和７年度オオサキポイント事業特別会計予算 

          （文教経済常任委員長報告） 

日程第１０ 陳情第 １号 消費税率５％以下への引き下げとインボイス制度の

廃止を求める陳情 

（総務厚生常任委員長報告） 

日程第１１ 陳情第 ２号 企業立地雇用促進補助金の対象業種から小売業等を

除外することを求める陳情書 

（総務厚生常任委員長報告） 

日程第１２ 陳情第 ３号 町長の退職手当の廃止を求める陳情書 

（総務厚生常任委員長報告） 
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日程第１３ 報告第 ４号 令和６年度大崎町健全化判断比率の報告について 

日程第１４ 報告第 ５号 令和６年度大崎町資金不足比率の報告について 

(特) 日程第１５ 認定第 １号 令和６年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定につい

て 

(総) 日程第１６ 認定第 ２号 令和６年度大崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について 

(総) 日程第１７ 認定第 ３号 令和６年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定について 

(総) 日程第１８ 認定第 ４号 令和６年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

(文) 日程第１９ 認定第 ５号 令和６年度大崎町水道事業会計決算認定について 

(文) 日程第２０ 認定第 ６号 令和６年度大崎町公共下水道事業会計決算認定につ

いて 

(文) 日程第２１ 議案第５０号 令和６年度大崎町水道事業剰余金の処分について 

(文) 日程第２２ 議案第５１号 令和６年度大崎町公共下水道事業剰余金の処分につ

いて 

日程第２３ 選任第 １号 令和６年度大崎町一般会計歳入歳出決算審査特別委

員会委員の選任について 

日程第２４ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て 

日程第２５ 諮問第 ２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て 

日程第２６ 選挙第 ７号 大崎町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙につ

いて 

(特) 日程第２７ 発議第 １号 大崎町議会議員定数条例の一部を改正する条例の提

出について 

日程第２８ 議員派遣の件 

日程第２９ 閉会中継続審査・調査申出書 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

   １番 藤 田 香 澄            ７番 神 﨑 文 男 

   ２番 草 原 正 和            ８番 宮 本 昭 一 

３番 岡 元 修 一            ９番 中 倉 広 文 

   ４番 富 重 幸 博           １０番 中 山 美 幸 
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   ５番 児 玉 孝 德           １１番 鷲 東 慎 一 

   ６番 稲 留 光 晴           １２番 吉 原 信 雄 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

町 長 東   靖 弘 農林振興課長 鎌 田 洋 一 

副 町 長 千 歳 史 郎 建 設 課 長 美 戸 博 明 

教 育 長 穗 園 正 幸 農委事務局長 松 元 昭 二 

会 計管理者 岡 留 和 幸 水 道 課 長 川 越 龍 一 

総 務 課 長 宮 本 修 一 教委管理課長 相 星 永 悟 

企画政策課長 渡 邊 正 一 社会教育課長 西 竹 信 也 

商工観光課長 上 野 明 仁 税 務 課 長 谷 迫 利 弘 

町 民 課 長 本 松 健一郎 

環境政策課長 竹 本 忠 行 

保健福祉課長 岩 元 貴 幸 

 

５．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

事 務 局 長 久 保 健一朗 

次    長 上 橋 孝 幸 

次    長 松 元 幸 紀 

庶 務係主任 西 ゆ か り 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） これより、本日の会を開き、直ちに開議いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、５番、児玉孝德議員、及

び６番、稲留光晴議員君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 議案第３４号 土地の処分について 

 日程第３ 議案第３５号 町有財産（建物）の無償譲渡について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２、議案第３４号「土地の処分について」、日程第３、

議案第３５号「町有財産（建物）の無償譲渡について」、以上２件を一括議題とい

たします。 

本案について、総務厚生常任委員長の報告を求めます。 

○総務厚生常任委員長（宮本昭一議員） ただいま議題となりました議案第３４号、土

地の処分について、及び議案第３５号、町有財産（建物）の無償譲渡についての審

査の経過と結果の報告をいたします。 

本議案については、９月３日の本会議において当委員会に付託されたもので、９

月４日に委員会を開き、担当課長並びに関係職員の出席を求め、補足説明を受け、

審査いたしました。 

議案の内容については、本会議において説明がなされておりますので、委員会で

の主な質疑について報告をいたします。 

まず、土地の処分と建物の無償譲渡の相手方が異なる理由について、行政側は説

明を受けたのかとの問いに対し、土地については、Ｓａｌアセット株式会社が提出

した大崎第一中学校跡地利用者募集要項に基づく事業計画の中で、大崎第一中学校

敷地全体を活用し、管理運営する旨の記載があり、それに基づき、今回、払い下げ

申請がなされたものと認識している。 

また、建物については、現在、カラル株式会社が当該建物を活用して農業用ポリ

フイルムのリサイクル事業を行っており、今後も引き続き、同事業をこの建物内で

行っていきたいため、建物についてはカラル株式会社で契約したい旨の申出があっ

たとの答弁。 

さらに委員から、建物の譲渡契約について、油化事業など提案があった事業がち

ゃんと実施されるのか危機感がある。油化事業の稼働を確認してから本契約を締結
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することや、契約書に油化事業の稼働を無償譲渡の条件に盛り込むなどの特記事項

を設けることは考えていなかったのかとの問いに対して、契約書において、３年以

内に事業開始することや、１０年間は提案事業を実施することなどの制限事項、及

び契約不履行による契約解除の条項も設けている。また、契約上、譲渡をしなけれ

ば建物を使うことができない形になっているため、契約が先になるものと考えてい

るとの答弁。 

さらに委員から、地域住民との連携について、具体的な取組内容を把握している

かとの問いに対し、明確な形でどういった方法で連携できるのかというところは見

えていない。地域連携を模索していく前提として、最優先すべきは、本稼働できる

体制をつくることだと思う。野方地域の方々も地域連携の取組に関心があるような

ので、協議できる段階に来たら行政としても関わっていきたいとの答弁でありまし

た。 

また、事業の実施に当たっては、交通安全対策、臭気・ゴミ等の飛散といった環

境対策、事業継続性の財務不安からの転売リスクなど、懸念される事項もあるため、

事業の進捗状況など、逐一、議会にも報告するよう要望しました。 

以上、質疑を終結し、討論に入りましたが討論はなく、討論を終結し、その後、

採決に入り、議案第３４号、土地の処分について、及び議案第３５号、町有財産

（建物）の無償譲渡については可決すべきものと出席委員全員の意見の一致を見た

次第であります。 

以上で、総務厚生常任委員会における審査の経過と結果について報告を終わりま

す。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。 

まず、議案第３４号「土地の処分について」の委員長の報告に対して、何か質疑

はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。議案第３４号「土地の処分につ
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いて」は委員長報告のとおり、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３４号「土地の処分について」は、可決されました。 

次に、議案第３５号「町有財産（建物）の無償譲渡について」の委員長の報告に

対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

本案に対する委員長報告は、可決であります。議案第３５号「町有財産（建物）

の無償譲渡について」は、委員長報告のとおり、可決することに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３５号「町有財産（建物）の無償譲渡について」は、可決されま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第３８号 令和７年度大崎町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第５ 議案第３９号 令和７年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第１号） 

 日程第６ 議案第４０号 令和７年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算 

（第２号） 

○議長（吉原信雄議員） 日程第４、議案第３８号「令和７年度大崎町一般会計補正予

算（第３号）」、議案第３９号「令和７年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）」、議案第４０号「令和７年度大崎町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）」、以上３件を一括議題といたします。 

本案について、総務厚生常任委員長の報告を求めます。 

○総務厚生常任委員長（宮本昭一議員） ただいま議題となりました議案第３８号、令
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和７年度大崎町一般会計補正予算（第３号）について、総務厚生常任委員会におけ

る審査の経過と結果の報告をいたします。 

本議案は、９月３日の本会議において当委員会に付託されたもので、９月４日に、

全委員出席のもと委員会を開き、担当課長及び関係職員の出席を求め、補足説明を

受け、審査いたしました。 

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１８億９,７２２万１,０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１５４億１８７万４,００

０円とするものであります。 

補正予算の内容については、本会議において説明がなされておりますので、委員

会での主な質疑について報告いたします。 

歳出の款２、項１、目１０企画費、節１８負担金，補助及び交付金の空き家等リ

フォーム促進補助金９５４万円について、今年度のこれまでの実績と今後の見込み

はとの問いに対し、これまでに１４件の実績があり、今回５件分の予算を計上して

いる。年々、空き家の増加に伴い申請件数も増えている状況であるため、予算が不

足する場合は、再度、補正予算をお願いしたいとの答弁。 

さらに委員から、補助率は２分の１ということだが、物価高騰等の影響により改

修費用も高くなっているが、補助制度の見直しを検討する考えはないかとの問いに

対し、近年の物価高騰等の背景を踏まえて、令和７年度から、補助金の上限を１０

０万円から２００万円に引き上げている。また、制度改正については、今後の利用

状況等を踏まえて検討したいとの答弁。 

次に、款２、項３、目１戸籍住民基本台帳費、節１２委託料の中長期在留者事務

用端末導入委託料８５万７,０００円について、中長期在留者の基準、及び対象と

なる外国人の人数と主な国籍はとの問いに対し、３か月以上滞在する外国人が対象

となる。また、人数は直近で５６８名で、フィリピン、ベトナム、インドネシア、

ミャンマーの方が約９５％を占めているとの答弁。 

次に、款５、項１、目７畜産業費、節１４工事請負費の畜産関係車両消毒場整備

工事２,４００万円について、畜産関係の消毒ポイントを整備するということであ

るが、整備する場所はどこか。また、消毒設備も整備するのかとの問いに対し、消

毒ポイントは１箇所で、場所は農業公社の前になる。今回の整備工事は敷地内の舗

装工事が主なもので、消毒設備を設置する予定はないとの答弁。 

次に、款５、項１、目９土地改良事業費、節１３使用料及び賃借料の機械借上料

１,１５０万円について、道路にはみ出した樹木は、道路通行上、支障になること

も多い。道路管理の上で伐採する基準はあるのかとの問いに対し、樹木の伐採につ

いては具体的な基準はない。現状としては、住民等からの苦情や要望により、危険



 

－ 122 － 

性があると思われる箇所については伐採をしているとの答弁。 

同じく、目９土地改良事業費、節１５原材料費の農道維持管理補修用材料５４万

２,０００円ついて、グレーチング等の資材を購入するとのことであるが、グレー

チング等の鋼材の盗難防止の対策はどのようにしているかとの問いに対し、農道等

の施設については黄色のマーキングをし、町道施設については赤色のマーキングを

して、盗難防止対策を行っているとの答弁。 

次に、款５、項１、目１２営農推進費のスマート農業・農業支援サービス事業補

助金２２２万３,０００円について、農業法人が１件採択になったということであ

るが、事業の案内は農業法人や認定農業者にされたのかとの問いに対し、この事業

は、農作業受託をしている個人や団体が対象となっており、要望があり、かつ条件

に合致した団体等に紹介をしているとの答弁。 

次に、款６、項１、目２商工業振興費、節１８負担金，補助及び交付金の地場産

品創出等支援事業補助金６,６０２万円について、事業内容と応募状況はとの問い

に対し、クラウドファンディングを利用し、地場産品の開発を支援する事業で、今

年度は４事業者が申請し、審査会を経て４事業者が選定されたとの答弁。 

次に、款６、項１、目３観光費、節１８負担金，補助及び交付金の新たな観光地

づくり補助金１,０００万円について、大崎町ＰＲ大使が新たな観光地づくりを展

開し、観光振興につなげるということであるが、具体的に何をするのかとの問いに

対し、ＰＲ大使の作品を展示するギャラリー、及びアトリエに使用できるように空

き店舗を改修する経費になるが、財源はクラウドファンディングで捻出する予定で

あるとの答弁。 

次に、款８、項１、目３防災対策費、節１２委託料の防災行政無線設備（親局）

更新業務委託料７,５８８万８,０００円について、防災行政無線親局の操作卓は導

入から１３年が経過しており、経年劣化で障害が発生しているということだが、耐

用年数と比較して、更新は想定内であったのかとの問いに対し、今、設置している

防災行政無線親局の操作卓の耐用年数は１０年程度と捉えているとの答弁。 

次に、款９、項１、目２事務局費、節１２委託料の英語力向上アドバイザー委託

料５７万２,０００円について、小・中学校における英語力の向上を図るため、前

さいたま市教育長に委託するということであるが、どういう指導をお願いするのか

との問いに対し、オンライン、及び本町にお越しいただいて、教職員に対する授業

改善方法や保護者向けの講演会を実施する計画であるとの答弁。 

同じく、目２事務局費、節１８負担金，補助及び交付金の大崎町立学校教育交流

事業実行委員会補助金１３５万円について、大崎中学校と台湾のタートン高級中学

校の生徒との交流事業で、歓迎レセプションの開催経費や通訳に係る経費などを含
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んでいるとのことであるが、通訳業務は本町の国際交流員を活用する考えはなかっ

たかとの問いに対し、通訳に関しては、昨年まで地域おこし協力隊として活動して

きており、台湾との人脈もある方を考えているとの答弁。 

款９、項２、目１学校管理費、節１０需用費の修繕料１５０万円について、複式

学級に対応した修繕を行うとのことであるが、子どもたちの使うロッカーや、作品

を掲示するスペースに支障が生じないよう対応することを要望した。 

次に、款９、項４、目２公民館費、節１０需用費の修繕料３４６万２,０００円

について、この費用は、中央公民館２階のトイレの漏水箇所の修繕料で、年度初め

に漏水の応急処置をし、今回、本格的に修繕を行うとのことであるが、これで漏水

は発生しなくなるのかとの問いに対し、中央公民館は、建設から５０年を経過して

おり、水道管も老朽化により、いつ、どこで漏水するかわからない状態であるとの

答弁。 

さらに委員から、漏水修繕を繰り返すより、水道管全体をやり直した方がいいの

ではないかとの問いに対し、中央公民館は耐震性の問題もあり、建替え、または移

転も含めて、現在検討している段階であるため、水道管だけを大規模に修繕するよ

りも、施設の建替時期に合わせて行ったほうがいいのではないかと考えているとの

答弁でありました。 

以上で、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議案第

３８号、令和７年度大崎町一般会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべ

きものと全出席委員の意見の一致を見た次第であります。 

次に、議案第３９号、令和７年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）について、審査の経過と結果の報告をいたします。 

本議案は、９月３日の本会議において当委員会に付託されたもので、９月４日に、

全委員出席のもと、担当課長及び関係職員の出席を求め、補足説明を受け、審査い

たしました。 

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１２２万８,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１８億８,７０４万１,０００円とす

るものであります。 

補正予算の内容については、本会議において説明がなされておりますので、委員

会での主な質疑について報告いたします。 

まず、歳出の款１、項１、目１一般管理費、節１８負担金，補助及び交付金の国

保自庁システム改修負担金１１３万３,０００円について、子ども・子育て支援金

制度の創設に伴うシステム改修負担金ということだが、どのような制度なのかとの

問いに対し、児童手当や子ども誰でも通園制度など、子育てに伴う新たな需要が増



 

－ 124 － 

えていく中で、その財源として医療保険からも負担していただく制度であるとの答

弁。 

さらに委員から、現行の国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の算定方法が変

更になり、保険加入者の負担が増えることになるのかの問いに対し、国が示した資

料によると負担が増えることになるとの答弁でありました。 

以上で、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議案第

３９号、令和７年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、原案

のとおり可決すべきものと全出席委員の意見の一致を見た次第であります。 

次に、議案第４０号、令和７年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）について、審査の経過と結果の報告をいたします。 

本議案は、９月３日の本会議において当委員会に付託されたもので、９月４日に、

全委員出席のもと、担当課長及び関係職員の出席を求め、補足説明を受け、審査い

たしました。 

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ３７０万９,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２０億１,２７６万９,０００円とす

るものであります。 

補正予算の内容については、本会議において説明がなされておりますので、委員

会での主な質疑について報告いたします。 

まず、歳出の款３、項３、目１包括的支援事業費、節１２委託料の地域包括支援

センター運営事業委託料１１８万８,０００円について、地域包括支援センターで

はどのような事業を実施しているのかとの問いに対し、総合相談支援業務や権利擁

護業務、介護予防ケアマネジメント業務、地域連携の会議などへの出会など、様々

な業務を担っていただいているとの答弁でありました。 

以上で、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議案第

４０号、令和７年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、原案のと

おり可決すべきものと全出席委員の意見の一致を見た次第であります。 

以上で、総務厚生常任委員会における審査の経過と結果について報告を終わりま

す。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。 

まず、議案第３８号「令和７年度大崎町一般会計補正予算（第３号）」の委員長

報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 
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これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第３８号「令和７年度大崎町一般

会計補正予算（第３号）」は、委員長報告のとおり、原案可決することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３８号「令和７年度大崎町一般会計補正予算（第３号）」は、原

案のとおり可決されました。 

次に、議案第３９号「令和７年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）」の委員長報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。議案第３９号「令和７年度大

崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」は、委員長の報告のとおり、

原案可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３９号「令和７年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）」は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第４０号「令和７年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）」の委員長報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。議案第４０号「令和７年度大

崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）」は、委員長の報告のとおり、原案

可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４０号「令和７年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）」は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 議案第４１号 令和７年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第８ 議案第４２号 令和７年度大崎町公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第９ 議案第４３号 令和７年度オオサキポイント事業特別会計予算 

○議長（吉原信雄議員） 日程第７、議案第４１号「令和７年度大崎町水道事業会計補

正予算（第１号）」、日程第８、議案第４２号「令和７年度大崎町水道事業会計補

正予算（第１号）」、日程第９、議案第４３号「令和７年度オオサキポイント事業

特別会計予算」について、以上３件を一括議題といたします。 

本案について、文教経済常任委員長の報告を求めます。 

○文教経済常任委員長（中山美幸議員） ただいま議題となりました、議案第４１号、

令和７年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号）、議案第４２号、令和７年度大

崎町公共下水道事業会計補正予算（第１号）、議案第４３号、令和７年度オオサキ

ポイント事業特別会計予算。 

３議案については、去る９月３日の本会議において文教経済常任委員会に付託さ

れたもので、審査の経過と結果の報告をいたします。９月４日に委員会を開催し、

関係課長並びに関係職員の出席を求め、審査いたしました。 

議案第４１号、議案第４２号、議案第４３号の補正予算の内容は、本会議におい

て説明がされておりますので、委員会での主な質疑について報告いたします。 

まず、議案第４１号、令和７年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号）につい
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て、審査の経過と結果について報告をいたします。 

この補正予算は、収益的収入及び支出のうち、収入の第１款水道事業収益の予定

額を１,９４１万７,０００円増額し、予算総額を２億４,７７５万円に、支出の第

１款水道事業費用の予定額を３,０７６万８,０００円円増額し、予算総額を２億４,

１７０万６,０００円とするもので、まず、落雷関係の修繕分について１,７８０万

円ほど計上してあるが、落雷によって、主にどのような箇所が被害を受けたのかの

問いに対し、籠谷配水池の水位計流量計が落雷により、籠谷配水池から籠谷水源地

を繋ぐ箇所が被害を受け、機器の取替を検討した。既に廃盤となっていたため、結

果として修繕費が高額になったものであるとの答弁でした。 

次に、落雷損害保険金について、被害を受けた部分は１００％補償されるかの問

いに、被害が発生した場合は、契約者が自己負担する免責金額が定めてあるため、

１０万円が差し引かれたものに事務手数料が加算され保険金が支払われるとの答弁

であります。 

以上で質疑を終結し、その後、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、

議案第４１号、令和７年度大崎町水道事業会計補正予算(第１号）は、討論もなく、

原案のとおり可決するべきものと、全委員の意見の一致を見た次第であります。 

次に、議案第４２号について。令和７年度大崎町公共下水道事業会計補正予算

（第１号）について、審査の経過と結果の報告をいたします。 

この補正予算は、収益的支出の第１款下水道事業費用の予定額を３５万８,００

０円増額し、予算総額を２億４２８万５,０００円に、資本的支出の第１款資本的

支出の予定額を７００万円増額し、予算総額を１億４,１９７万６,０００円にする

ものです。 

審査においては、特筆すべき質疑はなく、その後、討論に入りましたが、討論も

なく、採決の結果、議案第４２号、令和７年度大崎町公共下水道事業会計補正予算

(第１号）は、原案のとおり可決すべきものと全委員の意見の一致を見た次第であ

ります。 

次に、議案第４３号、令和７年度オオサキポイント事業特別会計予算について、

審査の経過と結果の報告をいたします。 

本予算は新規として計上されたもので、予算総額は６億９,１６７万円となって

おります。 

まず、オオサキポイント事業導入に至った経緯及び事業側のメリットはとの問い

に、住民の健康、経済の地域内循環、情報格差対策などの課題解決を目指して、こ

の事業に取り組んでいるとの説明であります。事業側のメリットとしては、これま

で紙で発行していた地域応援商品券をデジタル地域通貨に移行することで、会計処



 

－ 128 － 

理の負担が軽減されることが挙げられるとの答弁であります。 

次に、オオサキポイント事業の財源はとの問いに、財源については、全額ふるさ

と応援基金であるとの答弁であります。 

次に、スマートフォンやアプリケーションのダウンロードの操作方法等について

の住民説明はどうするのかとの問いに対して、役場職員で集落担当制度を敷いてい

るため、各集落に出向いて説明会を開催する予定である。また、校区単位や、毎月

開催されているチャレンジ朝市、ふれあいフェスタなどのイベント等で、窓口を設

けて説明会を開く予定であるとの答弁であります。事業者の方々に対しては、商工

会と役場職員が一緒に各店舗に出向いて、説明をしていく考えとの答弁であります。 

以上で質疑を終結し、その後、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、

議案第４３号、令和７年度オオサキポイント事業特別会計予算は、原案のとおり可

決すべきものと全委員の意見の一致を見た次第であります。 

以上で、文教経済常任委員会における、審査の経過と結果について報告を終わり

ます。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。 

まず、議案第４１号「令和７年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号）」の委

員長報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決です。議案第４１号「令和７年度大崎町水

道事業会計補正予算（第１号）」は、委員長報告のとおり、原案可決することに御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって議案第４１号「令和７年度大崎町水道事業会計補正予算（第１号）」は、

原案のとおり可決されました。 
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次に、議案第４２号「令和７年度大崎町公共下水道事業会計補正予算（第１

号）」の委員長報告に対し、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。議案第４２号「令和７年度大

崎町公共下水道事業会計補正予算（第１号）」は、委員長の報告のとおり、原案可

決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４２号「令和７年度大崎町公共下水道事業会計補正予算（第１

号）」は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第４３号「令和７年度オオサキポイント事業特別会計予算」の委員長

報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。議案第４３号「令和７年度オ

オサキポイント事業特別会計予算」は、委員長報告のとおり、原案可決することに

御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４３号「令和７年度オオサキポイント事業特別会計予算」は、原

案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１０ 陳情第１号 消費税率５％以下への引き下げとインボイス制度の廃止を

求める陳情 

 日程第１１ 陳情第２号 企業立地雇用促進補助金の対象業種から小売業等を除外す

ることを求める陳情書 

 日程第１２ 陳情第３号 町長の退職手当の廃止を求める陳情書 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１０、陳情第１号「消費税率５％以下への引き下げと

インボイス制度の廃止を求める陳情」について、日程第１１、陳情第２号「企業立

地雇用促進補助金の対象業種から小売業等を除外することを求める陳情書」につい

て、日程第１２、陳情第３号「町長の退職手当の廃止を求める陳情書」について、

以上、３件を一括議題といたします。 

本案について、総務厚生常任委員長の報告を求めます。 

○総務厚生常任委員長（宮本昭一議員） ただいま、議題となりました陳情第１号消費

税率５％以下への引き下げとインボイス制度の廃止を求める陳情について、総務厚

生常任委員会における審査の経過と結果の報告をいたします。 

陳情者は、大崎町仮宿３４９番地２２１、出原宗一氏であります。 

本陳情は、９月３日の本会議において当委員会に付託されたもので、９月４日に、

全委員出席のもと委員会を開催し、審査いたしました。 

陳情の趣旨は、国民は長引く物価高に苦しみ続けており、多くの中小企業が倒産

している。世界では消費税の減税、または廃止を行っている国もあり、大企業や富

裕層を優遇する不公平な税制を正せば、消費税を廃止できる財源が生まれるという

試算もある。 

また、インボイス制度の導入から１年が経過したが、小規模事業者からの減収や

税負担の増加による経営状況の悪化が報告されており、経営事務の過大な負担が問

題視されていることなどの理由から、国の関係機関へ消費税率５％以下への引き下

げとインボイス制度の廃止を求める意見書の提出を求める陳情でありました。 

陳情内容の審査に当たり、担当課である税務課長の出席を求め、インボイス制度

の概要等について説明を受け、審査いたしましたので、委員会での質疑及び討論に

ついて報告いたします。 

委員から、本町でインボイスを取り入れている事業者などはどのくらいいるか。
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また、インボイス制度について、問い合わせや苦情などが寄せられているかとの問

いに、国税庁が公表している町内の事業者は２３５法人で、最近ではインボイス制

度についての問い合わせ等はないとの答弁でありました。 

以上、質疑を終結し、討論に入りましたが、委員から反対の討論があり、陳情の

趣旨に沿った意見もあることは承知しているが、消費税率は国策であり、財源の問

題など深い議論が必要である。また、インボイス制度については、数年前にも同様

の陳情があり、不採択になった経緯もあるとの反対意見が出されました。 

次に、委員から賛成の討論があり、物価高騰により出費が増え、一般の方々の感

覚からすれば消費税も下げてほしいということだと思われるとの賛成意見が出され

ました。 

その後、討論はなく、採決に入り、起立採決の結果、陳情第１号、消費税率５％

以下への引き下げとインボイス制度の廃止を求める陳情は、起立少数で不採択とす

ることに決定した次第であります。 

次に、陳情第２号、企業立地雇用促進補助金の対象業種から小売業等を除外する

ことを求める陳情書について、総務厚生常任委員会における審査の経過と結果の報

告をいたします。 

陳情者は、大崎町菱田２４３２番地１、髙谷秀男氏であります。 

本陳情書は、９月３日の本会議において当委員会に付託されたもので、９月４日

に、全委員出席のもと委員会を開催し、審査いたしました。 

陳情書の趣旨は、大崎町企業立地雇用促進補助金の対象業種には、製造業や農林

水産業のほか、小売業、大規模商業施設も定められている。しかし、小売業、大規

模商業施設は、既存の町内同業者との競合が明白な業種であって、補助金の対象と

することは町民の福利と大きく矛盾しており、また、近隣や全国的に見ても同様の

補助金から小売業を除外していることなどの理由から、大崎町議会において、企業

立地雇用促進補助金の対象業種から小売業等を除外する措置を求めるものでありま

した。 

陳情内容の審査に当たり、担当課である企画政策課長の出席を求め、企業立地促

進補助金制度の概要や改正の経緯等について説明を受け、審査いたしましたので、

委員会での質疑及び討論について報告いたします。 

委員から、同様の補助金の対象から大規模商業施設を除外している近隣の市町村

はどのくらいあるのかとの問いに、大隅管内の市町の状況は、製造業を中心に、ソ

フトウェア業や研究開発施設、情報処理サービス業といったものが対象となってお

り、大規模商業施設を対象としているのは本町ならではの制度である。また、全国

的に見ると、大規模商業施設を対象としている自治体は、富山県、福井県、愛媛県、
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山口県などがあるとの答弁。 

さらに委員から、補助金制度を設けた当時から対象業種を拡大してきた経緯はと

の問いに、当初の制度では、新規地元雇用者に対する助成のみであったが、業種の

拡大、並びに用地取得や設備投資も対象とすることで企業の進出を促し、経済の活

性化と移住・定住につなげることを目的に補助金制度を改正したとの答弁。 

さらに委員から、本町に、スーパーなど買い物をする施設が少ない。現在、大規

模商業施設の出店が予定されているが、この企業は補助金を活用する意向があるの

かとの問いに、先方には補助金に関する情報も提供しており、当然、補助金も視野

に入れていると思うとの答弁でありました。 

以上、質疑を終結し、討論に入りましたが、委員から反対の討論があり、企業立

地促進補助金制度を設けた当初は製造業のみだったが、長い年月の中で、本町は著

しい人口減少に陥り、買い物弱者が存在するなど、制度そのものも時代の流れに沿

った形で変更の手を加えていくことが町の発展につながると思われる。また、現在、

大規模商業施設が本町に出店予定であるが、現行の補助金制度を見越して手続きが

進められていることを踏まえると、本陳情の採択は難しいのではないかとの反対意

見が出されました。 

賛成の討論はなく、その後、採決に入り、起立採決の結果、陳情第２号、企業立

地雇用促進補助金の対象業種から小売業等を除外することを求める陳情書は、起立

少数で不採択とすることに決定した次第であります。 

次に、陳情第３号、町長の退職手当の廃止を求める陳情書について、総務厚生常

任委員会における審査の経過と結果の報告をいたします。 

陳情者は、大崎町菱田２４３２番地１、髙谷秀男氏であります。 

本陳情書は、９月３日の本会議において当委員会に付託されたもので、９月４日

に、全委員出席のもと委員会を開催し、審査いたしました。 

陳情書の趣旨は、１期４年間で１,５４４万円となる町長に支給される退職手当

について、町民の所得水準に照らして著しく高額であること、給与月額自体も高額

であり、さらに期末手当も、別途支給されていること、過去の任期ごとに退職手当

を受給していること、また、地方公共団体の中には、退職手当を事実上廃止してい

る首長もいることなどの理由から、大崎町議会において、町長の現任期分から退職

手当を廃止する措置を求めるものでありました。 

陳情内容の審査に当たり、担当課である総務課長の出席を求め、町長等の特別職

に対する退職手当の支給根拠や積算方法などについて説明を受け、審査いたしまし

たので、委員会での質疑及び討論について報告いたします。 

委員から、町長の退職手当については、本町が市町村総合事務組合に拠出金、ま
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たは負担金という形で支出しているのかとの問いに、特別職をはじめ、一般職員も

退職手当組合へ負担金という形で支出しているとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論に入ましたが、委員から反対の討論があり、町長等の

特別職に対する退職手当については、担当課長から説明があったとおり、地方自治

法及び本町の条例により定められた制度であり、法的根拠に基づいて支給されてい

る。町長に支給される退職手当は、確かに高額と思われる部分はあるが、退職手当

の廃止については、町長自ら意思決定をされるべき事項であり、議会が是認する必

要性はないものと思われるとの反対意見が出されました。 

賛成の討論はなく、その後、採決に入り、起立採決の結果、陳情第３号、町長の

退職手当の廃止を求める陳情書は、起立少数で不採択とすることに決定した次第で

あります。 

以上で、総務厚生常任委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。 

まず、陳情第１号「消費税率５％以下への引き下げとインボイス制度の廃止を求

める陳情」の委員長報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

まず、原案に反対者の発言を許可します。 

○６番（稲留光晴議員） 委員長の報告への反対です。委員長から、今、第１号は不採

択ということで反対の報告がありましたが。 

○議長（吉原信雄議員） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１０時５３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○６番（稲留光晴議員） この陳情に、私は常任委員会では賛成の立場で意見を申し上

げました。陳情者の趣旨にあるように、すべての、ほとんど物価高騰があります。

物価高騰３０％、極端に倍になっているとかこういった値段にですね消費税が重く

のしかかっている状態であり、非常に住民の方には負担が重くのしかかっていると

いうふうに思います。 

あと、インボイス制度の廃止についてもですね、同時に陳情に賛成いたしました
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が、インボイス制度の登録をしますと誰でも消費税を払わないといけないという法

律なんですね。最初は３,０００万円以上が消費税の対象、その後１,０００万円ま

で引き下げられました。インボイスについては１,０００万円以下でもですねイン

ボイスを登録せざるを得ないと、もちろん登録をしてしまうと１,０００万円以下

でも消費税を払わなきゃいけないと。特に大崎町は、畜産、あと中小建設業ですね、

畜産にしてもやっぱり売り手の生産者へは子牛等の値段が下がってきているという

状況があります。消費税をまた負担させるというですね、酷ではないかと。経費と

しても当然ありますので、立場上、この陳情には賛成ということで表明をいたした

ものです。 

以上で終わります。 

○議長（吉原信雄議員） まず、提案に反対者の発言を許可します。 

○９番（中倉広文議員） 本陳情につきましては、消費税率の５％以下、そしてまたイ

ンボイスの廃止ということでうたわれております。 

消費税率につきましては、我が国の社会補償の財源ということで私は認識してい

るわけですが、その削減ということで、そこを担う代替の財源がまず示されていな

いということと、それからインボイス制度の廃止につきましては、委員会でも申し

上げましたが、以前の議会でいろいろ審議を尽くして不採択にした経緯がございま

した。それから今に至るまで、本件に対して大きな状況の変化も見られていないと

いうふうに認識しておりますので、先ほど稲留議員から説明がございました、いろ

んな意見があるというのは十分承知をしておりますけれども、現段階で本陳情を採

択するには至らないと私は思いますので不採択を望みたいと思います。 

以上です。 

○議長（吉原信雄議員） 次に、原案に賛成の発言を許可します。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより、陳情第１号「消費税率５％以下への引き下げとインボイス制度の廃止

を求める陳情」を採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

この陳情書に対する委員長報告は、不採択です。陳情第１号「消費税率５％以下

への引き下げとインボイス制度の廃止を求める陳情」を採択することに賛成の諸君

の起立を願います。 

［賛成者 起立］ 

○議長（吉原信雄議員） 起立少数。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５７分 

再開 午前１０時５８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

この陳情に対する委員長報告は不採択です。陳情第１号「消費税率５％以下への

引き下げとインボイス制度の廃止を求める陳情」を不採択することに賛成の諸君の

起立をお願いします。 

［賛成者 起立］ 

○議長（吉原信雄議員） 起立多数。 

したがって、陳情第１号「消費税率５％以下への引き下げとインボイス制度の廃

止を求める陳情」は、不採択することに決定いたしました。 

次に、陳情第２号「企業立地雇用促進補助金の対象業種から小売業等を除外する

ことを求める陳情書」の委員長報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

まず、原案に反対の発言を許可します。 

○１番（藤田香澄議員） 私は、本陳情に対して反対の立場から討論をいたします。 

まず、陳情者の方が御指摘されているとおり、大規模商業施設の進出が既存の町

内事業者への影響を与えかねないという懸念に関しては十分理解できるものと認識

しております。 

また、大規模商業施設に関しては、そういった町の補助金を用いてそういった業

態を支援するということが公平なのかというところは、まだ検討の余地があると私

自身も考えております。 

一方で、今回の陳情書に関しては、小売業等も含まれておりまして、私の意見と

しては小売業に関しては、例えば地元の農産品を新たに観光などと結びつけて新た

に価値を創出しながら販売するといったことも考えられますし、地域外から人を呼

び込む形の特色のある小売店舗が出店する可能性もあるのではないかなと思ってお

ります。そういった小売業に関しては、本補助金の趣旨である本町の経済の発展及

び雇用機会の拡大を図ることに寄与するのではないかと認識をしております。 

なので、今回の陳情に関しては、小売業も含まれている点に関して、私としては

反対という意味で今回の陳情に関しては不採択と認識をしております。 
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以上です。 

○議長（吉原信雄議員） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより、陳情第２号「企業立地雇用促進補助金の対象業種から小売業等を除外

することを求める陳情書」を採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

この陳情書に対する委員長報告は、不採択です。陳情第２号「企業立地雇用促進

補助金の対象業種から小売業等を除外することを求める陳情書」を不採択すること

に賛成の諸君の起立を願います。 

［賛成者 起立］ 

○議長（吉原信雄議員） 起立多数。 

したがって、陳情第２号「企業立地雇用促進補助金の対象業種から小売業等を除

外することを求める陳情書」は、不採択することに決定いたしました。 

次に、陳情第３号「町長の退職手当の廃止を求める陳情書」の委員長報告に対し

て、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより、陳情第３号「町長の退職手当の廃止を求める陳情書」を採決いたしま

す。 

この採決は起立によって行います。 

この陳情書に対する委員長報告は、不採択です。陳情第３号「町長の退職手当の

廃止を求める陳情書」を不採択することに賛成の諸君の起立を願います。 

［賛成者 起立］ 

○議長（吉原信雄議員） 起立多数。 

したがって、陳情第３号「町長の退職手当の廃止を求める陳情書」は、不採択す

ることに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○議長（吉原信雄議員） ここで、暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０４分 

再開 午前１１時１４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１３ 報告第４号 令和６年度大崎町健全化判断比率の報告について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１３、報告第４号「令和６年度大崎町健全化判断比率

の報告について」を議題といたします。 

町長より報告を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、

令和６年度大崎町健全化判断比率を監査委員の意見を付して報告するものでござい

ます。 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率でございますが、実質赤字は生じておらず、

実質赤字比率は該当ございません。 

次の実質公債費比率でございますが、本町は６.５％となっております。これは、

一般会計等が負担する元利償還金及び純元利償還金の標準財政規模に対する比率の

３か年平均でございます。 

次に、将来負担比率でございますが、これは一般会計等が将来負担すべき実質的

な負債の標準財政規模に対する比率でございまして、本町は０％となっており、該

当なしという結果が出ております。 

監査委員の意見書によりますと、すべての比率が早期健全化基準を下回り、良好

な状態にあるとの評価をいただいておりますので、今後とも健全な財政運営に努め

ていく所存でございます。 

以上で報告を終わります。 

○議長（吉原信雄議員） これで報告は終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１４ 報告第５号 令和６年度大崎町資金不足比率の報告について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１４、報告第５号「令和６年度大崎町資金不足比率の

報告について」を議題といたします。 

町長より報告を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 
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本案は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、

令和６年度資金不足比率を監査委員の意見を付して報告するものでございます。 

水道事業会計、公共下水道事業会計とも資金不足を生じておらず、資金不足比率

は該当ございません。 

監査委員の意見書によりますと、良好な状態にあるとの評価をいただいておりま

すので、今後とも健全な財政運営に努めていく所存でございます。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（吉原信雄議員） これで報告は終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 認定第１号 令和６年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第１６ 認定第２号 令和６年度大崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

 日程第１７ 認定第３号 令和６年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

 日程第１８ 認定第４号 令和６年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第１９ 認定第５号 令和６年度大崎町水道事業会計決算認定について 

 日程第２０ 認定第６号 令和６年度大崎町公共下水道事業会計決算認定について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１５、認定第１号「令和６年度大崎町一般会計歳入歳

出決算認定について」、日程第１６、認定第２号「令和６年度大崎町国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算認定について」、日程第１７、認定第３号「令和６年度

大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、日程第１８、認定第

４号「令和６年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」、日程

第１９、認定第５号「令和６年度大崎町水道事業会計決算認定について」、日程第

２０、認定第６号「令和６年度大崎町公共下水道事業会計決算認定について」、以

上６件を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

認定第１号、本案は令和６年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定についてでござ

います。認定第２号、本案は令和６年度大崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定についてでございます。認定第３号、本案は令和６年度大崎町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。認定第４号、本案は令和６

年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。認定第

５号、本案は令和６年度大崎町水道事業会計決算認定についてでございます。認定
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第６号、本案は令和６年度大崎町公共下水道事業会計決算認定についてでございま

す。それぞれ６つの案件につきまして、法に基づき決算を行い、監査委員の審査に

付しましたので、監査委員の意見書を添付して、議会の認定をお願いするものでご

ざいます。 

内容につきましては、それぞれの主管課長から説明申し上げますので、御認定く

ださるようお願い申し上げます。 

○総務課長（宮本修一君） それでは、一般会計の歳入歳出決算について御説明いたし

ます。 

はじめに、歳入の主なものについて御説明いたしますので、決算書の１ページを

お願いいたします。まず、款１町税でございますが、収入済額１４億７,９９４万

３,５０５円は、前年度に対しまして２.２％の増となっております。不納欠損額９

４０万９,３３８円は、時効完成等によるものでございます。収入未済額３,２０３

万４,８２３円は、現年度分と滞納繰越分を含めた未済額でございます。 

款１１地方交付税でございますが、収入済額３１億３,７６８万６,０００円は、

前年度に対して６.８％の増となっております。なお、内訳は、普通交付税が２９

億９０９万円、特別交付税が２億２,８５９万６,０００円となっております。 

２ページをお願いいたします。款１５国庫支出金でございますが、収入済額１３

億４,４９９万５,５１６円は、前年度に対して１.５％の減となっております。収

入未済額１億１,８６０万円は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金及び学

校施設環境改善交付金に係る繰越明許費でございます。款１６県支出金でございま

すが、収入済額１６億７,５３２万８,７０１円は、前年度に対して４０.５％の増

となっております。収入未済額２,１２４万９６５円は、新規就農者育成総合対策

補助金、農地耕作条件改善事業補助金、農林水産業施設災害復旧事業に係る繰越明

許費でございます。款１８寄附金でございますが、収入済額５７億６,３４０万８,

９３４円は、主にふるさと納税寄附金でございますが、前年度に対しまして２７.

２％の増となっております。款１９繰入金でございますが、収入済額１５億５,１

００万２,１６１円は、基金からの繰入金で、前年度に対して５７.２％の増となっ

ております。款２１諸収入でございますが、収入済額１億５,９２９万７,１４５円

でございます。不納欠損額４,４５０万２,６０９円は、強い農業づくり交付金国庫

補助金返還金、地域経済循環創造事業交付金返還金でございます。収入未済額は２,

３３４万４４５円でございますが、これは、住宅新築資金等貸付金償還金、奨学金

返還金、農業次世代人材投資事業補助金返還金の未済額でございます。 

次のページをお願いいたします。歳入合計でございますが、収入済額１６７億７,

４７１万１,２４８円。不納欠損額５,４７０万４４７円。収入未済額２億１８８万
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７,５３３円となっております。 

これで歳入を終わりまして、次に歳出の主なものについて御説明いたしますので、

４ページをお願いいたします。款２総務費の支出済額１５億５,６１３万３,４５９

円は、前年度に対しまして２０.９％の増でございますが、企業版ふるさと納税の

実績に伴うＳＤＧｓ推進協議会負担金、企業版ふるさと納税委託料の増が主な要因

でございます。款３民生費でございますが、支出済額２０億９,０４７万２,２８５

円は、前年度に対しまして３.２％の増でございます。これは、保育所等給食費無

償化事業の実施や児童手当の受給の範囲が拡充されたことが主な要因でございます。

款４衛生費でございますが、支出済額１３億３,６２４万６,１５４円は、前年度に

対しまして２.４％の増となっております。款５農林水産業費でございますが、支

出済額１５億９,４９１万４,２６９円は、前年度に対しまして４７.７％の増とな

っております。これは、畜産クラスター事業などの事業実績の増が主な要因でござ

います。款６商工費でございますが、支出済額５９億１,８７３万３,２３６円は、

前年度に対しまして２３.５％の増となっておりますが、ふるさと納税促進事業の

増が主な要因でございます。款７土木費でございますが、支出済額７億１,６１３

万３３６円は、前年度に対しまして１８.６％の増となっております。これは、道

路維持事業や道路改良事業の実績の増などが主な要因でございます。款８消防費で

ございますが、支出済額３億８１９万８,４４３円は、前年度に対しまして１０.

１％の減でございます。 

５ページをお願いいたします。款９教育費でございますが、支出済額１３億９,

３１５万２,８０３円は、前年度に対しまして６７.１％の増となっております。こ

れは、大崎町総合体育館大規模改修工事などが主な要因でございます。款１０災害

復旧費でございますが、支出済額１億７,７９６万１１８円は、前年度に対しまし

て１２３.５％の増となっております。歳出合計でございますが、支出済額１５８

億８,９３３万１,１５８円、翌年度繰越額は８億４,８２１万５,８００円でござい

ますが、繰越事業の主なものは、菱田小学校校舎棟大規模改修事業及び大崎町総合

体育館大規模改修事業でございます。なお、不用額は１億２,０３３万２,０４２円

となっております。 

６ページをお願いいたします。一般会計の総括でございますが、歳入合計額１６

７億７,４７１万１,２４８円。歳出合計額１５８億８,９３３万１,１５８円。歳入

歳出差引額８億８,５３８万９０円となっておりますが、このうち基金繰入額が２

億５,０００万円ございますので、翌年度への繰越額は６億３,５３８万９０円とな

っております。 

以上で説明を終わります。 
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○保健福祉課長（岩元貴幸君） 続きまして、令和６年度大崎町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算につきまして、御説明いたします。はじめに、歳入の主なものに

ついて御説明いたしますので、決算書の１ページをお願いいたします。 

まず、款１国民健康保険税でございますが、収入済額２億３,３００万１,４８５

円は、前年度に対しまして９.９％の減となっております。不納欠損額は１,３２２

万６１０円、収入未済額は４,０１７万３,０８３円でございます。款４県支出金の

収入済額１３億４,０１９万１,０６５円は、前年度に対しまして５.３％の減とな

っております。款６繰入金の収入済額１億６,７９４万６,８０５円は、前年度に対

しまして０.２％の減となっております。款８諸収入の収入済額は６５５万３,９０

３円でございます。主に、被保険者の延滞金及び第三者行為に伴う納付金でござい

ます。歳入合計でございますが、収入済額１７億６,１４７万３,２９８円、不納欠

損額１,３２７万３,５１０円、収入未済額４,０３６万８,４８３円となっておりま

す。 

これで歳入を終わりまして、次に歳出の主なものを御説明いたしますので、２ペ

ージをお願いいたします。款２保険給付費の支出済額１２億９,６３３万６,７９９

円は対前年度に対しまして５.４％の減となっております。款３国民健康保険事業

費納付金の支出済額４億６９４万７,５０４円は、前年度に対しまして６.４％の減

となっております。款４保健事業費の支出済額２,６３２万３,５７７円は、前年度

に対しまして２.９％の増となっております。款７諸支出金の支出済額は１,２９２

万１,７２６円でございますが、これは主に、過年度保険給付費等の確定に伴う返

還金でございます。歳出合計でございますが、支出済額は１７億４,９０５万８,４

６０円となっており、前年度に対しまして５.６％の減となっております。なお、

不用額は４,３８０万３,５４０円となっております。 

３ページは、総括でございますが、歳入合計額１７億６,１４７万３,２９８円。

歳出合計額１７億４,９０５万８,４６０円。歳入歳出差引額は１,２４１万４,８３

８円となっており、全額翌年度へ繰り越すものでございます。 

以上で説明を終わります。 

続きまして、令和６年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまし

て御説明いたします。はじめに、歳入の主なものについて御説明いたしますので、

決算書の１ページをお願いいたします。 

まず、款１後期高齢者医療保険料でございますが、収入済額１億３,７０９万２,

２００円は、前年度に対しまして９.６％の増となっております。収入未済額は５

２万８,２００円でございます。款３繰入金の収入済額８,８７９万７,０００円は、

前年度に対しまして４.９％の増となっております。款５諸収入、収入済額は２４
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万８,１５０円でございます。これは主に、県後期高齢者医療広域連合からの還付

金でございます。歳入合計でございますが、収入済額２億３,１２４万１,６００円、

収入未済額５３万１,８００円となっております。 

これで歳入を終わりまして、次に歳出の主なものを御説明いたしますので２ペー

ジをお願いいたします。款１後期高齢者医療広域連合納付金の支出済額２億２,６

１０万７,０８０円は、前年度に対しまして７.８％の増となっております。款２諸

支出金の支出済額は１９万４,９８０円でございますが、これは後期高齢者医療保

険料の還付金でございます。歳出合計でございますが、支出済額は２億２,６３０

万２,０６０円となっており、前年度に対しまして７.７％の増となっております。

なお、不用額は２８４万８,８４０円となっております。 

次の３ページは総括でございますが、歳入合計額２億３,１２４万１,６００円、

歳出合計額２億２,６３０万２,０６０円。歳入歳出差引額は４９３万９,５４０円

となっており、全額翌年度へ繰り越すものでございます。 

以上で説明を終わります。 

続きまして、令和６年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして

御説明いたします。はじめに、歳入の主なものについて御説明いたしますので、決

算書の１ページをお願いいたします。 

まず、款１保険料でございますが、収入済額３億２,５５７万３,４３３円は、前

年度に対しまして１.３％の増となっております。不納欠損額は５０万５,４００円、

収入未済額は１５２万２,８９４円でございます。款３国庫支出金の収入済額５億

２,３９７万５,３９９円は、前年度に対しまして３.７％の増となっております。

款４支払基金交付金の収入済額４億９,８６５万６,０００円は、前年度に対しまし

て２.８％の増となっております。款５県支出金の収入済額２億９,２４６万９,９

０２円は、前年度に対しまして２.０％の増となっております。款７繰入金の収入

済額２億６,６５７万１,３７４円は、前年度に対しまして１.１％の減となってお

ります。款９諸収入の収入済額は１５８万７,９１７円でございますが、主に介護

保険料の延滞金や第三者行為による損害賠償金などでございます。歳入合計でござ

いますが、収入済額２０億７,９０９万５,１８２円、不納欠損額７５万８,６３４

円、収入未済額１５３万８,６９４円となっております。 

これで歳入を終わりまして、次に歳出の主なものを御説明いたしますので２ペー

ジをお願いいたします。款２保険給付費の支出済額１８億２,０４３万３,７２５円

は、前年度に対しまして３.１％の増となっております。款３地域支援事業費の支

出済額４,２３９万８,６８６円は、前年度に対しまして２.０％の減となっており

ます。款７諸支出金の支出済額は２,７２０万６,７９８円でございますが、これは
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主に、過年度介護給付費等の実績に伴う返還金でございます。歳出合計でございま

すが、支出済額は１８億９,０５６万５,８８０円となっており、前年度に対しまし

て４.０％の増となっております。なお、不用額は１億３,４４１万９,１２０円と

なっております。 

３ページは総括でございますが、収入合計額２０億７,９０９万５,１８２円。歳

出合計額１８億９,０５６万５,８８０円。歳入歳出差引額１億８,８５２万９,３０

２円となっており、全額翌年度へ繰り越すものでございます。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○水道課長（川越龍一君） それでは、令和６年度大崎町水道事業会計の決算説明につ

いて御説明いたします。 

決算書の１ページをお願いいたします。大崎町水道事業決算報告書の（１）収益

的収入及び支出の収入でございますが、消費税込みで決算額と予算額との比較を申

し上げます。第１款水道事業収益の全体が決算額２億２,３３６万６,５０７円で、

予算額と比べて３８１万１,５０７円の増となり、対前年比では２８０万３２９円、

約１.３％の減でございます。この内訳は、第１項営業収益、これは水道料金と手

数料でございますが、決算額２億２４７万９,６１０円で、予算額と比べて２６４

万９,６１０円の増、対前年比では３５０万５,７３０円、約１.７％の減でござい

ます。減の主な要因は、水道使用料の減でございます。次に、第２項営業外収益、

これは他会計補助金、長期前受金戻入、機械設備の損害保険金が主なものでござい

ますが、決算額２,０７４万７,６８７円で、予算額と比べて１０２万５,６８７円

の増となり、対前年度比６２７万４６９円、約４３％の増となりました。これは、

配水管の石綿管布設替えによる耐震化促進に係るものとして他会計補助金が増額と

なったことが主な要因でございます。次に、第３項特別利益が決算額１３万９,２

１０円で、予算額と比べて１３万６,２１０円の増、対前年度比３万５,５９０円、

約３４％の増となりました。これは、貸倒引当金として計上いたしました経費の残

額を収益で計上したものでございますが、増額の主な要因は、年度末の不納欠損見

込額から納付していただいた水道の使用料金が３万５,５９０円増えたためでござ

います。 

次に、２ページをお願いいたします。支出でございますが、決算額と不用額を申

し上げます。第１款水道事業費用は決算額１億８,７６７万３,２９１円で、不用額

は２,１０６万８,７０９円となりました。対前年比８７０万５,０５７円、約４.

９％の増でございます。この内訳は、第１項営業費用が決算額１億８,２９６万２,

４６０円で、不用額は１,６６４万６,５４０円となりました。対前年度比９１９万

１,６０３円、約５.３％の増で、この増額が水道事業費用の増額の主な要因でござ
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います。ここには、水源地や配水施設の維持管理に必要な修繕費、動力費、人件費

等が計上されていますが、増額の要因としましては、水源地や配水施設の動力費や

修繕費の増が主なものでございます。次に、第２項営業外費用が決算額４７０万２,

２１１円で、不用額は２０３万７８９円となりました。対前年度比４９万５,１６

６円、約９.５％の減で、これは、企業債の償還利息が主なものでございます。次

に、第３項特別損益でございますが、過年度損益修正損が８,６２０円で、不用額

は３９万１,３８０円となりました。ここには過年度の水道料金の還付に備え４０

万円を計上しておりましたが、８,６２０円の還付が発生したものでございます。

次の第４項予備費は執行がございませんので、予算額がそのまま不用額となりまし

た。 

詳細につきましては、２６ページから２９ページまでに水道事業収益費用明細書

を添付してございますので御参照ください。なお、こちらは消費税抜きの金額でご

ざいます。 

次に、３ページをお願いいたします。（２）資本的収入及び支出のうち収入でご

ざいますが、第１款資本的収入は、決算額３,５４１万４９５円で、予算額と比べ

て８５万５０５円の減となりました。対前年比３,２３２万４３０円の増でござい

ます。この内訳は、第１項負担金が、決算額６７１万円で、予算額と比べて８５万

円の減となりました。対前年度比５３２万９,０００円の増でございます。ここに

は、総務課から依頼のあった消火栓の設置費用負担金を計上しておりますが、増額

の要因は、令和５年度の２基分の１３８万１,０００円に対し、令和６年度は６基

分６７１万円となったことによるものでございます。次に、第２項補助金は、決算

額が２,８７０万４９５円で、予算額と比べて５０５円の減となりました。対前年

度比２,６９９万１,４３０円の増でございます。ここには、一般会計からの補助金

を計上しておりますが、増額の要因は、これまで主に、簡易水道企業債元金償還分

の財源として計上しておりましたが、それに加えて、配水管の石綿管布設替えによ

る耐震化促進に係る財源として２,６９３万９,０００円を増額しているためでござ

います。 

次に、４ページをお願いいたします。支出でございます。決算額と不用額を申し

上げます。第１款資本的支出は、決算額１億２,６３３万９,７２９円で、不用額は

３,８２４万９,２７１円でございました。対前年比２,５４９万９,１０３円、約２

５.２％の増でございます。この内訳は、第１項建設改良費が決算額１億２,３１７

万６,７３８円で、不用額３,６２４万９,２６２円となりました。対前年度比２,５

０９万４,２４３円、約２５.６％の増でございます。ここには主に配水管布設替え

工事に係る工事請負費が計上してありますが、増額の要因は道路改良工事に伴う通
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常の配水管布設替え工事のほか、配水管の石綿管布設替え工事による耐震化の促進

に係る工事請負費として２,６９３万９,０００円を支出しているためでございます。

次に、第２項企業債償還金でございますが決算額３１６万２,９９１円で、不用額

９円であります。ここには、簡易水道企業債元金償還分が計上してございます。次

の第３項予備費は執行がございませんので、不用額２００万円でございます。 

表の下には補填財源の説明が記載してございます。資本的収入額が資本的支出額

に対して９,０９２万９,２３４円が不足となりましたが、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額７４１万８,０４３円、当年度分損益勘定留保資金６,２６

８万５,５７０円、減債積立金３１６万２,９９１円、建設改良積立金１,７６６万

２,６３０円で補填しております。 

続く５ページの損益計算書から、最後の３２ページまでに、主に貸借対照表、キ

ャッシュフロー計算書、事業報告書や固定資産明細書、企業債明細書といった決算

の関連諸表を添付してございますので御参照ください。なお、事業報告書の建設改

良工事の概要以外は、いずれも消費税抜きの金額でございます。 

以上で説明を終わります。 

続きまして、令和６年度公共下水道事業会計の決算について御説明いたします。 

まず、最初に、決算書の様式についてでございますが、令和６年度から公共下水

道事業が地方公営企業法に適用されたことに伴い、同法規定による複式簿記の企業

会計となったことから、決算書も令和５年度分決算までの一般会計に準じた現金主

義による決算書から、発生主義による複式簿記に準じた決算書に変更となっており

ますので御承知おきください。 

それでは御説明申し上げますので、決算書の１ページをお願いいたします。大崎

町公共下水道事業決算報告書の（１）収益的収支及び支出でございますが、現金主

義から発生主義への変更により初年度である６年度に限り、前年度決算との比較が

難しい状況でございますので、消費税込みの金額で決算額と予算額と比較を申し上

げます。 

はじめに、収益的収入でございますが、第１款下水道事業収益の全体が、決算額

２億５,２９５万８,５３８円で、予算額と比べて４６０万８,５３８円の増でござ

います。この内訳は、下水道使用料や督促手数料といった第１項営業収益の決算額

が５,１４６万６,９３０円で、予算額と比べ６２５万９３０円の増で、受取利息、

補助金、他会計負担金や長期前受金戻入といった第２項営業外収入の決算額が２億

１４９万１,６０８円で、予算額と比べ１６４万３９６円の減で、過年度損益修正

益や固定資産売却益等の第３項特別利益は、該当がなく、予算と比べ２,０００円

の減となっております。 
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続きまして、収益的支出でございますが、決算額と不用額を申し上げます。第１

款下水道事業費用は、全体で決算額２億７７３万１,５４３円で、不用額は１,６８

３万９,４５７円でございます。その内訳は、第１項営業費用が、決算額１億８,４

１３万８,６９４円で、不用額は１,３７４万５,３０６円であります。これは、ク

リーンセンターや管路施設の維持管理に必要な委託料、光熱水費、修繕費、人件費

が主なものでございます。次に、第２項営業外費用ですが、決算額１,８７２万７

４９円で、不用額は９万２,２５１円でございます。これは、企業債の償還利息が

主なものでございます。次に第３項特別損失ですが、決算額４８７万２,１００円

で、不用額１,９００円でございます。これは、主に令和５年度分の消費税及び地

方消費税の確定申告時の納付額でございます。最後の予備費については、執行がご

ざいませんでした。詳細につきましては、２０ページ以降に収益費用明細書を添付

してございますので御参照ください。 

なお、こちらは消費税抜きの金額でございます。 

次に、２ページをお願いいたします。（２）資本的収入及び支出でございますが、

第１款資本的収入は、全体で決算額７,９７８万８,０００円で、予算額に比べ５４

万円の増となりました。この内訳は、第１項企業債が、決算額１,２７０万円で、

予算同額でございます。これは、公共下水道資本費平準化債として借り入れたもの

でございます。次に第２項負担金等でございますが、決算額１４４万円で、予算額

に比べ５４万円の増でございます。これは、新規に公共下水道に接続した際の受益

者負担金でございます。次に第３項出資金ですが、決算額６,５６４万８,０００円

で、予算同額でございます。これは、企業債元金償還分に係る一般会計からの出資

金でございます。 

続きまして、支出の第１款資本的支出でございますが、全体の決算額が１億２,

４４６万４,２２５円で、不用額は２万５,７７５円でございました。この内訳は、

第１項建設改良費が、決算額２４７万５,０００円で、不用額２万５,０００円、第

２項企業債償還金が、決算額１億２,１９８万９,２２５円で、不用額７７５円でご

ざいます。建設改良費の主なものは、丸尾地区枝線建設工事でございます。表の下

には、補填財源の説明が記載してございます。資本的収入額が資本的支出額に対し

て４,４６７万６,２２５円不足となりましたが、引継金３,４９７万３１円、当年

度分損益勘定留保資金９６１万２,０９４円、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額９万４,１００円で補填しております。 

次に、３ページをお願いいたします。（３）特例的収入及び支出についてでござ

います。これは、地方公営企業法を適用したことに伴い、適用初年度のみ発生する

もので、前年度以前に債権、債務が確定したものの、適用初年度までに収入や支出
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に至らなかったものを経理処理するために用いられるもので、収入の特例的収入に

は令和５年度の未収金が計上されており、決算額１,０３９万２,３４０円で、予算

額に比べ６６万７,６６０円の減となりました。次に、支出の特例的支出には、令

和５年度の未払い金が計上されており、決算額１１２万７,１３４円で、予算額に

比べ１９万５,６６６円の減になっております。 

続く４ページの損益計算書から、最後の２６ページまでには剰余金計算書、剰余

金処分計算書の案、貸借対照表、事業報告書、キャッシュフロー計算書、固定資産

明細書、企業債明細書といった決算の関連諸表を添付してございますので、御参照

ください。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。まず、認定第１号について質疑は

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第２号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第３号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第４号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第５号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第６号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 全般を通して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております認定第２号、認定第３号及び認定第４号は、会議
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規則第３９条第１項の規定により、総務厚生常任委員会に付託します。 

次に、認定第５号及び認定第６号は、会議規則第３９条第１項の規定により文教

経済常任委員会に付託いたします。 

次に、認定第１号の審査方法についてお諮りします。本案は、１０名を定数とす

る決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、審査いたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、認定第１号については、１０名を定数とする決算審査特別委員会を設置

し、審査することに決定いたしました。 

重ねてお諮りします。決算審査に際し証書類は認定の対象にならないとされてお

りますが、審査の過程において書類の提出や証人等の出頭証言を求める必要がある

場合を考慮して、地方自治法第９８条の検査権並びに同法第１００条の調査権を委

託して付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、総務厚生常任委員会、文教経済常任委員会及び決算審査特別委員会に対

し、地方自治法第９８条の検査権並びに同法第１００条の調査権を委託して付託す

ることに決定いたしました。 

さらにお諮りします。ただいま付託いたしました認定第１号、認定第２号、認定

第３号、認定第４号、認定第５号及び認定第６号は、閉会中の特定審査案件として、

総務厚生常任委員会、文教経済常任委員会及び決算審査特別委員会に、次の議会ま

で継続審査に付することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって認定第１号、認定第２号、認定第３号、認定第４号、認定第５号及び認定

第６号は、閉会中の特定審査案件として次の議会まで継続審査に付することに決定

いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） ここで、昼食のため、暫時休憩いたします。午後１時から再

開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時００分 

再開 午後１時００分 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 休憩前に引き続き再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２１ 議案第５０号 令和６年度大崎町水道事業剰余金の処分について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２１、議案第５０号「令和６年度大崎町水道事業剰余

金の処分について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和６年度大崎町水道事

業剰余金の処分について議会の議決を求めるものでございます。地方公営企業会計

制度の新会計基準移行による未処分利益変動額９億６,５３８万５,５８５円を除く

当年度実未処分利益剰余金２,１０９万５,８９９円のうち、２,０００万円を建設

改良積立金へ、１０９万５,８９９円を翌年度へ繰り越すものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第５０号は、会議規則第３９条第１項の規定

により文教経済常任委員会に付託いたします。 

さらにお諮りします。ただいま付託いたしました議案第５０号は、閉会中の特定

審査案件として、次の議会まで継続審査に付することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第５０号は、閉会中の特定審査案件として、次の議会まで継続審査

に付することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２２ 議案第５１号 令和６年度大崎町公共下水道事業剰余金の処分について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２２、議案第５１号「令和６年度大崎町公共下水道事

業剰余金の処分について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和６年度大崎町公共下

水道事業剰余金の処分について議会の議決を求めるものでございます。当年度未処
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分利益剰余金４,５１３万２,８９５円のうち、３,５００万円を建設改良積立金、

５００万円を減債積立金へ、５１３万２,８９５円を翌年度へ繰り越すものでござ

います。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第５１号は、会議規則第３９条第１項の規定

により文教経済常任委員会に付託いたします。 

さらにお諮りいたします。ただいま付託いたしました議案第５１号は、閉会中の

特定審査案件として、次の議会まで継続審査に付することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第５１号は、閉会中の特定審査案件として、次の議会まで継続審査

に付することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２３ 選任第１号 令和６年度大崎町一般会計歳入歳出決算審査特別委員会委

員の選任について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２３、選任第１号「令和６年度大崎町一般会計歳入歳

出決算審査特別委員会委員の選任について」を議題といたします。 

お諮りします。特別委員会委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規

定により、１番、藤田香澄議員、２番、草原正和議員、３番、岡元修一議員、４番、

富重幸博議員、５番、児玉孝德議員、６番、稲留光晴議員、８番、宮本昭一議員、

９番、中倉広文議員、１０番、中山美幸議員、１１番、鷲東慎一議員、以上１０名

の諸君を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました１０名の諸君を、令和６年度大崎町一般会計

歳入歳出決算審査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。 

これより、特別委員会の委員長及び副委員長の互選をしていただきます。委員会

条例第８条第２項の規定により、特別委員会の委員長及び副委員長は、特別委員会

において互選することになっております。さらに、同条例第９条第１項の規定によ

り、委員長及び副委員長が共にいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を
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定めて互選を行わせることになっておりますので、これより特別委員会の委員長及

び副委員長の互選を、議員控室でしていただきます。 

これより暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時０５分 

再開 午後１時０９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

ただいま特別委員会において互選されました委員長及び副委員長の氏名を報告い

たします。委員長に１１番、鷲東慎一議員、副委員長に１０番、中山美幸議員が選

任されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２４ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第２５ 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２４、諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについて」、日程第２５、諮問第２号「人権擁護委員の推薦につき意

見を求めることについて」、以上２件を一括議題といたします。 

町長の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

基づき議会の意見を求めるものでございます。本案は、現在人権擁護委員でありま

す春田洋子氏が、令和７年１２月３１日で任期満了となりますことから、引き続き

同氏を推薦しようとするものでございます。 

氏の住所は、大崎町野方８９００番地３で、昭和２９年１月２８日生まれの７１

歳でございます。氏は、２４年間、看護師として病院勤務の後、平成１３年９月か

ら曽於地区介護保険組合に入職され、平成２８年９月に退職されました。その後、

同年１２月から民生委員・児童委員の任に就かれ、４期目であります。人望も厚く、

人格識見ともに高く、広く社会の実状に精通し、最適任と思われますので、よろし

くお願いいたします。 

任期は３年間で、今回２期目をお願いするものであります。 

引き続き、御説明いたします。 

諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

基づき議会の意見を求めるものでございます。本案は、本町の人権擁護委員規定定

数が令和８年１月１日から１名増員されることに伴い、新たに佐藤広子氏を推薦す
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るものでございます。 

氏の住所は、大崎町永吉７０７０番地で、昭和３７年１０月２９日生まれの６２

歳でございます。氏は、３８年間、大崎町役場の保健師として地域の中で住民の保

健、医療、福祉の増進を図るために勤務され、令和５年３月の定年退職後は人権擁

護または平和の推進を図る活動を目的に、ＮＰＯ法人の代表理事を務めておられま

す。人望も厚く、人格識見ともに高く、広く社会の実状に精通し、最適任と思われ

ますので、よろしくお願いいたします。 

任期は令和８年１月１日から令和１０年１２月３１日までの３年間でございます。 

以上、２件につき、よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。まず、諮問第１号について、何か

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれを持って終結いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第１号は、会議規則第３

９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て」については適任である旨、答申したいと思いますが、このことに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は

適任である旨、答申することに決定いたしました。 

次に、諮問第２号について、何か質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれを持って終結いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第２号は、会議規則第３

９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。諮問第２号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て」については適任である旨、答申したいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、諮問第２号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は

適任である旨、答申することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２６ 選挙第７号 大崎町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２６、選挙第７号「大崎町選挙管理委員会委員及び同

補充員の選挙について」を行います。 

 本選挙は、現在の選挙管理委員会委員及び同補充員の任期が１０月２８日で満了

となるため、地方自治法第１８２条の規定により選挙を行うものであります。 

お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推

選によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 

 お諮りします。 
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 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 それでは、大崎町選挙管理委員会委員に坂元千津子君、肥後修君、上原正一君、

藤井満君を、大崎町選挙管理委員会委員補充員に上村雅彦君、領家勇一君、原田忍

君、中倉勇君を補充員に指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま、議長において指名いたしました職員を、それぞれ選挙管理委員会委員

及び同補充員の当選人に定め、補充員の順位はただいま指名いたしました順位とす

ることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました坂元千津子君、肥後修君、上原正一君、藤井

満君が大崎町選挙管理委員会委員に、１番、上村雅彦君、２番、領家勇一君、３番、

原田忍君、４番、中倉勇君が補充員の順位で大崎町選挙管理委員会委員補充員に当

選されました。 

 ただいま当選されました大崎町選挙管理委員会委員及び同補充員に対する告知は

文書を持って通知することにいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２７ 発議第１号 大崎町議会議員定数条例の一部を改正する条例の提出につ

いて 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２７、発議第１号「大崎町議会議員定数条例の一部を

改正する条例の提出について」を議題といたします。 

趣旨説明を求めます。 

○５番（児玉孝德議員） 発議第１号、大崎町議会議員定数条例の一部を改正する条例

の提出について、大崎町議会議長、吉原信雄殿。提出者、大崎町議会議員、児玉孝

德。賛成者、大崎町議会議員、宮本昭一。令和７年９月１８日提出であります。 

上記の議案を、別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び大崎町議会会議規則第

１４条第２項の規定により提出します。 

大崎町議会議員定数条例の一部を改正する条例。大崎町議会議員定数条例（平成

２１年３月２６日条例第８号の１）の一部を、次のように改正する。本則中、「１

２人」を「１０名」に改める。 
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附則、この条例は、次の選挙から実施する。 

提出の理由です。行政に対し、住民の様々な声が聞かれる中、情報公開の時代に

なり、議会も民意を吸収し自治体の意思決定機関としての責務は大変重要なものと

なってきております。また、政策立案や監査機能の充実を図っていくことはもとよ

り、住民福祉の向上、安心・安全なまちづくりが私たち議員に強く求められており、

このような中で、近隣市町の動向を見回しても議員定数を削減している状況であり

ます。 

本町議会としましても、町の人口減少は止められない状況であり、定数削減は否

めない状況であります。そこで、新たに議員定数条例を１０人とする改正案を、こ

こに提案するものであります。 

以上、よろしく御審議賜り御可決くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○１０番（中山美幸議員） 今、同僚議員のほうから発議がありましたが、発議の提出

の理由の中で、人口減に伴うもろもろということでございましたが、大体１,００

０人に１人ということが今現在、いろんな議会等でも言われておりますが、それと、

もう１点は、情報公開の時代になり議会の民意を吸収し、ということがありますが、

定数条例を削減することによって民意がどれだけ吸収されるかというようなことが、

まだ明白で示されておりません。現在の１２人で収集して住民の意見、そういった

ものと１０人でした部分について、どのように変化することによって民意が吸収さ

れるのか。そういったことをお考えになって提出されたのかどうか、その要因につ

いてお示しをいただきたいと思います。 

○５番（児玉孝德議員） 先ほど申しましたとおり、大崎町の人口も減少しており、１

万人を切るのも目前に迫っております。今、同僚議員から言われましたとおり、１,

０００人に１人ぐらいが妥当だというような御意見もございました。ゆくゆくは１

万人を切るということも考えますと１０人が妥当ではないかという点です。 

また、民意をどのように拾い上げていくのかということなんですけど、１２人が

１０人になって民意が拾いにくくなるんじゃないかという不安もございますが、そ

のような部分も含めて、今後ですね協議していただき、妥当かどうかは決定してい

ただきたいと思います。そういうことで提案しております。 

○１０番（中山美幸議員） 私は１２人の情報収集量と１０人の情報収集量、これが１

０人になった場合に少なくなるんじゃないかなと危惧しておりますけども、定数に

ついては今後協議をされるでしょうけども、その要因についてお伺いしているわけ

です。１０人の情報収集量と１２人の情報収集量、これがどう違ってくるのか。１

０人になっても１２人以上の情報を収集し、本議会に反映させないといけないと私
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は思っていますが、そのような努力をどのような形でもっていくのかを示していた

だきたいということでございます。 

○５番（児玉孝德議員） 今後ですね、今の議員がそういう形で努力をしていくという

ことではなくて、新しく当選された議員がそのような努力をして民意を拾い上げて

いくということでの提案でありまして、そのことはまた、特別委員会とかで協議し

ていただいてですね、どうやって１２人から１０人になった、この２人減で、今の

意見以上の民意を拾い上げていけるかというのは十分協議していただきたいと思い

ます。 

○１０番（中山美幸議員） まだ答えをいただいていないと思っています。 

そうしますと、極論を申しますと、１２人の議員よりも１０人の新しい議員のほ

うが情報収集量は良だということをおっしゃっているのか、今の議員、１２人では

情報の収集がまずいとおっしゃっているのか。究極をお答えいただきたいと思いま

す。 

○５番（児玉孝德議員） １２人より１０人のほうが情報収集量が多くなるということ

ではございません。確かに１２人のほうが情報量は多く拾い上げることができるか

もしれません。それが将来的にですね人口減少により１２人が妥当なのかというこ

とを問うところでございまして、１２人が妥当なのか、１０人が妥当なのかという

のは今後考えていただきたいと思っております。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

○１１番（鷲東慎一議員） 今の意見を聞くと、議員定数条例を１０人とすると、先に

人数の削減が決まっているような文書が出ているのが、これがやはり問題なのかな

と。議員定数条例を今から皆さんで話し合いをするわけですから、人数は入れずに、

議員定数条例を今から考えていきますということでまとめていけばいいのかなとい

うふうに思ったんですね。 

あと、その議論の中で通年議会だとか、単発でするんじゃなくて、そのような多

分議論もされると思うので、そのへんで情報収集とかそういうのをやっていくとい

う方向で考えていかれればいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○５番（児玉孝德議員） そのような形で考えていただいてもよろしいと思います。 

一部を改正する条例の中では定数を定めていたほうがいいのかなという形で考え

ておりました。 

以上です。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 
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よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております発議第１号「大崎町議会議員定数

条例の一部を改正する条例の提出について」、特別委員会を設置し、これに付託し

審査いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は大崎町議会議員定数条例審査特別委員会を設置し、これに付託し

て審査することに決定いたしました。 

さらにお諮りします。 

特別委員会の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、議長を除

く議員１１名の職員を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました議員１１名の諸君を、大崎町議会議員定数条

例審査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。 

これより特別委員会の委員長及び副委員長をしていただきます。委員会条例第８

条第２項の規定により、特別委員会の委員長及ぶ副委員長は特別委員会において互

選することになっております。さらに、同条例第９条第１項の規定により、委員長

及び副委員長が共にいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて互選

を行わせることになっておりますので、これより特別委員会の委員長及び副委員長

の互選を、議員控室でしていただきます。 

これより暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時２８分 

再開 午後１時３２分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

ただいま特別委員会において互選されました委員長及び副委員長の氏名を報告い

たします。委員長に１１番、鷲東慎一議員、副委員長に１０番、中山美幸議員が選

任されました。 

ここでさらにお諮りします。本案につきまして、閉会中の継続審査といたしたい

とのことでありますが、このことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 
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よって、本案につきましては閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２８ 議員派遣の件 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２８「議員派遣の件」を議題といたします。 

お諮りします。 

別紙のとおり、本町議会議員を派遣したいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、別紙のとおり、本町議会議員を派遣することに決定いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２９ 閉会中継続審査・調査申出書 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２９「閉会中継続審査・調査申出書」についてを議題

といたします。 

委員会の決定に基づき、お手元に配付してある写しのとおり、４委員長から申出

があります。 

お諮りします。 

４委員長の申出のとおり決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、４委員長の申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査は可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。会議を

閉じます。令和７年第３回大崎町議会定例会を閉会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後１時３３分 
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